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  Ⅰ．計画の策定にあたって 

 「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）は、「すべての健康保険組合に対し、レセプト

等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計

画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組みを求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行う

ことを推進する。」とし、データヘルス計画は健康・医療情報（健康診査の結果や診療報酬明細書

等から得られる情報（以下「診療報酬明細書等情報」という）を活用し、健康状態や健康課題を客

観的な指標を用いて示すこととある。また、これら分析結果を踏まえ、取り組むべき健康課題を明

確にし、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこととされており、実施計画に基づく事業の

実施に当たっては、費用対効果を考慮することや、診療報酬明細書等情報を活用し、生活習慣

の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけて行うこととある。 

それぞれの事業については、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行ったうえで、必要に応

じて事業内容等の見直しを行うこととしている。 

こうした背景を踏まえ、栗東市国民健康保険においては、上記の要件に沿ってデータヘルス計

画を作成し、被保険者の健康維持増進をはかる。 

なお、診療報酬明細書等情報を用いた現状分析は、医療費分解技術と傷病管理システムを用

いて行うものとする。 

  本計画の期間は、平成28年度から平成29年度までの2年間とし、目標とする成果を達成する

ために、以下の基本方針でデータヘルス計画を策定する。 

 

1. 潜在する課題を確認するため、健診結果に基づく特性や、疾病ごとの医療費比較、高額レ

セプトの発生状況や発生元となる疾病の把握を行い課題を明確にする。 

2. 明確となった課題より、取り組むべき事業を特定し、PDCAサイクルを意識した継続的な事業

を実施する。 

3. 実施事業に対する目標を設定し、この目標を達成することの出来る効果的な実施方法を検

討する。目標に対する客観的な効果測定が必要であることから、事業実施後の効果測定方

法についても記載する。 
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※医療費分解技術（特許第4312757号） レセプトに記載されたすべての傷病名と診療行為(医薬品、検査、手術、処置、指導料など)を 

正しく結び付け、傷病名毎の医療費を算出する。 

※傷病管理システム（特許第5203481号）  レセプトに記載されている傷病識別情報、医薬品識別情報および診療行為識別情報に基づき、

傷病の重症度を判定する。 

  1．事業目的と背景 

  2．基本方針 
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  3.他計画との関係 

 本計画は、第五次栗東市総合計画における基本政策である「生涯を通じた健康づくりのまち」

を具現化するための計画として位置づけ、関連する個別計画との整合性を図る。 

-特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康日本21（第二次）を着実に推進- 

図１ 特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第二次） 

出典：厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」改編 

高血圧の改善 

健康格差の縮小 

糖尿病有病者の 
増加の抑制 

脳血管疾患死亡率の減少 
糖尿病腎症による新規 
透析導入患者数の減少 

健康寿命の延伸 

特定健診・特定保健指導の実施率の向上 

○各地域、各職場特有の健康課題
がわかる。 

○予防する対象者や疾患を特定でき
る。 

 <レセプトを分析すると> 
○何の病気で入院しているか、治療

を受けているか、なぜ医療費が高く
なっているか知ることができる。 

地域・職場のメリット 

○自らの生活習慣病のリスク保有状
況がわかる。 

○放置するとどうなるか、どの生活習
慣を改善すると、リスクが減らせる
かがわかる。 

○生活習慣の改善の方法がわかり、
自分で選択できる。 

個々人のメリット 

未受診者への
受診勧奨 

データの分析 

脂質異常症の減少 

虚血性心疾患死亡率の減少 

健康のための資源 
（受診の機会、治療の機会） 

の公平性の確保 

○重症化が予防できる 
○医療費の伸びを抑制できる 

○重症化が予防できる 
○死亡が回避できる 

図２ データヘルス計画の位置づけ 

栗東市国民健康保険データヘルス計画 
【 平成 28 年度 ～ 平成 29 年度 】 

 
  ・レセプト、健診など医療データを用いて 
   客観的評価から課題を抽出 
 
  ・具体的課題に対する個別事業の実施 

   

【関連計画】 

第五次栗東市総合計画 
後期基本計画（平成27年4月～平成32年3月 ） 

       将来都市像：ひと・まち・環境ともに育む「健やか・にぎわい都市」栗東 
 

第2期栗東市国民健康保険 
特定健康診査等実施計画 

（ 平成 25 年 4 月 ～ 平成 30 年 3 月 ） 

第2次健康りっとう21 

（ 平成 26 年 4 月 ～ 平成 36 年 3 月 ） 

第6期栗東市高齢者保健福祉基本計画 
介護保険事業計画 

（ 平成 27 年 4 月 ～ 平成 30 年 3 月 ） 

基本政策  生涯を通じた健康づくりのまち 



    

  1．栗東市の特性把握 

(1)基本情報 

本市の平成26年度人口は、62,611人である。高齢化率(65歳以上)は14.7%、滋賀県20.9%と

比較すると約0.7倍、国23.2%と比較すると約0.6倍である。 

国民健康保険被保険者数は、13,129人で、市の人口に占める国保加入率は21.0%である。

国保被保険者平均年齢は49.2歳で、滋賀県・同規模・国と比較して低い。  

人口構成概要(H26年度) 

男女別・年齢階層別被保険者数構成割合ピラミッド（H26年度） 
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※「県」は滋賀県を指す。以下全ての表において同様である。 
※国保データベース（KDB）システム 「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」より 

※国保データベース（KDB）システム 「人口及び被保険者の状況」より 

人口総数（人）
高齢化率

（65歳以上）
国保被保険者数

（人）
国保加入率

国保被保険者
平均年齢（歳）

出生率 死亡率

栗東市 62,611 14.7% 13,129 21.0% 49.2 15.0% 6.1%

県 1,370,961 20.9% 322,757 23.5% 51.7 9.7% 8.5%

同規模 68,299 24.2% 18,546 27.1% 51.7 8.3% 10.1%

国 124,852,975 23.2% 32,318,324 28.8% 50.3 8.6% 9.6%

2.7%

3.3%

3.6%

3.2%

3.5%

3.8%

4.4%

5.5%

6.1%

5.3%

4.0%

4.7%

12.2%

20.0%

17.6%

3.0%

3.6%

4.1%

4.4%

3.4%

3.9%

4.3%

6.8%

6.7%

5.9%

3.9%

4.5%

9.0%

18.6%

17.8%

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

0歳～4歳

5歳～9歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

構成割合（%）

構成割合（%）栗東市 県 国 女性男性

  Ⅱ．栗東市の現状 



(2)医療費等の状況 

  本市の医療基礎情報を以下に示す。 

  診療所数は、県・同規模・国と比較しても高いが、受診率は県・同規模・国と比較して低い。 

  レセプト一件あたりの医療費は、県・同規模・国と比較して高く、これは、外来・入院ともに

同様の傾向である。 

 医療基礎情報（H26年度） 
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※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

栗東市 県 同規模 国

千人当たり

病院数 0.1 0.2 0.3 0.2

診療所数 3.7 3.2 2.6 2.7

病床数 29.9 45.7 47.1 44.0

医師数 10.5 9.4 6.8 7.9

外来患者数 608.4 660.8 662.5 652.3

入院患者数 14.8 18.2 19.2 18.1

受診率 623.3 679.0 681.7 670.4

一件当たり医療費(円) 35,940 35,880 35,330 34,740

一般(円) 35,780 35,750 35,280 34,650

退職(円) 38,410 37,630 36,040 36,580

後期(円) 0 0 0 0

外来

外来費用の割合 62.0% 58.5% 59.3% 59.7%

外来受診率 608.4 660.8 662.5 652.3

一件当たり医療費(円) 22,830 21,580 21,540 21,320

一人当たり医療費(円) 13,890 14,260 14,270 13,910

一日当たり医療費(円) 14,170 13,720 13,410 13,210

一件当たり受診回数 1.6 1.6 1.6 1.6

入院

入院費用の割合 38.0% 41.5% 40.7% 40.3%

入院率 14.9 18.2 19.2 18.1

一件当たり医療費(円) 572,960 555,080 511,970 517,930

一人当たり医療費(円) 8,510 10,100 9,810 9,380

一日当たり医療費(円) 39,830 36,290 31,290 32,530

一件当たり在院日数 14.4 15.3 16.4 15.9

医療項目
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特定健康診査受診率の推移（男性・女性） 

特定健康診査受診率の推移（男性） 

特定健康診査受診率の推移（女性） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

栗東市 県 国 栗東市 県 国

H20 24.0% 30.0% 26.6% 30.9% 39.2% 34.9%

H21 27.1% 28.7% 27.2% 36.1% 37.4% 35.2%

H22 27.9% 28.7% 27.9% 34.2% 36.8% 35.7%

H23 28.9% 29.1% 28.6% 34.4% 36.8% 36.3%

H24 32.6% 31.8% 29.7% 39.0% 39.2% 37.3%

H25 31.7% 32.9% 30.3% 40.0% 40.9% 37.8%

H26 32.6% - - 39.7% - -

男性 女性

30.9%
36.1% 34.2% 34.4% 39.0% 40.0%

39.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

栗東市 県 国

24.0%
27.1% 27.9% 28.9% 32.6% 31.7%

32.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

栗東市 県 国
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栗東市年齢階層別特定健診受診率（H26年度） 

栗東市年齢階層別特定健診受診率（H26年度） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

男性 女性 合計
人数 46 50 96
割合 12.5% 14.7% 13.5%
人数 52 50 102
割合 15.5% 15.9% 15.7%
人数 39 56 95
割合 17.3% 21.6% 19.6%
人数 32 77 109
割合 12.8% 28.8% 21.1%
人数 115 262 377
割合 24.2% 35.8% 31.2%
人数 405 603 1008
割合 38.6% 47.0% 43.2%
人数 550 629 1179
割合 50.4% 54.2% 52.4%

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

45～49歳

40～44歳

13.5% 15.7%
19.6% 21.1%

31.2%

43.2%

52.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

特定健診

受診率(%) 男性 女性 合計
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健診受診者に対するメタボリックシンドローム該当者割合 

健診受診者に対するメタボ予備軍該当者割合 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

メタボ該当者数 予備群該当者数 メタボ該当者数 予備群該当者数 メタボ該当者数 予備群該当者数

栗東市 338 213 204 100 542 313

県 9,342 6,004 4,453 2,489 13,795 8,493

国 796,026 521,582 372,339 235,407 1,168,365 756,989

男 女 全体

H26年度メタボ該当者および予備群の人数 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

栗東市 県 国 栗東市 県 国 栗東市 県 国

人数 227 7,215 709,250 145 4,167 432,344 372 11,382 1,141,594

割合 26.5% 24.8% 25.2% 11.6% 9.7% 10.4% 17.7% 15.8% 16.4%

人数 266 7,065 720,911 162 3,882 413,624 428 10,947 1,134,535

割合 27.3% 25.1% 25.0% 11.1% 9.4% 9.9% 17.5% 15.8% 16.0%

人数 298 7,203 746,802 150 3,800 406,139 448 11,003 1,152,941

割合 29.8% 25.5% 25.3% 10.8% 9.3% 9.6% 18.8% 15.9% 16.1%

人数 301 7,421 785,158 163 3,786 408,004 464 11,207 1,193,162

割合 28.7% 25.6% 25.7% 11.6% 9.2% 9.5% 18.9% 16.0% 16.2%

人数 355 8,625 816,921 188 4,268 414,729 543 12,893 1,231,650

割合 29.6% 26.8% 25.8% 11.5% 9.6% 9.4% 19.2% 16.9% 16.2%

人数 319 8,841 842,718 203 4,347 413,998 522 13,188 1,256,716

割合 26.7% 26.1% 26.1% 11.8% 9.3% 9.3% 17.9% 16.4% 16.3%

人数 336 204 540

割合 27.1% 11.8% 18.2%
H26

H23

H24

H25

男性 女性 全体

H20

H21

H22

栗東市 県 国 栗東市 県 国 栗東市 県 国

人数 156 5,448 509,671 90 3,072 328,393 246 8,520 838,064

割合 18.2% 18.7% 18.1% 6.1% 7.2% 7.9% 11.7% 11.9% 12.0%

人数 172 5,069 508,970 114 2,654 298,591 286 7,723 807,561

割合 17.6% 18.0% 17.6% 7.8% 6.4% 7.1% 11.7% 11.1% 11.4%

人数 145 4,852 509,087 82 2,388 280,080 227 7,240 789,167

割合 14.5% 17.2% 17.3% 5.9% 5.9% 6.6% 9.5% 10.5% 11.0%

人数 168 5,152 528,447 84 2,218 277,965 252 7,370 806,412

割合 16.0% 17.8% 17.3% 6.0% 5.4% 6.4% 10.3% 10.5% 11.0%

人数 196 5,495 541,602 93 2,297 276,593 289 7,792 818,195

割合 16.4% 17.1% 17.1% 5.7% 5.2% 6.3% 10.2% 10.2% 10.8%

人数 198 5,797 555,629 88 2,501 266,934 286 8,298 822,563

割合 16.6% 17.1% 17.2% 5.1% 5.3% 6.0% 9.8% 10.3% 10.7%

人数 213 100 313

割合 17.2% 5.8% 10.6%

H22

H23

H24

H25

H26

男性 女性 全体

H20

H21
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健診受診者に対するメタボリックシンドローム該当者の割合（男性） 健診受診者に対するメタボ予備群該当者割合（男性） 

健診受診者に対するメタボリックシンドローム該当者の割合（女性） 

健診受診者に対するメタボリックシンドローム該当者の割合（全体） 

健診受診者に対するメタボ予備群該当者割合（女性） 

健診受診者に対するメタボ予備群該当者割合（全体） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 
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積極的支援対象者と利用者の割合・表（H26栗東市） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

積極的支援対象者と利用者の割合・グラフ（H26栗東市） 

40代 50代 60代

対象者数（人） 21 12 18

利用者数（人） 1 1 1

利用率（%） 4.8% 8.3% 5.6%

対象者数（人） 3 2 3

利用者数（人） 1 0 2

利用率（%） 33.3% 0.0% 66.7%

対象者数（人） 24 14 21

利用者数（人） 2 1 3

利用率（%） 8.3% 7.1% 14.3%

男
性

女
性

合
計
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70.0%

40代 50代 60代

男性 女性 合計
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動機付け支援対象者と利用者の割合・表（H26栗東市） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

動機付け支援対象者と利用者の割合・グラフ（H26栗東市） 

40代 50代 60代 70代

対象者数（人） 13 5 75 94

利用者数（人） 1 3 14 16

利用率（%） 7.7% 60.0% 18.7% 17.0%

対象者数（人） 5 10 46 47

利用者数（人） 0 2 15 9

利用率（%） 0.0% 20.0% 32.6% 19.1%

対象者数（人） 18 15 121 141

利用者数（人） 1 5 29 25

利用率（%） 5.6% 33.3% 24.0% 17.7%

男
性

女
性

合
計
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60.0%

70.0%
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男性 女性 合計
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特定保健指導対象者に対する終了者の割合 

特定保健指導対象者に対する終了者の割合（全体） 

※特定健康診査等の実施状況に関する結果報告（法定報告）より 

特定保健指導対象者に対する終了者の割合（男性） 

特定保健指導対象者に対する終了者の割合（女性） 

16.1%
19.6% 18.1%

13.5%
11.1%

14.1% 15.5%
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17.4%
21.0% 20.6%

15.4%
11.7% 13.4%

18.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

栗東市 県 国

栗東市 県 国 栗東市 県 国 栗東市 県 国
人数 29 789 90,444 21 600 71,986 50 1,389 162,430
割合 16.1% 12.3% 13.2% 19.6% 15.8% 15.4% 17.4% 13.6% 14.1%
人数 39 1,018 120,723 31 703 89,726 70 1,721 210,449
割合 19.6% 17.0% 18.2% 23.0% 21.5% 21.5% 21.0% 18.6% 19.5%
人数 37 1,008 115,081 25 697 81,565 62 1,705 196,646
割合 18.1% 17.5% 18.0% 25.8% 23.4% 21.6% 20.6% 19.5% 19.3%
人数 28 1,037 116,776 19 635 79,498 47 1,672 196,274
割合 13.5% 18.0% 18.1% 19.6% 22.4% 21.7% 15.4% 19.4% 19.4%
人数 25 1,429 119,414 14 832 80,162 39 2,261 199,576
割合 11.1% 23.7% 18.5% 13.1% 28.9% 22.3% 11.7% 25.4% 19.9%
人数 27 1,363 124,626 15 790 81,131 42 2,153 205,757
割合 14.1% 23.7% 20.8% 12.4% 27.7% 25.8% 13.4% 25.0% 22.5%
人数 37 29 66
割合 15.5% 25.0% 18.6%

H22

H23

H24

H25

H26

男性 女性 全体

H20

H21
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②生活習慣の状況 

  本市の平成26年度における、40～74歳の特定健康診査問診票の状況を以下に示す。 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

特定健診問診票の状況・表（H26年度） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

高血圧症（服薬） 1,057 35.6% 28,168 34.5% 2,366,633 33.4%

糖尿病（服薬） 219 7.4% 5,776 7.1% 497,291 7.0%

脂質異常症（服薬） 805 27.1% 21,352 26.1% 1,595,503 22.5%

脳卒中（既往歴） 93 3.2% 2,388 3.1% 223,846 3.3%

心臓病（既往歴） 199 6.8% 4,642 5.9% 379,754 5.6%

腎不全（既往歴） 11 0.4% 274 0.4% 38,127 0.6%

貧血（既往歴） 381 13.0% 10,223 13.3% 671,658 10.0%

喫煙率 353 11.9% 9,826 12.0% 998,139 14.1%

20歳時体重から10ｋｇ以上増加 968 32.9% 23,482 30.8% 1,917,343 31.7%

１回30分以上運動習慣なし 1,569 53.5% 44,682 58.6% 3,557,410 58.7%

１日１時間以上運動なし 1,433 49.1% 38,294 50.0% 2,791,846 46.1%

食べる速度が速い 733 24.9% 19,413 25.4% 1,546,021 25.8%

週3回以上就寝前夕食 376 12.8% 10,092 13.2% 953,289 15.8%

週3回以上夕食後間食 287 9.7% 8,903 11.7% 693,367 11.6%

週3回以上朝食を抜く 200 6.8% 4,388 5.7% 476,580 7.9%

毎日飲酒 775 26.4% 19,170 25.0% 1,682,478 25.7%

時々飲酒 579 19.7% 15,092 19.7% 1,415,168 21.6%

1日飲酒量（1合未満） 1,092 66.4% 24,952 61.7% 2,926,851 64.6%

1日飲酒量（1～2合） 386 23.5% 10,982 27.2% 1,067,520 23.6%

1日飲酒量（2～3合） 127 7.7% 3,574 8.8% 414,219 9.1%

1日飲酒量（3合以上） 39 2.4% 933 2.3% 118,864 2.6%

睡眠不足 704 24.7% 17,775 23.6% 1,440,928 24.0%

改善意欲あり 845 30.6% 22,788 30.7% 1,629,200 27.0%

栗東市 県 国
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※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

特定健診問診票の状況・グラフ（H26年度） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

改善意欲あり

睡眠不足

1日飲酒量（3合以上）

1日飲酒量（2～3合）

1日飲酒量（1～2合）

1日飲酒量（1合未満）

時々飲酒

毎日飲酒

週3回以上朝食を抜く

週3回以上夕食後間食

週3回以上就寝前夕食

食べる速度が速い

１日１時間以上運動なし

１回30分以上運動習慣なし

20歳時体重から10ｋｇ以上増加

喫煙率

貧血（既往歴）

腎不全（既往歴）

心臓病（既往歴）

脳卒中（既往歴）

脂質異常症（服薬）

糖尿病（服薬）

高血圧症（服薬）

栗東市

県

国
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※国保データベース（KDB）システム 「質問票の経年比較」より 

特定健診問診票の男性の状況・表（H26年度） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

高血圧症（服薬） 472 38.1% 13,339 38.4% 1,140,270 37.2%

糖尿病（服薬） 118 9.5% 3,394 9.8% 293,085 9.6%

脂質異常症（服薬） 254 20.5% 7,087 20.4% 533,783 17.4%

脳卒中（既往歴） 58 4.7% 1,496 4.5% 133,328 4.5%

心臓病（既往歴） 137 11.1% 2,766 8.4% 222,684 7.6%

腎不全（既往歴） 6 0.5% 163 0.5% 21,318 0.7%

貧血（既往歴） 104 8.4% 2,311 7.1% 140,059 4.8%

喫煙率 279 22.5% 7,945 22.9% 766,531 25.0%

20歳時体重から10ｋｇ以上増加 500 40.8% 12,683 39.6% 1,034,676 39.3%

1年間で体重増減3kg以上 594 48.3% 17,657 55.0% 1,490,449 56.5%

１回30分以上運動習慣なし 569 46.3% 15,508 48.0% 1,205,525 45.7%

１日１時間以上運動なし 321 26.1% 9,319 29.0% 761,589 29.2%

睡眠不足 213 17.4% 5,953 18.5% 571,242 21.7%

週3回以上朝食を抜く 122 9.9% 3,637 11.3% 288,401 11.1%

週3回以上夕食後間食 123 10.0% 2,463 7.6% 265,903 10.2%

週3回以上就寝前夕食 610 49.6% 15,388 47.5% 1,320,109 46.5%

毎日飲酒 226 18.4% 6,610 20.4% 646,291 22.7%

時々飲酒 487 52.6% 10,999 45.8% 1,018,069 44.5%

飲まない 289 31.2% 9,019 37.6% 808,447 35.4%

1日飲酒量（1合未満） 113 12.2% 3,178 13.2% 357,222 15.6%

1日飲酒量（1～2合） 36 3.9% 805 3.4% 102,553 4.5%

1日飲酒量（2～3合） 252 21.1% 6,612 20.8% 567,900 21.8%

1日飲酒量（3合以上） 352 29.4% 9,334 29.5% 678,829 25.8%

栗東市 県 国
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※国保データベース（KDB）システム 「質問票の経年比較」より 

特定健診問診票の男性の状況・グラフ（H26年度） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1日飲酒量（3合以上）

1日飲酒量（2～3合）

1日飲酒量（1～2合）

1日飲酒量（1合未満）

飲まない

時々飲酒

毎日飲酒

週3回以上就寝前夕食

週3回以上夕食後間食

週3回以上朝食を抜く

睡眠不足

１日１時間以上運動なし

１回30分以上運動習慣なし

1年間で体重増減3kg以上

20歳時体重から10ｋｇ以上増加

喫煙率

貧血（既往歴）

腎不全（既往歴）

心臓病（既往歴）

脳卒中（既往歴）

脂質異常症（服薬）

糖尿病（服薬）

高血圧症（服薬）

栗東市 県 国
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※国保データベース（KDB）システム 「質問票の経年比較」より 

特定健診問診票の女性の状況・表（H26年度） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合

高血圧症（服薬） 585 33.9% 14,829 31.6% 1,226,363 30.6%

糖尿病（服薬） 101 5.8% 2,382 5.1% 204,206 5.1%

脂質異常症（服薬） 551 31.9% 14,265 30.4% 1,061,720 26.5%

脳卒中（既往歴） 35 2.0% 892 2.0% 90,518 2.3%

心臓病（既往歴） 62 3.6% 1,876 4.2% 157,070 4.1%

腎不全（既往歴） 5 0.3% 111 0.2% 16,809 0.4%

貧血（既往歴） 277 16.2% 7,912 17.8% 531,599 14.0%

喫煙率 74 4.3% 1,881 4.0% 231,608 5.8%

20歳時体重から10ｋｇ以上増加 467 27.3% 10,799 24.5% 882,667 25.8%

1年間で体重増減3kg以上 973 57.2% 27,025 61.3% 2,066,961 60.4%

１回30分以上運動習慣なし 862 51.1% 22,786 51.4% 1,586,321 46.3%

１日１時間以上運動なし 411 24.0% 10,094 22.8% 784,432 23.2%

睡眠不足 163 9.5% 4,139 9.4% 382,047 11.2%

週3回以上朝食を抜く 164 9.6% 5,266 11.9% 404,966 12.0%

週3回以上夕食後間食 77 4.5% 1,925 4.3% 210,677 6.2%

週3回以上就寝前夕食 164 9.6% 3,782 8.5% 362,369 9.8%

毎日飲酒 352 20.6% 8,482 19.1% 768,877 20.7%

時々飲酒 603 84.1% 13,953 84.9% 1,908,782 85.2%

飲まない 97 13.5% 1,963 11.9% 259,073 11.6%

1日飲酒量（1合未満） 14 2.0% 396 2.4% 56,997 2.5%

1日飲酒量（1～2合） 3 0.4% 128 0.8% 16,311 0.7%

1日飲酒量（2～3合） 452 27.2% 11,163 25.6% 873,028 25.8%

1日飲酒量（3合以上） 493 31.6% 13,454 31.5% 950,371 27.9%

栗東市 県 国
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※国保データベース（KDB）システム 「質問票の経年比較」より 

特定健診問診票の女性の状況・グラフ（H26年度） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1日飲酒量（3合以上）

1日飲酒量（2～3合）

1日飲酒量（1～2合）

1日飲酒量（1合未満）

飲まない

時々飲酒

毎日飲酒

週3回以上就寝前夕食

週3回以上夕食後間食

週3回以上朝食を抜く

睡眠不足

１日１時間以上運動なし

１回30分以上運動習慣なし

1年間で体重増減3kg以上

20歳時体重から10ｋｇ以上増加

喫煙率

貧血（既往歴）

腎不全（既往歴）

心臓病（既往歴）

脳卒中（既往歴）

脂質異常症（服薬）

糖尿病（服薬）

高血圧症（服薬）

栗東市 県 国
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特定健診有所見者の状況・表（H26年度） 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

③有所見者の状況 

  本市の平成26年度における、40～74歳の特定健康診有所見者の状況を以下に示す。 

人数 割合 人数 割合 人数 割合
ＢＭＩ 721 24.3% 18,189 22.3% 1,718,730 24.3%
腹囲 957 32.3% 24,903 30.5% 2,170,188 30.7%
収縮期血圧 1,285 43.3% 38,523 47.1% 3,263,550 46.1%
拡張期血圧 432 14.6% 14,732 18.0% 1,327,186 18.8%
中性脂肪 747 25.2% 18,835 23.0% 1,519,491 21.5%
ＬＤＬコレステロール 1,476 49.7% 41,861 51.2% 3,852,199 54.4%
ＨＤＬコレステロール 136 4.6% 3,808 4.7% 348,819 4.9%
血糖 373 12.6% 12,449 15.2% 1,432,000 20.2%
ＨｂＡ１ｃ 1,566 52.8% 43,156 52.8% 3,748,017 53.0%
クレアチニン 20 0.7% 710 0.9% 55,624 0.8%
尿酸 278 9.4% 7,045 8.6% 455,003 6.4%

栗東市（H26) 県（H26) 国（H26)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

尿酸

クレアチニン

ＨｂＡ１ｃ

血糖

ＨＤＬコレステロール

ＬＤＬコレステロール

中性脂肪

拡張期血圧

収縮期血圧

腹囲

ＢＭＩ

栗東市（H26) 割合 県（H26) 割合 国（H26) 割合

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

特定健診有所見者の状況・グラフ（H26年度） 
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人数 割合 人数 割合 人数 割合
ＢＭＩ 347 28.0% 9,260 26.6% 900,398 29.4%
腹囲 617 49.8% 17,114 49.2% 1,480,251 48.3%
収縮期血圧 544 43.9% 17,244 49.6% 1,523,656 49.7%
拡張期血圧 227 18.3% 7,976 22.9% 740,361 24.2%
中性脂肪 400 32.3% 10,186 29.3% 861,291 28.1%
ＬＤＬコレステロール 548 44.2% 15,781 45.4% 1,495,873 48.8%
ＨＤＬコレステロール 97 7.8% 2,947 8.5% 269,324 8.8%
血糖 200 16.1% 7,193 20.7% 804,729 26.3%
ＨｂＡ１ｃ 670 54.0% 18,782 54.0% 1,627,753 53.1%
クレアチニン 20 1.6% 618 1.8% 47,670 1.6%
尿酸 238 19.2% 6,140 17.7% 391,472 12.8%

栗東市（H26) 県（H26) 国（H26)

特定健診有所見者の状況（男性） 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

④男女別有所見者の状況 

   

特定健診有所見者の状況（男性） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

尿酸

クレアチニン

ＨｂＡ１ｃ

血糖

ＨＤＬコレステロール

ＬＤＬコレステロール

中性脂肪

拡張期血圧

収縮期血圧

腹囲

ＢＭＩ

栗東市（H26) 割合

県（H26) 割合

国（H26) 割合

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 
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※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

尿酸人数

クレアチニン人数

ＨｂＡ１ｃ人数

血糖人数
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ＬＤＬコレステロール人数

中性脂肪人数

拡張期血圧人数

収縮期血圧人数

腹囲人数

ＢＭＩ人数

栗東市（H26) 割合

県（H26) 割合

国（H26) 割合

特定健診有所見者の状況（女性） 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

人数 割合 人数 割合 人数 割合
ＢＭＩ人数 374 21.7% 8,929 19.0% 818,332 20.4%
腹囲人数 340 19.7% 7,789 16.6% 689,937 17.2%
収縮期血圧人数 741 42.9% 21,279 45.3% 1,739,894 43.4%
拡張期血圧人数 205 11.9% 6,756 14.4% 586,825 14.6%
中性脂肪人数 347 20.1% 8,649 18.4% 658,200 16.4%
ＬＤＬコレステロール 928 53.7% 26,080 55.5% 2,356,326 58.7%
ＨＤＬコレステロール 39 2.3% 861 1.8% 79,495 2.0%
血糖人数 173 10.0% 5,256 11.2% 627,271 15.6%
ＨｂＡ１ｃ人数 896 51.9% 24,374 51.9% 2,120,264 52.8%
クレアチニン人数 0 0.0% 92 0.2% 7,954 0.2%
尿酸人数 40 2.3% 905 1.9% 63,531 1.6%

栗東市（H26) 県（H26) 国（H26)

特定健診有所見者の状況（女性） 
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※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、国・年代別） 

※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、国・年代別） 

ＢＭＩ 169,851 26.7% 215,813 26.0% 794,032 23.9% 539,034 23.5%
腹囲 184,333 29.0% 249,053 30.0% 1,007,527 30.3% 729,275 31.8%
収縮期血圧 138,835 21.9% 291,536 35.1% 1,595,495 48.0% 1,237,684 54.0%
拡張期血圧 104,284 16.4% 189,775 22.9% 674,222 20.3% 358,905 15.7%
中性脂肪 139,870 22.0% 193,889 23.4% 724,597 21.8% 461,135 20.1%
ＬＤＬコレステロール 299,181 47.1% 482,020 58.1% 1,900,468 57.2% 1,170,530 51.1%
ＨＤＬコレステロール 36,533 5.8% 38,408 4.6% 152,723 4.6% 121,155 5.3%
血糖 66,223 10.4% 139,721 16.8% 720,796 21.7% 505,260 22.1%
ＨｂＡ１ｃ 174,429 27.5% 363,046 43.8% 1,860,049 56.0% 1,350,493 59.0%
クレアチニン 1108 0.2% 2981 0.4% 22994 0.7% 28541 1.2%
尿酸 51,679 8.1% 57,884 7.0% 201,417 6.1% 144,023 6.3%

40代 50代 60代 70代
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ＢＭＩ
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⑤年代別有所見者の状況 
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※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、県・年代別） 

※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、県・年代別） 

ＢＭＩ 1,358 25.6% 1,662 23.5% 8,729 21.6% 6,440 22.3%
腹囲 1,520 28.7% 1,961 27.8% 12,052 29.8% 9,370 32.4%
収縮期血圧 1,113 21.0% 2,468 35.0% 19,345 47.8% 15,597 53.9%
拡張期血圧 792 15.0% 1,537 21.8% 8,082 20.0% 4,321 14.9%
中性脂肪 1,163 22.0% 1,631 23.1% 9,436 23.3% 6,605 22.8%
ＬＤＬコレステロール 2,402 45.4% 4,181 59.2% 21,842 54.0% 13,436 46.5%
ＨＤＬコレステロール 300 5.7% 271 3.8% 1,722 4.3% 1,515 5.2%
血糖 345 6.5% 843 11.9% 6,644 16.4% 4,617 16.0%
ＨｂＡ１ｃ 1,235 23.3% 2,821 40.0% 22,138 54.7% 16,962 58.7%
クレアチニン 7 0.1% 28 0.4% 289 0.7% 386 1.3%
尿酸 605 11.4% 622 8.8% 3,282 8.1% 2,536 8.8%

40代 50代 60代 70代
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ＬＤＬコレステロール

中性脂肪

拡張期血圧

収縮期血圧

腹囲

ＢＭＩ
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※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、栗東市・年代別） 

※国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式」より 

特定健診有所見者の状況（H26年、栗東市・年代別） 

ＢＭＩ 63 31.8% 52 25.5% 317 22.9% 289 24.5%
腹囲 68 34.3% 49 24.0% 414 29.9% 426 36.1%
収縮期血圧 35 17.7% 67 32.8% 604 43.6% 579 49.1%
拡張期血圧 26 13.1% 40 19.6% 217 15.7% 149 12.6%
中性脂肪 47 23.7% 54 26.5% 346 25.0% 300 25.4%
ＬＤＬコレステロール 96 48.5% 119 58.3% 739 53.4% 522 44.2%
ＨＤＬコレステロール 13 6.6% 7 3.4% 55 4.0% 61 5.2%
血糖 9 4.5% 16 7.8% 190 13.7% 158 13.4%
ＨｂＡ１ｃ 46 23.2% 80 39.2% 763 55.1% 677 57.4%
クレアチニン 0 0.0% 0 0.0% 5 0.4% 15 1.3%
尿酸 21 10.6% 23 11.3% 123 8.9% 111 9.4%

40代 50代 60代 70代
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(4)介護保険の状況 

  本市の介護保険認定率及び給付費等の状況を以下に示す。 

  認定率・給付費ともに、県・同規模・国より低い。 
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介護保険認定率及び給付費等の状況(H26年度) 

レセプト1件あたり要介護度別給付費(H26年度) グラフ 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

栗東市 県 同規模 国

認定率 17.9% 19.7% 19.3% 20.0%

認定者数(人) 1,768 58,940 883,689 5,324,880

第1号(65歳以上) 1,706 57,439 860,333 5,178,997

第2号(40～64歳) 62 1,501 23,356 145,883

一件当たり給付費（円）

給付費 55,336 57,078 63,011 60,773

要支援1 11,316 11,192 11,992 12,041

要支援2 18,097 17,456 18,939 18,910

要介護1 39,846 38,442 41,021 40,034

要介護2 50,359 48,040 52,440 50,769

要介護3 72,887 75,460 83,458 81,313

要介護4 95,760 95,392 110,208 107,254

要介護5 106,712 107,974 129,047 124,396

区分

55,336 

11,316 

18,097 

39,846 

50,359 
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95,760 

106,712 
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給付費 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

一件当たり

給付費(円)

栗東市 県 同規模 国



※各項目毎に上位5疾病を         表示する。 

  要介護認定者の疾病別有病率を以下に示す。 

  疾病毎の有病者数を合計すると、4,710人となり、認定者数1,768人の約2.7倍である。 

  認定者一人当たり、 2.7種類の疾病を併発していることがわかる。 

網掛け 要介護（支援）認定者の疾病別有病状況（H26年度） 

要介護認定者の疾病別有病状況（H26年度） グラフ 
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※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

栗東市 順位 県 順位 同規模 順位 国 順位

認定者数（人） 1,768 58,940 883,689 5,324,880

糖尿病 実人数（人） 411 14,556 180,064 1,089,285

有病率 23.2% 24.2% 19.7% 20.3%

高血圧症 実人数（人） 858 32,095 429,786 2,551,660

有病率 48.4% 53.6% 47.3% 47.9%

脂質異常症 実人数（人） 474 17,103 224,805 1,386,541

有病率 27.0% 28.4% 24.5% 25.7%

心臓病 実人数（人） 998 38,124 491,660 2,914,608

有病率 56.5% 63.9% 54.3% 54.8%

脳疾患 実人数（人） 391 14,768 223,901 1,324,669

有病率 22.3% 24.9% 25.0% 25.2%

悪性新生物 実人数（人） 154 6,250 80,701 493,808

有病率 9.2% 10.4% 8.8% 9.2%

筋・骨格 実人数（人） 835 32,105 420,178 2,505,146

有病率 47.6% 53.9% 46.3% 47.1%

精神 実人数（人） 589 22,116 288,192 1,720,172

有病率 32.4% 36.8% 31.6% 32.2%

2 3 2 2

区分
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有病率(％) 栗東市 県 同規模 国



    
 (5)死因の状況 

   本市の主たる死因とその割合を以下に示す。 

   栗東市の場合、脳疾患による死因割合が高い。 
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主たる死因とその割合(H26年度)  グラフ 

主たる死因とその割合(H26年度) 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

※国保データベース（KDB）システム 「地域の全体像の把握」より 

疾病項目 人数（人） 栗東市 県 同規模 国

悪性新生物 105 43.9% 45.7% 46.7% 48.3%

心臓病 68 28.5% 30.4% 27.2% 26.6%

脳疾患 54 22.6% 15.4% 17.2% 16.3%

自殺 6 2.5% 3.8% 3.4% 3.5%

腎不全 2 0.8% 3.2% 3.5% 3.4%

糖尿病 4 1.7% 1.5% 2.0% 1.9%

合計 239
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  Ⅲ．データ分析による現状把握 

基礎統計 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
※医療費…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトに記載されている、保険の請求点数を集計し、金額にするために10倍にして表示。  
※患者数…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトの人数を集計。同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、  
一人として集計。  

 当医療費統計は、栗東市国民健康保険における、平成26年4月～平成27年3月診療分の12カ

月分の医科・調剤レセプトを対象とし分析する。 

 被保険者数、レセプト件数、医療費、患者数等は、以下の通りである。被保険者数は月間平均

13,068人、レセプト件数は月間平均13,143件、患者数は月間平均5,955人となった。また、患者

一人当たりの月間平均医療費は49,753円となった。 

(1)基礎統計    

1．医療費状況の把握 
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平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月

A 13,262 13,119 13,106 13,116 13,097 13,087 13,085

入院外 8,129 7,954 8,085 8,237 7,463 8,043 8,408

入院 216 191 215 200 187 181 209

調剤 5,092 4,958 4,921 5,055 4,415 4,868 5,068

合計 13,437 13,103 13,221 13,492 12,065 13,092 13,685

C 301,452,160 295,805,030 303,402,930 303,447,470 290,806,920 293,634,510 304,238,460

D 6,005 5,966 5,958 6,050 5,627 5,899 6,167

C/D 50,200 49,582 50,924 50,157 51,681 49,777 49,333

C/Ａ 22,731 22,548 23,150 23,136 22,204 22,437 23,251

C/Ｂ 22,434 22,575 22,949 22,491 24,103 22,429 22,232

平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月 12カ月平均 12カ月合計

A 13,022 13,001 13,014 12,947 12,964 13,068

入院外 7,710 8,415 7,982 7,618 8,369 8,034 96,413

入院 193 194 171 176 191 194 2,324

調剤 4,641 5,090 4,903 4,688 5,275 4,915 58,974

合計 12,544 13,699 13,056 12,482 13,835 13,143 157,711

C 302,212,050 300,809,050 281,988,780 277,716,500 299,907,510 296,285,114 3,555,421,370

D 5,778 6,189 5,964 5,732 6,126 5,955 71,461

C/D 52,304 48,604 47,282 48,450 48,956 49,753

C/Ａ 23,208 23,137 21,668 21,450 23,134 22,672

C/Ｂ 24,092 21,958 21,598 22,249 21,677 22,544

B レセプト件数（件）

被保険者数（人）

B レセプト件数（件）

医療費（円）

患者数（人）

患者一人当たりの
平均医療費（円）

被保険者一人当たりの
平均医療費（円）

レセプト一件当たりの
平均医療費（円）

被保険者数（人）

医療費（円）

患者数（人）

患者一人当たりの
平均医療費（円）

被保険者一人当たりの
平均医療費（円）

レセプト一件当たりの
平均医療費（円）

※

※

※

※



①高額レセプトの件数及び割合 

 発生しているレセプトのうち、診療点数が5万点以上のものを高額レセプトとし集計した。 

高額レセプトは、月間平均96件発生しており、レセプト件数全体の0.7%を占める。高額レセプト

の医療費は月間平均9,830万円程度となり、医療費全体の33.2%を占める。 

(2)高額レセプトの件数及び要因 
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②高額レセプトの年齢階層別統計 

 高額レセプトの年齢階層別医療費、患者数、レセプト件数を以下に示す。医療費総計は６０歳

以降で急激に高くなるのが分かる。 

高額（5万点以上）レセプトの年齢階層別医療費、患者数、レセプト件数 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
入院外と入院で重複する患者がいるので総計は一致しない。  

医療費（円） 人数（人） 医療費（円） 人数（人）

0歳～4歳 0 0 2,130,350 2

5歳～9歳 0 0 515,330 1

10歳～14歳 4,463,100 1 585,180 1

15歳～19歳 0 0 5,004,820 4

20歳～24歳 0 0 2,663,660 3

25歳～29歳 0 0 2,562,470 4

30歳～34歳 9,216,820 3 15,275,190 9

35歳～39歳 511,910 1 17,421,160 11

40歳～44歳 1,876,310 2 25,871,280 16

45歳～49歳 722,200 1 31,101,960 10

50歳～54歳 4,105,150 1 31,291,660 11

55歳～59歳 11,717,880 4 59,936,060 30

60歳～64歳 109,765,180 12 120,879,970 68

65歳～69歳 45,969,540 18 235,421,060 131

70歳～ 19,728,940 15 420,856,970 229

合計 208,077,030 58 971,517,120 530

入院外 入院
年齢階層



③高額レセプトの要因となる疾病傾向 

 発生しているレセプトのうち、診療点数が5万点以上のものを高額レセプトとし集計した。医療

費分解後、患者毎に最も医療費がかかっている疾病を特定し、患者一人当たりの医療費が高い

順に上位の疾病項目を以下に示す。要因となる疾病は、「悪性リンパ腫」「腎不全」「直腸Ｓ状結

腸移行部及び直腸の悪性新生物」「その他の神経系の疾患」等である。 

 

高額（5万点以上）レセプトの要因となる疾病 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
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入院 入院外 合計

悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫,末梢性Ｔ細胞リンパ腫・詳細不明,濾胞性リンパ腫・グレード１ 8 53,927,600 6,727,930 60,655,530 7,581,941

腎不全 慢性腎不全,末期腎不全,急性腎不全 26 38,614,410 118,664,410 157,278,820 6,049,185

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 直腸癌,直腸Ｓ状部結腸癌 11 18,736,910 32,408,190 51,145,100 4,649,555

その他の神経系の疾患 正常圧水頭症,ギラン・バレー症候群,低酸素性脳症 13 37,155,160 5,125,060 42,280,220 3,252,325

その他の悪性新生物 前立腺癌,転移性肝癌,卵巣癌 52 114,380,210 51,391,640 165,771,850 3,187,920

その他の循環器系の疾患 急性大動脈解離ＳｔａｎｆｏｒｄＡ,腹部大動脈瘤,解離性大動脈瘤ＤｅＢａｋｅｙＩＩＩｂ 12 32,014,700 4,668,990 36,683,690 3,056,974

脳梗塞 脳梗塞,塞栓性脳梗塞・急性期,心原性脳塞栓症 14 37,999,950 3,688,800 41,688,750 2,977,768

結腸の悪性新生物 Ｓ状結腸癌,大腸癌,上行結腸癌 12 14,724,090 19,415,740 34,139,830 2,844,986

気管，気管支及び肺の悪性新生物 肺癌,下葉肺癌,下葉肺腺癌 14 25,783,800 13,830,420 39,614,220 2,829,587

中分類名 主要傷病名
患者数
（人）

医療費（円）
患者一人当たりの

医療費（円）



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。   
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。  
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大・骨盤変形等の傷病名が含まれるため、”男性”においても医療費が発生する可能性がある。  
※周産期に発生した病態…ＡＢＯ因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期（妊娠22週から出生後7日未満）以外においても医療費が発生する
可能性がある。  
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。  
そのため他統計と一致しない。  
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない（一件のレセプトに複数の疾病があるため）。  
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない（複数疾病をもつ患者がいるため）。  

①大分類による疾病別医療費統計 

(ⅰ)栗東市国民健康保険全体 

 以下の通り、疾病項目毎に医療費総計、レセプト件数、患者数を算出した。「循環器系の疾

患」が医療費合計の16.7%を占めている。「新生物」は医療費合計の15.2%、「内分泌，栄養及び

代謝疾患」は医療費合計の12.5%と高い割合を占めている。次いで「筋骨格系及び結合組織の

疾患」も医療費合計の9.2%を占め、高い水準となっている。 

※各項目毎に上位5疾病を            表示する。  
 

大分類による疾病別医療費統計                                     網掛け 

(3)疾病別医療費 
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Ⅰ．感染症及び寄生虫症 92,500,523 2.6% 12 13,159 10 3,452 8 26,796 17

Ⅱ．新生物 538,983,330 15.2% 2 11,541 11 2,924 9 184,331 1

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 39,450,103 1.1% 15 3,656 17 852 16 46,303 12

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 440,678,349 12.5% 3 46,594 2 4,835 3 91,143 6

Ⅴ．精神及び行動の障害 177,249,626 5.0% 8 13,663 9 1,253 14 141,460 2

Ⅵ．神経系の疾患 164,614,667 4.7% 9 20,275 6 2,256 12 72,967 9

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 147,380,910 4.2% 10 17,793 8 4,020 6 36,662 15

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 25,621,914 0.7% 16 4,753 15 1,247 15 20,547 18

Ⅸ．循環器系の疾患 590,740,650 16.7% 1 47,715 1 4,544 4 130,005 3

Ⅹ．呼吸器系の疾患 212,354,324 6.0% 7 32,228 5 6,333 1 33,531 16

ⅩⅠ．消化器系の疾患 250,920,089 7.1% 6 38,196 3 4,922 2 50,979 11

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 74,889,839 2.1% 13 18,299 7 3,981 7 18,812 20

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 323,989,654 9.2% 4 34,880 4 4,393 5 73,751 8

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 261,812,454 7.4% 5 11,339 12 2,203 13 118,844 4

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく 10,248,813 0.3% 19 254 20 104 20 98,546 5

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 504,345 0.0% 21 17 21 12 21 42,029 14

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 20,645,986 0.6% 17 933 18 265 18 77,909 7

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないも の 44,205,232 1.2% 14 10,487 13 2,613 10 16,917 21

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 101,059,559 2.9% 11 7,642 14 2,362 11 42,786 13

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 12,072,269 0.3% 18 3,894 16 624 17 19,347 19

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0.0% 0 0 0

分類外 9,321,794 0.3% 20 568 19 134 19 69,566 10

合計 3,539,244,430 100.0% 155,840 11,748 301,264

患者数 順位

患者一人
当たりの
医療費

（円）

順位

疾病項目（大分類）

A B C A/C

医療費総計
（円）

構成比
（％）

順位
レセプト

件数
順位

※ ※ ※

※

※

※



疾病項目別医療費割合 

 疾病項目別の医療費割合は、「循環器系の疾患」「新生物」「内分泌，栄養及び代謝疾患」

「筋骨格系及び結合組織の疾患」「腎尿路生殖器系の疾患」の医療費で過半数を占める。 
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データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 
 
「疾病分類とは、統計分類である「疾病、傷害及び死因統計分類提案（ICD-10（2003年版）準拠）」を使い、分類コードによって「大分
類」「中分類」等に整理したものである。」 
 

Ⅸ．

循環器系

の疾患

Ⅱ．

新生物

Ⅳ．

内分泌，

栄養及び

代謝疾患ⅩⅢ．

筋骨格系

及び結合

組織の疾患

ⅩⅣ．

腎尿路

生殖器系

の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅱ．新生物

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患

ⅩⅠ．消化器系の疾患

Ⅹ．呼吸器系の疾患

Ⅴ．精神及び行動の障害

Ⅵ．神経系の疾患

Ⅶ．眼及び付属器の疾患

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響

Ⅰ．感染症及び寄生虫症

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ．周産期に発生した病態

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード

分類外



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。   
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。  
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大・骨盤変形等の傷病名が含まれるため、”男性”においても医療費が発生する可能性がある。  
※周産期に発生した病態…ＡＢＯ因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期（妊娠22週から出生後7日未満）以外においても医療費が発生する
可能性がある。  
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。  
そのため他統計と一致しない。 
 
「疾病分類とは、統計分類である「疾病、傷害及び死因統計分類提案（ICD-10（2003年版）準拠）」を使い、分類コードによって「大分類」「中分類」等に
整理したものである。」  

(ⅱ)入院・入院外比較 

  栗東市国民健康保険における、疾病別医療費統計を入院・入院外別に示す。 

 入院・入院外ともに、生活習慣に関連する疾患が上位をしめている事が分かる。 

  ※各項目毎に上位5疾病を            表示する。  
 

大分類による疾病別医療費統計                                     網掛け 
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Ⅰ．感染症及び寄生虫症 18,167,564 13 164 9 74,332,959 11 3,385 8

Ⅱ．新生物 315,541,696 1 292 4 223,441,634 3 2,875 9

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 27,228,377 12 123 12 12,221,726 16 809 16

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 31,853,507 11 365 3 408,824,842 1 4,784 3

Ⅴ．精神及び行動の障害 89,218,463 5 100 14 88,031,163 9 1,207 15

Ⅵ．神経系の疾患 83,598,653 6 221 6 81,016,014 10 2,182 12

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 41,255,514 10 125 11 106,125,396 8 4,006 6

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 9,670,826 16 21 18 15,951,088 15 1,237 14

Ⅸ．循環器系の疾患 277,173,419 2 450 2 313,567,231 2 4,480 4

Ⅹ．呼吸器系の疾患 51,151,800 8 209 7 161,202,524 6 6,275 1

ⅩⅠ．消化器系の疾患 102,996,792 4 485 1 147,923,297 7 4,839 2

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 8,565,343 18 99 15 66,324,496 12 3,935 7

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 116,062,432 3 225 5 207,927,222 5 4,334 5

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 46,295,631 9 159 10 215,516,823 4 2,165 13

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく 8,850,248 17 32 17 1,398,565 20 98 20

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 32,486 21 1 21 471,859 21 11 21

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 13,446,819 14 17 19 7,199,167 18 259 18

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 12,603,700 15 167 8 31,601,532 14 2,541 10

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 61,764,300 7 121 13 39,295,259 13 2,320 11

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 2,576,931 20 50 16 9,495,338 17 617 17

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0 0 0

分類外 6,737,639 19 8 20 2,584,155 19 128 19

合計 1,324,792,140 1,043 2,214,452,290 11,700

順位
入院外
患者数

順位疾病項目（大分類）
入院

医療費総計
（円）

入院外
医療費総計

（円）

順位
入院

患者数
順位

※

※

※

※※※ ※ ※



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。   
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。  
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大・骨盤変形等の傷病名が含まれるため、”男性”においても医療費が発生する可能性がある。  
※周産期に発生した病態…ＡＢＯ因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期（妊娠22週から出生後7日未満）以外においても医療費が発生する
可能性がある。  
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。  
そのため他統計と一致しない。  
 
「疾病分類とは、統計分類である「疾病、傷害及び死因統計分類提案（ICD-10（2003年版）準拠）」を使い、分類コードによって「大分類」「中分類」等に
整理したものである。」 
 

(ⅲ)男性・女性比較 

  栗東市国民健康保険における、疾病別医療費を男女別に示す。 

 男性の場合は、「新生物」「内分泌、栄養及び代謝疾患」 「循環器系の疾患」が多く、女性の場合は

「筋骨格系及び結合組織の疾患」が多いことが分かる。 

  ※各項目毎に上位5疾病を            表示する。  
 

大分類による疾病別医療費統計                                     網掛け 
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Ⅰ．感染症及び寄生虫症 47,290,615 12 1,580 8 45,209,908 12 1,872 8

Ⅱ．新生物 315,481,951 2 1,342 9 223,501,379 2 1,582 9

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 19,309,010 15 358 16 20,141,093 14 494 16

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患 266,797,966 3 2,158 4 173,880,383 4 2,677 3

Ⅴ．精神及び行動の障害 77,587,894 9 535 15 99,661,732 7 718 14

Ⅵ．神経系の疾患 95,304,872 8 973 12 69,309,795 10 1,283 12

Ⅶ．眼及び付属器の疾患 58,236,692 10 1,613 7 89,144,218 9 2,407 5

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患 9,404,331 16 537 14 16,217,583 16 710 15

Ⅸ．循環器系の疾患 358,390,993 1 2,194 3 232,349,657 1 2,350 6

Ⅹ．呼吸器系の疾患 104,410,536 7 2,821 1 107,943,788 6 3,512 1

ⅩⅠ．消化器系の疾患 137,093,894 5 2,220 2 113,826,195 5 2,702 2

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患 36,757,734 13 1,687 6 38,132,105 13 2,294 7

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患 104,782,352 6 1,808 5 219,207,302 3 2,585 4

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患 162,225,473 4 779 13 99,586,981 8 1,424 11

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく 0 0 10,248,813 18 104 19

ⅩⅥ．周産期に発生した病態 256,057 20 6 20 248,288 21 6 21

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常 8,163,489 17 123 18 12,482,497 17 142 18

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 24,385,137 14 1,086 11 19,820,095 15 1,527 10

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響 49,677,270 11 1,100 10 51,382,289 11 1,262 13

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 8,135,635 18 289 17 3,936,634 19 335 17

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード 0 0 0 0

分類外 8,135,479 19 46 19 1,186,315 20 88 20

合計 1,891,827,380 5,298 1,647,417,050 6,450

順位
女性

患者数
順位疾病項目（大分類）

男性
医療費総計

（円）

女性
医療費総計

（円）

順位
男性

患者数
順位

※

※

※

※ ※※※
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Ⅱ．

新生物

Ⅳ．

内分泌，

栄養及び

代謝疾患
Ⅴ．

精神及び

行動の障害

Ⅵ．

神経系

の疾患Ⅸ．

循環器系

の疾患

Ⅹ．

呼吸器系

の疾患

ⅩⅠ．

消化器系

の疾患

ⅩⅢ．

筋骨格系

及び結合

組織の疾患

ⅩⅣ．

腎尿路

生殖器系

の疾患

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

入院 入院外

医療費総計（円）

医療費

（円）

Ⅱ．

新生物

Ⅳ．

内分泌，

栄養及び

代謝疾患

Ⅴ．

精神及び

行動の障害 Ⅵ．

神経系

の疾患

Ⅸ．

循環器系

の疾患

Ⅹ．

呼吸器系

の疾患

ⅩⅠ．

消化器系

の疾患
ⅩⅢ．

筋骨格系

及び結合

組織の疾患

ⅩⅣ．

腎尿路

生殖器系

の疾患

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

男性 女性

医療費総計（円）

医療費

（円）

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。   
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。  
※妊娠,分娩及び産じょく…乳房腫大・骨盤変形等の傷病名が含まれるため、”男性”においても医療費が発生する可能性がある。  
※周産期に発生した病態…ＡＢＯ因子不適合等の傷病名が含まれるため、周産期（妊娠22週から出生後7日未満）以外においても医療費が発生する
可能性がある。 
※医療費総計…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。  
そのため他統計と一致しない。  

入院・入院外比較（グラフ） 男性・女性外比較（グラフ） 



年齢階層別医療費（全体） 

(ⅳ)年齢階層別比較 

  栗東市国民健康保険における、疾病別医療費と疾病別医療費構成を年齢階層別に示す。 

  

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 
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医療費
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分類外

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅥ．周産期に発生した病態

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅠ．消化器系の疾患

Ⅹ．呼吸器系の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患

Ⅶ．眼及び付属器の疾患

Ⅵ．神経系の疾患

Ⅴ．精神及び行動の障害

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅱ．新生物

Ⅰ．感染症及び寄生虫症



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 

年齢階層別医療費 大分類上位5疾病（全体） 
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年齢階層 1 2 3 4 5

0歳～4歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅦ．先天奇形，変形及

び染色体異常
Ⅰ．感染症及び寄生虫症

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾

患

5歳～9歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅰ．感染症及び寄生虫症

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

10歳～14歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅦ．先天奇形，変形及

び染色体異常

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅴ．精神及び行動の障害

15歳～19歳
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

20歳～24歳 ⅩⅠ．消化器系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅴ．精神及び行動の障害

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

25歳～29歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産

じょく

30歳～34歳 Ⅰ．感染症及び寄生虫症 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅱ．新生物 Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患

35歳～39歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅵ．神経系の疾患

40歳～44歳 Ⅴ．精神及び行動の障害
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅵ．神経系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患

45歳～49歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅱ．新生物 Ⅸ．循環器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患 Ⅵ．神経系の疾患

50歳～54歳 Ⅵ．神経系の疾患
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅱ．新生物 Ⅴ．精神及び行動の障害

55歳～59歳
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅱ．新生物 Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅴ．精神及び行動の障害

60歳～64歳
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅱ．新生物 Ⅸ．循環器系の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

65歳～69歳 Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅱ．新生物
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

70歳～ Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅱ．新生物
ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
ⅩⅠ．消化器系の疾患



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 

年齢階層別医療費 大分類上位5疾病（男性） 

41 

年齢階層 1 2 3 4 5

0歳～4歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅦ．先天奇形，変形及

び染色体異常
Ⅰ．感染症及び寄生虫症 ⅩⅠ．消化器系の疾患

5歳～9歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅰ．感染症及び寄生虫症

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

10歳～14歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅵ．神経系の疾患

ⅩⅦ．先天奇形，変形及

び染色体異常

15歳～19歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
ⅩⅠ．消化器系の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

20歳～24歳
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅹ．呼吸器系の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患
Ⅴ．精神及び行動の障害

25歳～29歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅵ．神経系の疾患

30歳～34歳 Ⅰ．感染症及び寄生虫症 Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅱ．新生物 Ⅹ．呼吸器系の疾患

35歳～39歳 Ⅴ．精神及び行動の障害
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅵ．神経系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

40歳～44歳
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

45歳～49歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅵ．神経系の疾患 Ⅸ．循環器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

50歳～54歳 Ⅵ．神経系の疾患 Ⅴ．精神及び行動の障害
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅸ．循環器系の疾患

55歳～59歳
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
Ⅱ．新生物 Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
ⅩⅠ．消化器系の疾患

60歳～64歳
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅱ．新生物

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

65歳～69歳 Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅱ．新生物
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患
ⅩⅠ．消化器系の疾患

70歳～ Ⅸ．循環器系の疾患 Ⅱ．新生物
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
ⅩⅠ．消化器系の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患



データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 

年齢階層別医療費 大分類上位5疾病（女性） 
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年齢階層 1 2 3 4 5

0歳～4歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅰ．感染症及び寄生虫症

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾

患

5歳～9歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅰ．感染症及び寄生虫症 Ⅶ．眼及び付属器の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

10歳～14歳
ⅩⅦ．先天奇形，変形及

び染色体異常
Ⅹ．呼吸器系の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅶ．眼及び付属器の疾患

15歳～19歳
ⅩⅨ．損傷，中毒及びそ

の他の外因の影響
Ⅹ．呼吸器系の疾患

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患
Ⅶ．眼及び付属器の疾患 Ⅰ．感染症及び寄生虫症

20歳～24歳 ⅩⅠ．消化器系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患 Ⅴ．精神及び行動の障害
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産

じょく

25歳～29歳 Ⅹ．呼吸器系の疾患
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産

じょく
Ⅴ．精神及び行動の障害

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

30歳～34歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅱ．新生物
ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産

じょく
ⅩⅠ．消化器系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患

35歳～39歳 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅹ．呼吸器系の疾患 Ⅱ．新生物 ⅩⅠ．消化器系の疾患
ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織

の疾患

40歳～44歳 Ⅴ．精神及び行動の障害
ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患
Ⅱ．新生物 Ⅵ．神経系の疾患 Ⅹ．呼吸器系の疾患

45歳～49歳 Ⅱ．新生物 Ⅴ．精神及び行動の障害 Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患 Ⅸ．循環器系の疾患

50歳～54歳
Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅱ．新生物 Ⅹ．呼吸器系の疾患 ⅩⅠ．消化器系の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

55歳～59歳 Ⅴ．精神及び行動の障害
ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患
Ⅱ．新生物

60歳～64歳 Ⅱ．新生物
ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅸ．循環器系の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

65歳～69歳 Ⅸ．循環器系の疾患
ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患
Ⅱ．新生物

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の

疾患

70歳～ Ⅸ．循環器系の疾患
ⅩⅢ．筋骨格系及び結合

組織の疾患
Ⅱ．新生物

Ⅳ．内分泌，栄養及び代

謝疾患
Ⅶ．眼及び付属器の疾患



中分類による疾病別医療費統計（全項目） 
※大分類毎の集計を           表示する。 
※各項目毎に上位10疾病（中分類）を            表示する。 

網掛け

網掛け
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総合計

医療費総計
（円）

レセプト件数 患者数

3,539,244,430 155,840 11,748

順位疾病項目
医療費総計

（円）
構成比 順位 レセプト件数 構成比 順位 患者数 構成比 順位

患者一人
当たりの
医療費
（円）

※ ※ ※

※ ※ ※
（％） （％） （％）

92,500,523 2.6% 13,159 8.4% 3,452 29.4% 26,796

0101 腸管感染症 8,274,117 0.2% 82 3,473 2.2% 41 1,355 11.5% 24 6,106 111

0102 結核 2,809,829 0.1% 95 309 0.2% 98 85 0.7% 96 33,057 61

0103 主として性的伝播様式をとる感染症 1,098,752 0.0% 109 429 0.3% 92 188 1.6% 76 5,844 112

0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 9,986,716 0.3% 73 2,164 1.4% 54 654 5.6% 41 15,270 88

0105 ウイルス肝炎 29,280,748 0.8% 39 2,047 1.3% 55 398 3.4% 59 73,570 29

0106 その他のウイルス疾患 12,165,505 0.3% 64 458 0.3% 89 171 1.5% 79 71,143 31

0107 真菌症 13,588,068 0.4% 63 3,611 2.3% 39 977 8.3% 33 13,908 92

0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 37,072 0.0% 119 48 0.0% 114 8 0.1% 115 4,634 116

0109 その他の感染症及び寄生虫症 15,259,716 0.4% 59 2,217 1.4% 52 766 6.5% 36 19,921 79

538,983,330 15.2% 11,541 7.4% 2,924 24.9% 184,331

0201 胃の悪性新生物 37,435,366 1.1% 29 1,538 1.0% 59 579 4.9% 46 64,655 37

0202 結腸の悪性新生物 38,094,777 1.1% 27 1,627 1.0% 58 607 5.2% 45 62,759 38

0203 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 40,517,638 1.1% 24 400 0.3% 93 58 0.5% 100 698,580 4

0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物 26,062,919 0.7% 42 648 0.4% 84 132 1.1% 87 197,446 12

0205 気管，気管支及び肺の悪性新生物 42,531,706 1.2% 21 786 0.5% 80 205 1.7% 74 207,472 11

0206 乳房の悪性新生物 40,863,172 1.2% 23 961 0.6% 70 170 1.4% 80 240,372 8

0207 子宮の悪性新生物 16,425,978 0.5% 53 435 0.3% 91 164 1.4% 82 100,158 24

0208 悪性リンパ腫 49,398,059 1.4% 18 364 0.2% 95 56 0.5% 102 882,108 3

0209 白血病 22,220,747 0.6% 45 177 0.1% 106 22 0.2% 113 1,010,034 2

0210 その他の悪性新生物 186,874,443 5.3% 3 4,958 3.2% 31 1,398 11.9% 23 133,673 17

0211 良性新生物及びその他の新生物 38,558,525 1.1% 26 2,450 1.6% 49 1,093 9.3% 30 35,278 56

39,450,103 1.1% 3,656 2.3% 852 7.3% 46,303

0301 貧血 17,900,128 0.5% 50 2,344 1.5% 51 518 4.4% 50 34,556 57

0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 21,549,975 0.6% 47 1,527 1.0% 60 439 3.7% 54 49,089 43

440,678,349 12.5% 46,594 29.9% 4,835 41.2% 91,143

0401 甲状腺障害 15,842,691 0.4% 56 3,517 2.3% 40 885 7.5% 34 17,901 82

0402 糖尿病 186,796,341 5.3% 4 22,714 14.6% 3 3,074 26.2% 4 60,767 39

0403 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 238,039,317 6.7% 1 34,512 22.1% 2 3,426 29.2% 1 69,480 34

177,249,626 5.0% 13,663 8.8% 1,253 10.7% 141,460

0501 血管性及び詳細不明の認知症 4,997,827 0.1% 89 66 0.0% 111 26 0.2% 111 192,224 13

0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 4,182,878 0.1% 90 534 0.3% 87 86 0.7% 95 48,638 44

0503 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 82,965,952 2.3% 11 3,846 2.5% 37 258 2.2% 70 321,573 6

0504 気分［感情］障害（躁うつ病を含む） 59,258,470 1.7% 14 7,144 4.6% 21 559 4.8% 47 106,008 20

0505 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 14,417,354 0.4% 62 5,717 3.7% 27 631 5.4% 42 22,848 74

0506 知的障害＜精神遅滞＞ 2,464,425 0.1% 98 45 0.0% 115 16 0.1% 114 154,027 15

0507 その他の精神及び行動の障害 8,962,720 0.3% 77 846 0.5% 75 128 1.1% 89 70,021 32

164,614,667 4.7% 20,275 13.0% 2,256 19.2% 72,967

0601 パーキンソン病 11,011,239 0.3% 69 516 0.3% 88 46 0.4% 104 239,375 9

0602 アルツハイマー病 16,534,264 0.5% 52 691 0.4% 83 70 0.6% 99 236,204 10

0603 てんかん 26,206,330 0.7% 40 2,475 1.6% 48 240 2.0% 72 109,193 18

0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 15,412,461 0.4% 58 211 0.1% 102 35 0.3% 108 440,356 5

Ⅰ．感染症及び寄生虫症

Ⅱ．新生物

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患

Ⅴ．精神及び行動の障害

Ⅵ．神経系の疾患

②中分類による疾病別医療費統計 



※大分類毎の集計を           表示する。 
※各項目毎に上位10疾病（中分類）を            表示する。 

網掛け

網掛け
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総合計

医療費総計
（円）

レセプト件数 患者数

3,539,244,430 155,840 11,748

順位疾病項目
医療費総計

（円）
構成比 順位 レセプト件数 構成比 順位 患者数 構成比 順位

患者一人
当たりの
医療費
（円）

※ ※ ※

※ ※ ※
（％） （％） （％）

0605 自律神経系の障害 1,481,642 0.0% 105 341 0.2% 96 45 0.4% 105 32,925 62

0606 その他の神経系の疾患 93,968,731 2.7% 9 17,586 11.3% 5 2,031 17.3% 15 46,267 47

147,380,910 4.2% 17,793 11.4% 4,020 34.2% 36,662

0701 結膜炎 18,841,216 0.5% 49 8,994 5.8% 19 2,073 17.6% 13 9,089 105

0702 白内障 38,700,775 1.1% 25 6,361 4.1% 24 1,147 9.8% 29 33,741 59

0703 屈折及び調節の障害 14,426,874 0.4% 61 12,441 8.0% 10 3,129 26.6% 3 4,611 117

0704 その他の眼及び付属器の疾患 75,412,045 2.1% 12 13,404 8.6% 7 2,772 23.6% 8 27,205 66

25,621,914 0.7% 4,753 3.0% 1,247 10.6% 20,547

0801 外耳炎 2,069,869 0.1% 101 1,378 0.9% 64 417 3.5% 56 4,964 115

0802 その他の外耳疾患 1,647,342 0.0% 103 836 0.5% 76 400 3.4% 58 4,118 119

0803 中耳炎 10,573,323 0.3% 70 1,239 0.8% 66 311 2.6% 65 33,998 58

0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患 1,201,392 0.0% 108 721 0.5% 82 180 1.5% 77 6,674 110

0805 メニエール病 3,136,881 0.1% 92 824 0.5% 77 153 1.3% 83 20,502 78

0806 その他の内耳疾患 1,502,519 0.0% 104 306 0.2% 99 111 0.9% 93 13,536 93

0807 その他の耳疾患 5,490,588 0.2% 87 1,392 0.9% 61 420 3.6% 55 13,073 95

590,740,650 16.7% 47,715 30.6% 4,544 38.7% 130,005

0901 高血圧性疾患 176,486,306 5.0% 5 39,199 25.2% 1 3,190 27.2% 2 55,325 40

0902 虚血性心疾患 120,068,398 3.4% 8 9,543 6.1% 17 1,150 9.8% 28 104,407 22

0903 その他の心疾患 123,349,142 3.5% 7 10,303 6.6% 13 1,510 12.9% 21 81,688 28

0904 くも膜下出血 9,358,623 0.3% 75 129 0.1% 108 36 0.3% 106 259,962 7

0905 脳内出血 22,002,413 0.6% 46 378 0.2% 94 129 1.1% 88 170,561 14

0906 脳梗塞 50,533,945 1.4% 16 3,979 2.6% 34 491 4.2% 52 102,920 23

0907 脳動脈硬化 845,294 0.0% 111 334 0.2% 97 148 1.3% 84 5,711 113

0908 その他の脳血管疾患 31,490,060 0.9% 35 1,109 0.7% 68 379 3.2% 60 83,087 26

0909 動脈硬化 16,047,687 0.5% 55 2,491 1.6% 47 482 4.1% 53 33,294 60

0910 痔核 3,053,305 0.1% 94 871 0.6% 73 246 2.1% 71 12,412 99

0911 低血圧 451,767 0.0% 113 140 0.1% 107 26 0.2% 111 17,376 84

0912 その他の循環器系の疾患 37,053,710 1.0% 31 2,912 1.9% 44 514 4.4% 51 72,089 30

212,354,324 6.0% 32,228 20.7% 6,333 53.9% 33,531

1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ 1,231,070 0.0% 107 925 0.6% 71 374 3.2% 61 3,292 120

1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 8,879,852 0.3% 78 4,368 2.8% 33 1,689 14.4% 18 5,257 114

1003 その他の急性上気道感染症 23,347,254 0.7% 44 9,619 6.2% 15 2,894 24.6% 6 8,067 108

1004 肺炎 14,665,427 0.4% 60 986 0.6% 69 401 3.4% 57 36,572 55

1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 11,494,202 0.3% 67 4,835 3.1% 32 1,604 13.7% 19 7,166 109

1006 アレルギー性鼻炎 36,148,413 1.0% 34 11,472 7.4% 11 2,564 21.8% 10 14,098 90

1007 慢性副鼻腔炎 8,368,061 0.2% 81 3,702 2.4% 38 821 7.0% 35 10,193 102

1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 11,624,179 0.3% 66 3,912 2.5% 35 1,351 11.5% 25 8,604 106

1009 慢性閉塞性肺疾患 17,272,769 0.5% 51 2,402 1.5% 50 357 3.0% 62 48,383 45

1010 喘息 36,636,387 1.0% 33 6,668 4.3% 23 1,232 10.5% 27 29,737 64

1011 その他の呼吸器系の疾患 42,686,710 1.2% 20 5,401 3.5% 28 1,908 16.2% 16 22,372 75

250,920,089 7.1% 38,196 24.5% 4,922 41.9% 50,979

1101 う蝕 8,250 0.0% 120 1 0.0% 122 1 0.0% 121 8,250 107

Ⅶ．眼及び付属器の疾患

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患

Ⅸ．循環器系の疾患

Ⅹ．呼吸器系の疾患

ⅩⅠ．消化器系の疾患

※



※大分類毎の集計を           表示する。 
※各項目毎に上位10疾病（中分類）を            表示する。 

網掛け

網掛け
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総合計

医療費総計
（円）

レセプト件数 患者数

3,539,244,430 155,840 11,748

順位疾病項目
医療費総計

（円）
構成比 順位 レセプト件数 構成比 順位 患者数 構成比 順位

患者一人
当たりの
医療費
（円）

※ ※ ※

※ ※ ※
（％） （％） （％）

1102 歯肉炎及び歯周疾患 3,469 0.0% 122 3 0.0% 120 2 0.0% 120 1,735 122

1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 78,694 0.0% 118 58 0.0% 112 29 0.2% 109 2,714 121

1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 41,677,534 1.2% 22 12,921 8.3% 8 1,703 14.5% 17 24,473 72

1105 胃炎及び十二指腸炎 29,492,742 0.8% 38 13,621 8.7% 6 2,337 19.9% 11 12,620 98

1106 アルコール性肝疾患 2,552,039 0.1% 97 201 0.1% 104 47 0.4% 103 54,299 41

1107 慢性肝炎（アルコール性のものを除く） 1,972,818 0.1% 102 810 0.5% 78 113 1.0% 91 17,459 83

1108 肝硬変（アルコール性のものを除く） 3,238,713 0.1% 91 783 0.5% 81 124 1.1% 90 26,119 68

1109 その他の肝疾患 10,381,611 0.3% 71 2,671 1.7% 45 626 5.3% 43 16,584 87

1110 胆石症及び胆のう炎 23,487,421 0.7% 43 873 0.6% 72 283 2.4% 67 82,994 27

1111 膵疾患 6,221,371 0.2% 85 450 0.3% 90 136 1.2% 85 45,745 48

1112 その他の消化器系の疾患 131,805,427 3.7% 6 22,509 14.4% 4 3,048 25.9% 5 43,243 51

74,889,839 2.1% 18,299 11.7% 3,981 33.9% 18,812

1201 皮膚及び皮下組織の感染症 7,565,368 0.2% 84 1,943 1.2% 56 754 6.4% 38 10,034 103

1202 皮膚炎及び湿疹 37,051,715 1.0% 32 12,482 8.0% 9 2,848 24.2% 7 13,010 96

1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 30,272,756 0.9% 37 9,316 6.0% 18 2,260 19.2% 12 13,395 94

323,989,654 9.2% 34,880 22.4% 4,393 37.4% 73,751

1301 炎症性多発性関節障害 50,393,313 1.4% 17 5,338 3.4% 29 762 6.5% 37 66,133 35

1302 関節症 93,741,124 2.6% 10 8,217 5.3% 20 1,068 9.1% 31 87,773 25

1303 脊椎障害（脊椎症を含む） 64,451,605 1.8% 13 9,612 6.2% 16 1,339 11.4% 26 48,134 46

1304 椎間板障害 8,648,646 0.2% 79 1,768 1.1% 57 335 2.9% 64 25,817 69

1305 頚腕症候群 5,630,258 0.2% 86 3,360 2.2% 42 519 4.4% 49 10,848 101

1306 腰痛症及び坐骨神経痛 19,192,214 0.5% 48 9,907 6.4% 14 1,506 12.8% 22 12,744 97

1307 その他の脊柱障害 3,053,903 0.1% 93 1,215 0.8% 67 278 2.4% 68 10,985 100

1308 肩の傷害＜損傷＞ 10,034,183 0.3% 72 3,295 2.1% 43 540 4.6% 48 18,582 81

1309 骨の密度及び構造の障害 31,005,424 0.9% 36 5,733 3.7% 26 701 6.0% 39 44,230 50

1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 37,838,984 1.1% 28 6,898 4.4% 22 1,534 13.1% 20 24,667 70

261,812,454 7.4% 11,339 7.3% 2,203 18.8% 118,844

1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 8,561,602 0.2% 80 1,328 0.9% 65 273 2.3% 69 31,361 63

1402 腎不全 187,393,710 5.3% 2 2,185 1.4% 53 165 1.4% 81 1,135,719 1

1403 尿路結石症 7,835,335 0.2% 83 605 0.4% 85 173 1.5% 78 45,291 49

1404 その他の腎尿路系の疾患 26,187,431 0.7% 41 5,020 3.2% 30 1,064 9.1% 32 24,612 71

1405 前立腺肥大 16,406,444 0.5% 54 2,660 1.7% 46 311 2.6% 65 52,754 42

1406 その他の男性生殖器の疾患 1,242,497 0.0% 106 306 0.2% 99 82 0.7% 97 15,152 89

1407 月経障害及び閉経周辺期障害 2,747,942 0.1% 96 808 0.5% 79 196 1.7% 75 14,020 91

1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 11,437,493 0.3% 68 1,391 0.9% 62 686 5.8% 40 16,673 86

10,248,813 0.3% 254 0.2% 104 0.9% 98,546

1501 流産 578,458 0.0% 112 50 0.0% 113 27 0.2% 110 21,424 76

1502 妊娠高血圧症候群 96,878 0.0% 117 5 0.0% 119 4 0.0% 119 24,220 73

1503 単胎自然分娩 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく 9,573,477 0.3% 74 214 0.1% 101 88 0.7% 94 108,790 19

504,345 0.0% 17 0.0% 12 0.1% 42,029

1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 214,196 0.0% 115 7 0.0% 118 5 0.0% 118 42,839 52

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく

ⅩⅥ．周産期に発生した病態



※大分類毎の集計を           表示する。 
※各項目毎に上位10疾病（中分類）を            表示する。 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※医療費総計…中分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。 
そのため他統計と一致しない。  
※レセプト件数…中分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない（一件のレセプトに複数の疾病があるため）。  
※患者数…中分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない（複数疾病をもつ患者がいるため）。  
※う蝕…「う蝕」等歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。 

網掛け

網掛け
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総合計

医療費総計
（円）

レセプト件数 患者数

3,539,244,430 155,840 11,748

順位疾病項目
医療費総計

（円）
構成比 順位 レセプト件数 構成比 順位 患者数 構成比 順位

患者一人
当たりの
医療費
（円）

※ ※ ※

※ ※ ※
（％） （％） （％）

1602 その他の周産期に発生した病態 290,149 0.0% 114 10 0.0% 117 7 0.1% 116 41,450 53

20,645,986 0.6% 933 0.6% 265 2.3% 77,909

1701 心臓の先天奇形 5,044,831 0.1% 88 93 0.1% 109 36 0.3% 106 140,134 16

1702 その他の先天奇形，変形及び染色体異常 15,601,155 0.4% 57 856 0.5% 74 237 2.0% 73 65,828 36

44,205,232 1.2% 10,487 6.7% 2,613 22.2% 16,917

1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 44,205,232 1.2% 19 10,487 6.7% 12 2,613 22.2% 9 16,917 85

101,059,559 2.9% 7,642 4.9% 2,362 20.1% 42,786

1901 骨折 37,290,545 1.1% 30 1,382 0.9% 63 355 3.0% 63 105,044 21

1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 2,380,235 0.1% 99 93 0.1% 109 58 0.5% 100 41,039 54

1903 熱傷及び腐食 2,143,210 0.1% 100 179 0.1% 105 81 0.7% 98 26,459 67

1904 中毒 1,018,852 0.0% 110 209 0.1% 103 112 1.0% 92 9,097 104

1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 58,226,717 1.6% 15 6,253 4.0% 25 2,057 17.5% 14 28,307 65

12,072,269 0.3% 3,894 2.5% 624 5.3% 19,347

2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 124,221 0.0% 116 15 0.0% 116 6 0.1% 117 20,704 77

2102 予防接種 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

2103 正常妊娠及び産じょく の管理並びに家族計画 1,253 0.0% 123 2 0.0% 121 1 0.0% 121 1,253 123

2104 歯の補てつ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

2105 特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者 4,557 0.0% 121 1 0.0% 122 1 0.0% 121 4,557 118

2106 その他の理由による保健サービスの利用者 11,942,238 0.3% 65 3,876 2.5% 36 617 5.3% 44 19,355 80

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

2210 重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

2220 その他の特殊目的用コード 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

9,321,794 0.3% 568 0.4% 134 1.1% 69,566

9999 分類外 9,321,794 0.3% 76 568 0.4% 86 134 1.1% 86 69,566 33

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード

分類外

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの



(4)脳卒中、心筋梗塞の実態の把握 

 厚生労働省「平成25年人口動態統計月報年計」において死亡率の高い疾病第2位の心疾患、

第4位の脳血管疾患に関して分析を行う。脳卒中においては後遺症が残る恐れがあり、厚生労

働省「平成25年 国民生活基礎調査」において要介護者となった主な原因の第1位となっている。 

 脳卒中・心筋梗塞における疾病毎の医療費、患者数を集計する。生活習慣病から重篤化した

疾患のなかでは、脳梗塞の患者数が多く、次いで心筋梗塞、脳内出血となっている。 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
データ化範囲（分析対象）期間内に「脳卒中」もしくは「心筋梗塞」に関する診療行為がある患者を対象に集計。   
※患者数…一人の患者に複数の傷病名が確認できるため、合計は一致しない。  

47 

脳卒中、心筋梗塞における医療費割合 脳卒中 、心筋梗塞における患者数割合 

疾病分類 医療費(円）
患者数　※

(人）
一人当たり
医療費(円)

脳梗塞　 53,932,943 616 87,553

脳内出血 26,903,960 177 152,000

くも膜下出血　 9,866,462 63 156,611

心筋梗塞　 25,634,305 216 118,677

脳梗塞 , 

46.4%

脳内出血, 

23.1%

くも膜下出

血 , 8.5%

心筋梗塞 , 

22.0%

脳梗塞 , 

57.5%

脳内出血, 

16.5%

くも膜下出

血 , 5.9%

心筋梗塞 , 

20.1%
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糖尿病 高血圧症 脂質異常症 ３因子 ２因子 １因子 基礎疾患なし

359 387 282 162 197 148 109

58.3% 62.8% 45.8% 26.3% 32.0% 24.0% 17.7%

85 98 69 32 59 38 48

48.0% 55.4% 39.0% 18.1% 33.3% 21.5% 27.1%

32 30 25 10 21 15 17

50.8% 47.6% 39.7% 15.9% 33.3% 23.8% 27.0%

152 164 134 90 72 36 18

70.4% 75.9% 62.0% 41.7% 33.3% 16.7% 8.3%

患者数 ※
（人）

基礎疾患　(上段：人、下段：％） 基礎疾患因子数　　(上段：人、下段：％）

脳梗塞 616

疾病分類

216

177

63

心筋梗塞

くも膜下出血

脳内出血

基礎疾患による因子別集計 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※患者数…一人の患者に複数の傷病名が確認できるため、合計は一致しない。「患者数」は実人数。 
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データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
データ化範囲（分析対象）…健康診査データは平成26年4月～平成27年3月健診分(12カ月分)。 
※患者数…該当傷病名で投薬のある患者のみ集計する。 
※医療費…データ化範囲内における該当患者の医療費全体。生活習慣病に関する医療費に限らない。 

生活習慣病患者のうち健診受診者の罹患状況と医療費 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
データ化範囲（分析対象）…健康診査データは平成26年4月～平成27年3月健診分(12カ月分)。 
※患者数…該当傷病名で投薬のある患者のみ集計する。 
※医療費…データ化範囲内における該当患者の医療費全体。生活習慣病に関する医療費に限らない。 

生活習慣病患者のうち健診未受診者の罹患状況と医療費 
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(5)生活習慣病患者の健康診査受診状況別罹患状況と医療費 

●生活習慣病患者のうち健診未受診者の 
罹患状況と医療費 

●生活習慣病患者のうち健診受診者の 
罹患状況と医療費 

罹患状況
（投薬のある患者）

患者数（人）　※
医療費（円）　※ 医療費合計

（円）

 合計 227 74,668,240

231,248,020

 糖尿病・脂質異常症 130 38,989,100 55,822,180 94,811,280

 糖尿病 108 47,892,510

一人当たり
医療費（円）入院 入院外

３疾病併存患者

1,384,719

140,488,780 215,157,020 947,828

２疾病併存患者

 糖尿病・高血圧症 167 44,510,020 186,738,000

729,318

 高血圧症・脂質異常症 470 78,623,270 179,505,200 258,128,470 549,210

 合計 767 162,122,390 422,065,380 584,187,770 761,653

１疾病患者

42,442,420 90,334,930 836,435

 高血圧症 663 122,420,500 254,140,990 376,561,490 567,966

 合計 1,049 216,516,980 372,813,180 589,330,160 561,802

 脂質異常症 278 46,203,970 76,229,770 122,433,740 440,409

患者数：人

糖尿病合計

糖尿病 632
高血圧症合計

1,527
脂質異常症合計

1,105

高血圧症 　脂質異常症

健診未受診者の生活習慣病罹患状況

108

167 130

663 470 278

227

罹患状況
（投薬のある患者）

患者数（人）　※
医療費（円）　※ 医療費合計

（円）

 合計 90 12,370,190

25,255,980

 糖尿病・脂質異常症 48 8,156,600 16,966,940 25,123,540

 糖尿病 45 13,704,990

一人当たり
医療費（円）入院 入院外

３疾病併存患者

388,554

38,049,510 50,419,700 560,219

２疾病併存患者

 糖尿病・高血圧症 65 5,872,850 19,383,130

523,407

 高血圧症・脂質異常症 374 34,317,400 101,327,470 135,644,870 362,687

 合計 487 48,346,850 137,677,540 186,024,390 381,980

１疾病患者

14,151,470 27,856,460 619,032

 高血圧症 479 54,481,100 112,219,910 166,701,010 348,019

 合計 865 84,822,280 189,904,970 274,727,250 317,604

 脂質異常症 341 16,636,190 63,533,590 80,169,780 235,102

患者数：人

糖尿病合計

糖尿病 248
高血圧症合計

1,008
脂質異常症合計

853

高血圧症 　脂質異常症

健診受診者の生活習慣病罹患状況

45

65 48

479 374 341

90



対象レセプト期間内で「透析」に関する診療行為が行われている患者数 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象
診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
データ化範囲（分析対象）期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」
の診療行為がある患者を対象に集計。 
現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。緊急透
析と思われる患者は除く。 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  
データ化範囲（分析対象）期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。  
現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。緊急透析と思われる患者は除く。  
※割合…小数第2位で四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。  
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29

6

4

39

透析療法の種類
透析患者数

（人）

血液透析のみ

腹膜透析のみ

血液透析及び腹膜透析

透析患者合計

糖尿病性腎症

Ⅱ型糖尿病

14 

56.0%

糸球体腎炎

IgA腎症

2 

8.0%

糸球体腎炎

その他

8 

32.0%

腎硬化症

本態性高血圧

1 

4.0%

生活習慣を

起因とする疾病

15

60.0%

単位：人単位：人単位：人

 平成26年4月～平成27年3月診療分の12ヶ月分のレセプトで、人工透析患者の分析を行う。 

「透析」は傷病名ではないため、「透析」にあたる診療行為が行われている患者を特定し集計すると

患者数は39人となった。 

 分析の結果、起因が明らかとなった患者25人の内、15人（60%）が生活習慣病を起因とするもので

あり、その14人（56%）が糖尿病を起因として透析となる、糖尿病性腎症であることが分かった。 

① 糖尿病性腎症　Ⅰ型糖尿病 0 0.0%

② 糖尿病性腎症　Ⅱ型糖尿病 14 56.0%

③ 糸球体腎炎　IgA腎症 2 8.0%

④ 糸球体腎炎　その他 8 32.0%

⑤ 腎硬化症　本態性高血圧 1 4.0%

⑥ 腎硬化症　その他 0 0.0%

⑦ 痛風腎 0 0.0%

⑧ 不明 14

39

- -

透析に至った起因
透析患者数

（人）

割合　※

（％）

生活習慣を

起因とする疾病

食事療法等指導することで

重症化を遅延できる

可能性が高い疾病

● ●

- -

- ●

● ●

- -

● ●

- -

透析患者合計

※

透析患者の起因 

(6)人工透析患者の実態の把握 



(7)医療機関受診状況の把握 

重複受診者数 

頻回受診者数 

 重複受診者と頻回受診者を合わせた医療機関の受診行動に問題のある被保険者が２４７人、重

複服薬者と薬剤併用禁忌対象者を合わせた服薬状況に問題のある被保険者が６４８人確認できた。 

  

薬剤併用禁忌は、薬剤の相互作用による効果の増強または減弱、副作用などを生じさせ、時に患

者に重大な影響を与える可能性がある。通常、薬剤師がお薬手帳等で薬剤の相互作用等を確認

するが、患者がお薬手帳を持たず、同時期に異なる調剤薬局を利用した場合、すでに処方された

薬と新たに処方される薬とで併用禁忌の状態になる可能性がある。 

  

また、医療機関への過度な受診の可能性がある、重複、頻回受診者数を以下に示す。同一薬効

の医薬品を重複して処方されている重複服薬者数、併用禁忌とされる医薬品を処方されている薬

剤併用禁忌対象者数を以下に示す。 
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データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※重複受診者数…1カ月間に同系の疾病を理由に、3医療機関以上受診している人を対象とする。透析中、治療行為を行っていないレセプトは 
対象外とする。  

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※頻回受診者数…1カ月間に12回以上受診している患者を対象とする。透析患者は対象外とする。  

平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月

重複受診者数（人） 8 9 6 2 5 10 11 10 6 7 9 11

66 9412カ月間の延べ人数12カ月間の実人数

※

平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月

頻回受診者数（人） 52 64 53 59 35 52 60 41 40 33 46 49

181 58412カ月間の実人数 12カ月間の延べ人数

※
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重複服薬者数 

薬剤併用禁忌対象者数 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※重複服薬者数…1カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関で処方され、同系医薬品の日数合計が60日を超える患者を対象とする。  

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※薬剤併用禁忌対象者…1カ月間に併用禁忌とされる薬剤を処方された人を対象とする。 

平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月

重複服薬者数（人） 7 40 39 30 32 34 30 26 34 30 30 36

200 36812カ月間の延べ人数12カ月間の実人数

※※

平成26年4月 平成26年5月 平成26年6月 平成26年7月 平成26年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成26年11月 平成26年12月 平成27年1月 平成27年2月 平成27年3月

薬剤併用禁忌対象者数（人）　※ 43 41 29 30 26 37 55 50 76 76 44 62

448 56912カ月間の延べ人数12カ月間の実人数



実人数（人）

件数合計(件)

薬剤併用禁忌使用実例

No.
相互作用
区分名

（Ａ）
剤型名

（Ａ）
医薬品
コード

（Ａ）
医薬品名

（Ｂ）
剤型名

（Ｂ）
医薬品
コード

（Ｂ）
医薬品名

件数

1 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 621829601 アドエア２５０ディスカス６０吸入用　６０ブリスター 2

2 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 621903202 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回　０．０１４３％５ｍＬ 1

3 併用禁忌 内服 620000033 カロナール錠３００　３００ｍｇ 内服 620161401 ピーエイ配合錠 121

4 併用禁忌 内服 620161401 ピーエイ配合錠 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 6

5 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 92

6 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 620161401 ピーエイ配合錠 88

7 併用禁忌 内服 620000031 カルジール錠２００　２００ｍｇ 内服 620161401 ピーエイ配合錠 1

8 併用禁忌 内服 620002038 コカール錠２００ｍｇ 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 1

9 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 621558101 ＳＧ配合顆粒 5

10 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 660421117 ホクナリンテープ２ｍｇ 8

11 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 621950701 シムビコートタービュヘイラー３０吸入 21

12 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 620004234 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 17

13 併用禁忌 内服 620161401 ピーエイ配合錠 内服 622081101 トラムセット配合錠 2

14 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 620158001 ベゲタミン－Ａ配合錠 12

15 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610453151 レボトミン錠２５ｍｇ 5

16 併用禁忌 内服 611170691 バルネチール錠５０　５０ｍｇ 内服 620158001 ベゲタミン－Ａ配合錠 6

17 併用禁忌 内服 611170691 バルネチール錠５０　５０ｍｇ 内服 610453151 レボトミン錠２５ｍｇ 5

18 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610453150 レボトミン錠５ｍｇ 3

19 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 620158101 ベゲタミン－Ｂ配合錠 9

20 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610409341 リスパダール錠２ｍｇ 9

21 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610453103 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 1

22 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610462014 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ　０．１％ 1

23 併用禁忌 内服 611170692 バルネチール錠１００　１００ｍｇ 内服 610409340 リスパダール錠１ｍｇ 1

24 併用禁忌 内服 620000033 カロナール錠３００　３００ｍｇ 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 22

25 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 620160301 ペレックス配合顆粒 4

26 併用禁忌 内服 620000033 カロナール錠３００　３００ｍｇ 内服 622081101 トラムセット配合錠 15

27 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 620160601 サラザック配合顆粒 6

28 併用禁忌 内服 620002023 カロナール錠２００　２００ｍｇ 内服 622081101 トラムセット配合錠 8

29 併用禁忌 内服 622081101 トラムセット配合錠 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 2

30 併用禁忌 外用 622096401 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 外用 620004234 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 4

31 併用禁忌 内服 620000008 アニルーメ錠２００ｍｇ 内服 621498101 カフコデＮ配合錠 1

32 併用禁忌 内服 620000008 アニルーメ錠２００ｍｇ 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 14

33 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 660421116 ホクナリンテープ１ｍｇ 9

34 併用禁忌 内服 620005364 エフピーＯＤ錠２．５　２．５ｍｇ 内服 620003481 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 10

35 併用禁忌 内服 620002634 アセトアミノフェン錠２００「タツミ」　２００ｍｇ 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 3

36 併用禁忌 内服 621662301 ツルバダ配合錠 内服 621657001 エプジコム配合錠 1

37 併用禁忌 内服 620005364 エフピーＯＤ錠２．５　２．５ｍｇ 内服 622069502 レクサプロ錠１０ｍｇ 2

38 併用禁忌 内服 620000008 アニルーメ錠２００ｍｇ 内服 620161401 ピーエイ配合錠 7

39 併用禁忌 内服 620160301 ペレックス配合顆粒 内服 620160501 ＰＬ配合顆粒 1

40 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 621950801 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 14

41 併用禁忌 外用 660433071 ベロテックエロゾル１００　２０ｍｇ１０ｍＬ 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 1

42 併用禁忌 内服 621498101 カフコデＮ配合錠 内服 620161401 ピーエイ配合錠 6

43 併用禁忌 内服 620001908 グルファスト錠１０ｍｇ 内服 622013501 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 3

44 併用禁忌 内服 610432027 スターシス錠９０ｍｇ 内服 622001701 グリメピリド錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 2

45 併用禁忌 外用 620518102 ボスミン外用液０．１％ 外用 621781501 アドエア２５０ディスカス２８吸入用　２８ブリスター 2

46 併用禁忌 内服 622028201 インヴェガ錠３ｍｇ 内服 610462014 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ　０．１％ 2

47 併用禁忌 内服 622028301 インヴェガ錠６ｍｇ 内服 610462014 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ　０．１％ 1

48 併用禁忌 内服 620160801 トーワチーム配合顆粒 内服 620161401 ピーエイ配合錠 1

49 併用禁忌 内服 610462009 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 内服 620000420 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 2

50 併用禁忌 内服 620006771 アマージ錠２．５ｍｇ 内服 620000420 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 1

448

688

 12カ月間で薬剤併用禁忌が発生していた件数は688件、448人であった。主な併用禁忌の組

み合わせを以下に示す。 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。 
※リストは50件以下省略 
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(8)薬剤併用禁忌の組み合わせの特定 



 ジェネリック医薬品の普及状況を以下に示す。 

(9)ジェネリック医薬品の普及状況 
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データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成26年4月～平成27年3月診療分(12カ月分)。  

ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） 

23.6% 23.1%
25.2% 25.0%

23.5% 24.5%
26.0% 26.9% 27.3% 25.4% 26.5% 27.7%

45.6% 45.3%

45.4%
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ジェネリック医薬品

普及率（％）
薬剤数量

先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬品が存在する数量 先発品薬剤数量のうちジェネリック医薬品が存在しない数量

ジェネリック医薬品薬剤数量 旧指標 ジェネリック医薬品普及率（数量）

新指標 ジェネリック医薬品普及率（数量） 線形 (旧指標 ジェネリック医薬品普及率（数量）)

線形 (新指標 ジェネリック医薬品普及率（数量）)

  レセプトが発生している患者毎の薬剤処方状況を以下に示す。患者数は6,059人（入院レセプト

のみの患者は除く）で、このうちひとつでもジェネリック医薬品に切り替え可能な先発医薬品を含む処

方をされている患者は4,012人で患者全体の66.2%を占める。さらにがん・精神疾患・短期処方のみを

処方されている患者を除くと、2,944人となり全体の48.6%となる。これらの対象者にジェネリック医薬品

差額通知等の情報提供を行い、ジェネリック医薬品の使用を促すことで、医療費削減を目指す。 

ジェネリック医薬品への切替ポテンシャル（患者数ベース） 

データ化範囲（分析対象）…医科、調剤の電子レセプトのみ。対象診療年月は平成27年3月診療分(1カ月分)。  
※通知対象薬剤を含む処方をされている患者…ジェネリック医薬品が存在しても癌・精神疾患・短期処方のものは含まない 
※構成比…小数第2位で四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。 

すべてジェネリック

医薬品が処方

されている患者

434 

7.2%

通知対象薬剤を

含む処方をされて

いる患者 ※

2,944 

48.6%

通知対象外薬剤のみ

処方されている患者

1,068 

17.6%

すべて切替不可能な

先発品を処方されて

いる患者

1,152 

19.0%

医薬品処方

なしの患者

461 

7.6%

ひとつでも切替

可能な先発品を

含む処方を

されている患者

4,012 

66.2%

単位：人



(1)分析結果と課題及びその対策 

1．分析結果と課題及び対策の設定 
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基本分析と課題 対 策 

健診 

・特定健診受診率36.4％（H26法定報告）、特定健診リピート率
73.1％（H26）、新規受診率19.6％（H26）となっており特定健診受
診率は、少しずつ増加傾向にあるが、県平均を下回っている。 

 
・特定健診受診率を年齢構成別に見ると、40歳～50歳代の受診率

が低く、中でも男性の受診率が低い。 
 
・特定保健指導対象者の割合は他保険者よりも高いものの服薬等

の理由から、対象外となることが多い。 
 
・特定保健指導実施率は、Ｈ23から県平均を下回っている。 

・特定健診受診率の向上には、特定
健診に関する周知及び啓発が不可
欠であり、未受診者への勧奨や、治
療中患者の情報提供の取り組みを
行う。 

 
・特定保健指導実施率の向上や、健

診を受診しているが異常値を放置
している者への受診勧奨を行う。 

医療費 

・高齢になるにつれ医療費は高額化する傾向にあり、その中で医療
費が高い疾患の上位を、循環器系の疾患、新生物、内分泌・栄養
及び代謝疾患が占めている。年齢階層別では、特に70歳以上の
第３位となっている筋骨格系及び結合組織の疾患は、主に女性に
多くかかっている医療費で、入院医療でも上位となっている。 

 
・H26の入院外の医療費を見ると、内分泌、栄養及び代謝疾患が最

も多く、循環器系疾患、新生物、腎尿路生殖器疾患と続き、入院
の医療費を見ると、新生物が最も多く、循環器系疾患、筋骨格系
及び結合組織の疾患と続く。 

 
・生活習慣を改善すれば進行を食い止めることが可能であるにもか

かわらず、医療費が高額な疾病、あるいは患者数の多い疾病や、
一人当たりの医療費が高額な疾病の中で、生活習慣病が上位に
上がっている。 

・脳梗塞等の重篤な疾患の発症予防、
また生活習慣病の重症化予防のた
め、異常値を放置している者への
受診勧奨と継続受診の働きかけを
行う。 

介護 

・介護認定率17.9％（H26）、県は19.7％、国は20.0％となっており、
県や国の認定率を下回っている。 

 
・介護認定者の有病状況では、心臓病が最も多く、高血圧症、筋・

骨格、精神、脂質異常症の順となっており、認定者一人当たり2.7
種類の疾病を併発している。 

・介護認定者は複数の生活習慣病有
していることから、脳梗塞等の重篤
な疾患の発症予防や、生活習慣病
の重症化予防のため、異常値を放
置している者への受診勧奨と継続
受診の働きかけを行う。 

全体 

・H26の特定健診に関する質問票データについて、三大生活習慣
病の服薬率を見ると、高血圧症35.6％、糖尿病7.4％、脂質異常
症27.1％となっており、全て県平均を上回っている。 

 
・厚生労働省が目標とするジェネリック医薬品普及率はH29年度末

の数量ベース（新基準）で60％以上となっているが、現在ジェネ
リック医薬品普及率は47.4％である。 

 
・重複受診者、頻回受診者、重複服薬者が多数存在する。 
 
・多数の薬剤併用禁忌対象者が存在する。薬剤の相互作用から、

効果が過剰に増大又は減退する可能性があり、さらに副作用によ
り患者に重大な影響を与える可能性がある。 

・ジェネリック医薬品に切り替え可能
な先発医薬品を服薬している患者
に対し、切り替えを促す。 

 
・重複受診者、頻回受診者、重複服

薬者を特定し、適正な受診行動を
促す。 

 
・薬剤併用禁忌については、おくすり

手帳の利用促進を、薬剤師会と連
携して行う。 

  Ⅳ．健康課題と目的・目標 
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(2)既存の関連事業の整理 

ポピュレーション 

（生活習慣） 

健診受診 

促進 

保健指導 

（特定・それ以外） 

早期受診・重症化予防 

早期受診 重症化予防 

目的・目標 

・市民の生活習慣
病の予防、生活習
慣の改善 

・健診受診者自身
による健診結果の
自己管理 

・疾病の予防・
早期発見 

 

・特定健診受
診率の向上 

要指導者が健診結果
を振り返り、生活習慣
を見直し、改善のため
の行動をとる 

 

 

未治療者の早期
受診 

 

 

透析予防 

対象 

（状態像・人数） 

 

 

特定健診受診者 

 
40～74歳の 

国保被保険者 

①健診の結果、保健
指導の対象と判断され
た人 

②生活習慣病相談の
利用を希望した人 

 

健診結果が受診
勧奨域にあり、３疾
患の服薬がない人 

 

健診結果（eGFR、
尿タンパク）が受診
勧奨域にある人 

方法 

 

健診受診者へ情報
提供用のリーフレッ
ト配布 

 

未受診者に対
するはがき勧
奨・電話勧奨 

 

①特定保健指導 

②市の生活習慣病相
談 

・受診勧奨通知お
よびアンケートの
送付 

・訪問による聞き取
り・指導 

受診勧奨通知およ
びアンケートの送
付 

（訪問による聞き取
り・指導） 

実施体制 
 

委託医療機関 

 

保険年金課 

①委託業者 

②保健師、 

    管理栄養士 

保健師 

 

管理栄養士 

保健師 

 

管理栄養士 

事業評価 

 

受診率 

 

受診率 

・健診データの変化 

・メタボ該当者・予備軍
の減少率 

・保健指導終了率 

・アンケートによる
受診状況の確認 

・訪問者（重症者）
はレセプトの確認 

・健診結果 

・アンケートによる
受診状況の確認、
レセプト確認 

課題 
特定健診・特定保健指導の実施率の向上を行っているが、依然受診率が低い状況である。 

治療中だが病状のコントロール不良の者が多い。しかし、医療機関と十分に連携ができていない。 

(3)目的・目標の設定 

目   的 

・ 
・各自が、自分の健康課題を正しく理解し、生活習慣の見直しや健康づくりに取り組み、健康で暮らすことができる。 
 
・これにより、生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費を抑制する。 

目   標 

・ 

・特定健診については、自分の健康状態を把握し、生活習慣病を予防することの大切さを認識していただくために未受診者勧
奨を行い、受診率を向上させ被保険者の健康状態を把握する。 
 

・脳梗塞等の重篤な疾患の発症予防、また生活習慣病の重症化予防のため、異常値を放置している者への受診勧奨と継続受
診の働きかけを行う。 
 

・頻回受診者・重複受診者及び重複服薬者に対する指導や、ジェネリック医薬品の普及及び薬剤併用禁忌の防止などに取り組
み、医療費の適正化を推進する。 



データヘルス計画においては、期間を3カ年として事業計画を策定する。 
各事業を実施する目的と概要を以下のとおり定める。 

2．実施事業の目的と概要 
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(1)保険事業の目的・目標及び実施計画 

  事業名 事業の目的及び概要 
平成28 
年度 

平成29 
年度 

特
定
健
診
受
診
率

向
上
対
策 

特定健康診査 
生活習慣病の発症予防、早期発見を目的とし、対象者自
身の健康管理に対する意識を高める。 

実施 実施 

特定健診未受診者対策 
特定健診受診率向上を目的に、未受診者に勧奨はがきの
通知、在宅保健師が未受診者に電話で受診勧奨を行う。 

実施 実施 

特
定
保
健
指
導 

利
用
率
向
上
対
策 

特定保健指導 
対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に自
主的・継続的に取り組み、次年度以降の健診データ等の
改善を目指す。 

実施 実施 

特定保健指導の利用勧奨 
特定保健指導の利用率向上を目的に、対象者に対し、電
話等による利用勧奨を行う。 

実施 実施 

生
活
習
慣
病
早
期
発
見 

・
重
症
化
予
防
対
策 

結果返しの際の情報提供 
医療機関での結果返しの際に医師から健康に役立つ情報
提供を行い、健診受診者が自らの健康状態を理解する。 

実施 実施 

健診異常値放置者への 
受診勧奨通知 

健診異常値放置者が適切に医療機関を受診することによ
り、重篤な合併症（心筋梗塞・脳血管疾患・透析）の発
症や生活の質の低下を防ぐ。 

実施 実施 

健診異常値放置者への 
訪問指導 

健診異常値放置者の中でも特に受診を勧める者が医療機
関を受診することにより、重篤な合併症（神経障害・網
膜症・腎機能障害）の発症や生活の質の低下を防ぐ。 

実施 実施 

適
正
受
診
対
策 

適
正
医
療
費
対
策 

薬剤併用禁忌防止 
複数の医療機関又は調剤薬局で処方された薬剤の併用禁
忌発生を防止するために、薬剤師会と連携し、お薬手帳
等の周知を行う。 

実施 実施 

重複頻回受診者に対する 
受診行動適正化 

医療費の適正化を目的に、対象者を訪問し、適正な医療
受診の指導を行う。 

実施 実施 

ジェネリック医薬品利用勧奨 

ジェネリック医薬品の使用促進による医療費抑制を目的
に、切り替えた場合の自己負担軽減額の通知を行う。薬
剤師会と連携し、調剤薬局受付においてジェネリック医
薬品の使用促進の協力依頼を行う。 

実施 実施 

そ
の
他 

人間ドック・脳ドック助成 
生活習慣病の発症予防、早期発見をするとともに、健康
管理の意識を高めることを目的に、検診費用の一部を助
成する。 

実施 実施 

節目歯科検診 
歯周病は、糖尿病等の疾患とも関係することから、予防
をを行い対象者の健康保持増進を推進する。 

実施 実施 

  

生活習慣病相談 
対象者が自らの健康状態を正しく理解し、生活習慣の見
直しを行う。 
栄養相談・禁煙相談 

実施 実施 

0952
テキストボックス
2
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アウトプット 

（実施内容） 

アウトカム 

（事業の成果） 

事業名 内容 対象 実施体制 現状 目標 

特定健康診査 

実施期間 

6月1日～10月31日（12月31日延
長有） 

個別健診の実施 

治療中患者情報提供 

40歳～74歳までの 

被保険者 

国保 

主管課 

受診率 

36.4％ 

受診率 

60％ 

特定健診未受診者 

対策 

勧奨はがき実施期間 9月中旬 

電話勧奨実施期間 

9月～10月 

（電話勧奨は国保連合会に事業
委託） 

40歳～74歳までの 

被保険者 

国保 

主管課 

受診率 

26.3％ 

受診率 

30％ 

特定保健指導 

集団保健指導 

（直営） 

個別保健指導 

（事業所委託・医療機関委託） 

特定保健指導対象者 

（健診結果の階層分けに

より動機付け支援、積極

的支援と区分された対象

者） 

保健衛生 

主管課 

終了率 

19.2％ 

実施率 

60％ 

特定保健指導の 

利用勧奨 

電話による利用勧奨 

（事業所委託） 

特定保健指導対象者のう

ち、利用意向が確認でき

ない対象者 

保健衛生 

主管課 

利用勧奨者 

303人 

特定保健指導実施率 

60％ 

結果返しの際の 

情報提供 

医療機関での結果返しの際に医
師から健康に役立つ情報提供と
共にリーフレットの配布を行う 

特定健診受診者全員 
保健衛生 

主管課 
健診受診者へ配布 － 

健診異常値放置者へ

の受診勧奨通知 

通知による受診勧奨 

（事業所委託） 

健診結果が受診勧奨域に

あり受診していない者 

国保 

主幹課 

保健衛生 

主幹課 

受診勧奨判定値を
超えた者の割合 

血圧判定 

20.8％ 

脂質判定 

34.3％ 

血糖判定 

3.2％ 

受診勧奨判定値を超

えた者の減少 

健診異常値放置者へ

の訪問指導 
訪問による受診勧奨 

健診結果が受診勧奨域に

あり特に受診を強く勧め

る者 

保健衛生 

主管課 

薬剤併用禁忌防止 

薬剤師会との連携 

（薬剤師会へ情報提供調剤薬局
窓口でのお薬手帳の周知の依頼
等） 

調剤レセプト対象者 

国保被保険者 

国保 

主管課 
－ 併用禁忌減少 

重複頻回受診者に 

対する受診行動 

適正化 

レセプトによる対象者の 

実態把握 

対象者への保健指導 

受診行動適正化の確認 

（事業所委託） 

レセプトデータより重複

頻回受診対象者を抽出 

国保 

主管課 
－ 重複頻回受診減少 

ジェネリック 

医薬品利用勧奨 

年2回通知 

4月調剤分 

8月調剤分 

薬剤師会との連携（調剤薬局窓
口で、ジェネリック医薬品への
切り替え案内依頼） 

調剤レセプト対象者 

国保被保険者 

国保 

主管課 

H26.8 

48.2％ 

H27.1 

49.4％ 

使用割合 

（数量ベース） 

60％ 

人間ドック・ 

脳ドック助成 

実施期間 

4月1日～3月31日 

（検診費用の1/2、上限2万円） 

生活習慣病の早期発見 

40歳～74歳までの国保

被保険者 

国保 

主管課 
187人 

助成金交付者数 

250人 

節目歯科検診 

実施期間 

5月1日～3月31日 

検診案内通知 

30歳～60歳までの10歳

ごとの国保被保険者 

国保 

主管課 

受診率 

6.3％ 

受診率 

10％ 

生活習慣病相談 

第1・3月曜日実施 

（対象者と調整して実施） 

保健師・管理栄養士による個別
面接相談 

全市民 
保健衛生 

主管課 
－ － 

(2)保険事業のアウトプット・アウトカム 



  特定健康診査及び特定保健指導に関わる個人情報については、「個人情報の保護に関する

法律」「国民健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」「栗東市

個人情報保護条例」「栗東市個人情報保護条例施行規則」「 栗東市情報セキュリティーポリ

シー」に基づき管理する。 

 また、特定健康診査及び特定保健指導にかかわる業務を外部に委託する際も同様に取り扱わ

れるよう委託契約書に定める。 

  Ⅴ．その他 

  1．データヘルス計画の公表・周知 

  2．事業運営上の留意事項 

  3．個人情報の保護 

(1)各種検（健）診等の連携 

  特定健診の実施に当たっては、健康増進法及び介護保険法に基づき実施する検(健)診等

についても可能な 限り連携して実施する。 

(2)健康づくり事業との連携 

  特定健康診査・特定保健指導は、被保険者のうち40歳から74歳までの方が対象になるが、

生活習慣病予防のためには、40歳より若い世代へ働きかけ、生活習慣病のリスクの周知や

日々の生活スタイルを見直していくことが重要になる。そのためには、関係部署が実施する保

健事業とも連携しながら、生活習慣病予防を推進していく必要がある。 

  本計画は、広報、ホームページ等で公表するとともに、本実施計画の周知・啓発を図り、特定

健康診査及び特定保健指導の実績（個人情報に関する部分を除く）、目標の達成状況等の公表

に努め、本計画の円滑な実施、目標達成等について広く意見を求めるものとする。 

保険者様入力 
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  4．データヘルス計画の評価及び見直し 

 計画期間の最終年度（平成29年度）に、本計画に掲げた目的・目標の達成状況及び事業の実

施状況に関する調査及びデータ分析を行い、実績に関する評価を行う。 

 この結果は、計画（目標の設定、取り組むべき事業等）の内容の見直しに活用し、次期計画の

参考とする。 

 また、計画期間中においても、目標の達成状況や事業の実施状況の変化等により、計画の見

直しが必要になった場合には、必要に応じて柔軟に対応する。   
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【参考資料】121分類における主な疾病 

コード 121分類名

Ⅰ．感染症及び寄生虫症

101 腸管感染症 胃腸炎 ノロウイルス性胃腸炎 大腸炎 

102 結核 結核 肺結核 腎結核 

103 主として性的伝播様式をとる感染症 淋病 梅毒 クラミジア尿道炎 

104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス肝炎 口角ヘルペス 手足口病 帯状疱疹 

105 ウィルス肝炎 Ｂ型肝炎 Ｃ型肝炎 急性ウイルス性肝炎 

106 その他のウィルス疾患 おたふくかぜ 流行性結膜炎 後天性免疫不全症候群 

107 真菌症 真菌症 カンジダ症 足爪白癬 

108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 肺結核後遺症 陳旧性肺結核 ヘルペス脳炎後遺症 

109 その他の感染症及び寄生虫症 百日咳 破傷風 マイコプラズマ感染症 

Ⅱ．新生物

201 胃の悪性新生物 胃癌 胃重複癌 胃進行癌 

202 結腸の悪性新生物 結腸癌 大腸癌 盲腸癌 

203 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 直腸癌 直腸カルチノイド 直腸Ｓ状部結腸癌 

204 肝及び管内胆管の悪性新生物 肝癌 肝細胞癌 肝内胆管癌 

205 気管，気管支及び肺の悪性新生物 肺癌 肺肉腫 小細胞肺癌 

206 乳房の悪性新生物 乳癌 乳癌再発 炎症性乳癌 

207 子宮の悪性新生物 子宮癌 子宮肉腫 子宮頚癌 

208 悪性リンパ腫 悪性リンパ腫 リンパ腫 脳悪性リンパ腫 

209 白血病 白血病 骨髄性白血病 急性リンパ性白血病 

210 その他の悪性新生物 前立腺癌 甲状腺癌 皮膚癌 

211 良性新生物及びその他の新生物 胃腫瘍 肺腫瘍 リンパ節腫瘍 

Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

301 貧血 貧血 鉄欠乏性貧血 出血性貧血 

302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 血友病 免疫不全 血液凝固異常 

Ⅳ．内分泌，栄養及び代謝疾患

401 甲状腺障害 甲状腺疾患 甲状腺腫 バセドウ病 

402 糖尿病 糖尿病 糖尿病網膜症 糖尿病性腎症 

403 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 脂質異常症 高コレステロール血症 肥満症 

Ⅴ．精神及び行動の障害

501 血管性及び詳細不明の認知症 認知症 老年精神病 老年期うつ病 

502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 急性アルコール中毒 アルコール依存症 向精神薬副作用 

503 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 統合失調症 精神病 被害妄想 

504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) うつ病 躁状態 仮面うつ病 

505 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 パニック障害 精神神経症 不安症 

506 知的障害<精神遅滞> 知的障害 精神遅滞 重度知的障害 

507 その他の精神及び行動の障害 拒食症 自閉症 性同一性障害 

Ⅵ．神経系の疾患

601 パーキンソン病 パーキンソン病 パーキンソン症候群 パーキンソン病Ｙａｈｒ３ 

602 アルツハイマー病 アルツハイマー病 アルツハイマー型認知症 アルツハイマー型老年認知症 

603 てんかん てんかん 難治性てんかん てんかん小発作 

主な疾病
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604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 脳性麻痺 運動麻痺 四肢麻痺 

605 自律神経系の障害 自律神経症 自律神経失調症 自律神経障害 

606 その他の神経系の疾患 不眠症 片頭痛 睡眠時無呼吸症候群 

Ⅶ．眼及び付属器の疾患

701 結膜炎 結膜炎 急性結膜炎 アレルギー性結膜炎 

702 白内障 白内障 若年性白内障 外傷性白内障 

703 屈折及び調節の障害 近視 遠視 乱視 

704 その他の眼及び付属器の疾患 網膜症 緑内障 角膜炎 

Ⅷ．耳及び乳様突起の疾患

801 外耳炎 外耳炎 急性外耳炎 外耳道膿瘍 

802 その他の外耳疾患 耳垢栓塞 複雑耳垢 耳瘻孔 

803 中耳炎 中耳炎 急性中耳炎 化膿性中耳炎 

804 その他の中耳炎及び乳様突起の疾患 耳管炎 鼓膜炎 鼓室炎 

805 メニエール病 メニエール病 メニエル病 仮性メニエール病 

806 その他の内耳疾患 めまい症候群 内耳炎 平衡異常 

807 その他の耳疾患 聴覚障害 聴覚過敏 突発性難聴 

Ⅸ．循環器系の疾患

901 高血圧性疾患 高血圧症 本態性高血圧症 境界型高血圧症 

902 虚血性心疾患 心筋梗塞 狭心症 冠状動脈瘤 

903 その他の心疾患 心筋症 心不全 不整脈 

904 くも膜下出血 くも膜下出血 くも膜下出血後遺症 脳動脈瘤破裂 

905 脳内出血 脳出血 高血圧性脳内出血 脳室内出血 

906 脳梗塞 脳梗塞 出血性脳梗塞 血栓性脳梗塞 

907 脳動脈硬化（症） 頚動脈硬化症 脳動脈硬化症 　 

908 その他の脳血管疾患 脳卒中 脳動脈瘤 脳血栓症 

909 動脈硬化（症） 動脈硬化症 動脈硬化性網膜症 大動脈硬化症 

910 痔核 痔核 内痔核 血栓性痔核 

911 低血圧（症） 低血圧症 本態性低血圧症 起立性眩暈 

912 その他の循環器系の疾患 動脈瘤 肺梗塞 動脈狭窄 

Ⅹ．呼吸器系の疾患

1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞ かぜ 急性鼻炎 感染性鼻炎 

1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 扁桃炎 咽頭炎 急性咽頭炎 

1003 その他の急性上気道感染症 急性上気道炎 急性気管炎 咽頭扁桃炎 

1004 肺炎 肺炎 ウイルス性肺炎 マイコプラズマ肺炎 

1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 急性気管支炎 ウイルス性気管支炎 マイコプラズマ気管支炎 

1006 アレルギー性鼻炎 アレルギー性鼻炎 花粉症 アレルギー性鼻結膜炎 

1007 慢性副鼻腔炎 副鼻腔炎 慢性副鼻腔炎 上顎洞炎 

1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 気管支炎 副鼻腔気管支炎 びまん性気管支炎 

1009 慢性閉塞性肺疾患 慢性気管支炎 肺気腫 慢性気管炎 

1010 喘息 気管支喘息 小児喘息 喘息性気管支炎 

1011 その他の呼吸器系の疾患 鼻炎 呼吸不全 インフルエンザ 
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ⅩⅠ．消化器系の疾患

1101 う蝕 う蝕 二次う蝕 　 

1102 歯肉炎及び歯周疾患 歯肉炎 歯周炎 化膿性歯肉炎 

1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 歯痛 顎関節炎 顎関節痛 

1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 胃潰瘍 十二指腸潰瘍 胃びらん 

1105 胃炎及び十二指腸炎 胃炎 十二指腸炎 ヘリコバクター・ピロリ胃炎 

1106 アルコール性肝疾患 アルコール性肝炎 アルコール性肝疾患 アルコール性肝硬変 

1107 慢性肝炎（アルコール性のものを除く） 慢性肝炎 慢性肝炎増悪 活動性慢性肝炎 

1108 肝硬変（アルコール性のものを除く） 肝硬変症 原発性胆汁性肝硬変 慢性非化膿性破壊性胆管炎 

1109 その他の肝疾患 肝炎 脂肪肝 肝疾患 

1110 胆石症及び胆のう炎 胆管結石症 胆のう炎 コレステロール結石 

1111 膵疾患 膵炎 急性膵炎 膵機能異常 

1112 その他の消化器系の疾患 大腸ポリープ 胃ポリープ 逆流性食道炎 

ⅩⅡ．皮膚及び皮下組織の疾患

1201 皮膚及び皮下組織の感染症 皮膚感染症 せつ腫症 ひょう疽 

1202 皮膚炎及び湿疹 皮膚炎 アトピー性皮膚炎 湿疹 

1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 じんま疹 脱毛症 汗疹 

ⅩⅢ．筋骨格系及び結合組織の疾患

1301 炎症性多発性関節障害 痛風 関節リウマチ 関節炎 

1302 関節症 関節症 外傷性膝関節症 変形性関節症 

1303 脊椎障害（脊椎症を含む） 頚椎症 椎間板炎 脊椎症 

1304 椎間板障害 椎間板症 腰椎椎間板症 椎間板変形 

1305 頚腕症候群 頚腕症候群 頚肩腕症候群 頚肩腕障害 

1306 腰痛症及び坐骨神経痛 腰腹痛 急性腰痛症 殿部痛 

1307 その他の脊柱障害 背部痛 尾骨痛 頚部痛 

1308 肩の障害＜損傷＞ 肩部痛 野球肩 上腕二頭筋腱鞘炎 

1309 骨の密度及び構造の障害 骨粗鬆症 骨軟化症 疲労骨折 

1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 関節痛 腱鞘炎 骨痛 

ⅩⅣ．腎尿路生殖器系の疾患

1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 腎炎 逆流性腎症 糸球体腎炎 

1402 腎不全 慢性腎不全 腎性網膜症 末期腎不全 

1403 尿路結石症 尿路結石症 尿管結石症 腎結石症 

1404 その他の腎尿路系の疾患 腎硬化症 膀胱炎 尿道炎 

1405 前立腺肥大（症） 前立腺症 前立腺肥大症 　 

1406 その他の男性生殖器の疾患 精巣炎 陰茎炎 無精子症 

1407 月経障害及び閉経周辺期障害 月経痛 更年期症候群 月経異常 

1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 子宮腫瘤 乳腺炎 卵管炎 

ⅩⅤ．妊娠，分娩及び産じょく

1501 流産 流産 自然流産 子宮外妊娠 

1502 妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧症 妊娠浮腫 

1503 単胎自然分娩 単胎自然分娩 　 　 

1504 その他の妊娠，分娩及び産じょく 帝王切開 妊娠性鉄欠乏性貧血 切迫早産 

※
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ⅩⅥ．周産期に発生した病態

1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 早産児 低出生体重児 妊娠２８週未満で出生した児 

1602 その他の周産期に発生した病態 分娩麻痺 新生児痙攣 哺乳障害 

ⅩⅦ．先天奇形，変形及び染色体異常

1701 心臓の先天奇形 三心房心 先天性心疾患 大動脈閉鎖 

1702 その他の先天奇形，変形及び染色体異常 頚椎奇形 重複爪 奇形 

ⅩⅧ．症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 

ⅩⅨ．損傷，中毒及びその他の外因の影響

1901 骨折 頭蓋骨骨折 顔面骨骨折 肋骨骨折 

1902 頭蓋内損傷及び内蔵の損傷 脳挫傷 腎破裂 脳振盪 

1903 熱傷及び腐食 熱傷 顔面熱傷 薬傷 

1904 中毒 食中毒 ガス中毒症 クラゲ毒 

1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 肩関節脱臼 肉離れ 裂傷 

ⅩⅩⅠ．健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

2210 重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］ 重症急性呼吸器症候群 　 　 

ⅩⅩⅡ．特殊目的用コード

2220 その他の特殊目的用コード 　 　 　 

1800 倦怠感 脱力感 しびれ感 
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第１章 プラン策定にあたって 
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１ プラン策定の趣旨[A1]  
 少⼦⾼齢化の進展や⼈⼝減少等、わが国の社会情勢の急速な変化に対応していく上で、男⼥が性別に
かかわりなく、ともにその個性や能⼒を最⼤限に発揮できる男⼥共同参画社会の実現は、21 世紀のわが国
社会を決定する最重要課題とされ、現在も社会のあらゆる分野においてその推進がなされているところです。 
さらに平成 26 年 12 ⽉には、⼈⼝減少と地域経済縮⼩の克服をめざし、「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」
が閣議決定され、仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現をはじめとする様々な政策によって、
若い世代の結婚・出産・⼦育ての希望をかなえることを⽬標の⼀つとしてあげられています。本市においても、
地⽅版総合戦略を策定し、地⽅創⽣の視点からも男⼥共同参画社会の実現は⽋かすことができないものとなって
います。 
 本市の男⼥共同参画においては、平成７年に「まちづくり⼥と男の共同参画プラン」を策定し、社会情勢等の変
化やその成果と課題を踏まえ、平成 13 年にプランの改訂を⾏いました。また、平成 14 年に「男⼥共同参画都市
宣⾔」を⾏い、その後、平成 18 年、平成 23 年に改訂を⾏うなど、男⼥共同参画社会の実現に向けたさまざまな
施策を推進しています。 

また本市では、平成 21 年の「栗東市市⺠参画と協働によるまちづくり推進条例」の制定や、平成 27 年に策定
された「第５次栗東市総合計画後期計画」における基本理念の⼀つとして「市⺠主体、市⺠協働によるまちづく
り」が掲げられるなど、市⺠参画と協働によるまちづくりが進められています。 

社会の多様化する課題に対し、市⺠が⾃ら考え、解決に向け取り組むことができる持続可能なまちづくりを進め
るにあたり、男⼥共同参画の推進は、まちづくりの担い⼿を増やし、まちの活⼒につなげるという意味においても重要
性が⾼くなっています。 

前回プランの計画期間が終了することから、社会情勢の変化等による新たな課題や本市の状況等を踏まえ、「ま
ちづくり⼥と男の共同参画プラン（第５版）」（以下「本プラン」と⾔う。）を策定し、男⼥共同参画にかかる施策
を総合的・計画的に推進していきます。 
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２ プランの位置づけと期間[A2] 
本プランは、「男⼥共同参画社会基本法」第14 条第３項に規定されている「市町村男⼥共同参画計画」とし

て位置づけるとともに、本計画の⼀部を「配偶者からの暴⼒の防⽌及び被害者の保護等に関する法律」第２条の
３第３項に基づく「市町村基本計画」として位置づけます。また、「第五次栗東市総合計画後期基本計画」を上
位計画として位置づけ、「栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」、「第6 期栗東市⾼齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画」等、関連する計画との整合性を図るものです。 

さらに、国では⼈⼝減少に⻭⽌めをかけるため、「まち・ひと・しごと創⽣」として、「若い世代が、安⼼して結婚・妊
娠・⼦育てできるようにする」という基本⽬標のための政策の⼀つとして、「仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）の実現」をあげています。そのため、まち・ひと・しごと総合戦略を受けた滋賀県及び本市の総合戦略との整合を
図りながら進めるものとします。 

また、「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に規定されている「市町村推進計
画」として位置づけるものであり、特に第３章基本⽬標２（３）（５）において、⼥性の職業⽣活における活躍
の推進に関する施策を整理しています。 

本プランの期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とします。ただし、国内外の動向や社会経済
情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要に応じて⾒直しを⾏います。 
 

平成（年度） 26 27 28 29 30 31 32 

まちづくり女と男の共同参画

プラン（第５版） 

 

策定 第５版 

  

 

第４版 
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３ 男⼥共同参画をめぐる動向 
第４版策定後の主な動きは次のとおりです。 
 

（１）国の取組み[A3] 
次世代育成支援対策推進法の延長 

次代の社会を担う⼦どもが健やかに⽣まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成⽀援対策を
迅速かつ重点的に推進することを⽬的に制定された次世代育成⽀援対策推進法（平成17年４⽉から平成27
年３⽉までの 10 年間の時限⽴法）が、平成 27 年４⽉１⽇から平成 37 年３⽉ 31 ⽇まで 10 年間延⻑さ
れました（平成 26 年４⽉ 23 ⽇施⾏）。⾏動計画策定指針の⾒直しにあたっては新たに、⾮正規雇⽤の労働
者が取組みの対象であることを明記、働き⽅の⾒直しに資する取組みを進めることが重要である旨を盛り込むことと
されました。 

 

「すべての女性が輝く社会づくり本部」の設置 

平成 26 年 10 ⽉、さまざまな状況に置かれた⼥性が、⾃らの希望を実現して輝くことにより、最⼤の潜在⼒であ
る「⼥性の⼒」が⼗分に発揮され、社会の活性化につながるよう、内閣に、すべての⼥性が輝く社会づくり本部が設
置されました。 

 

「『女性の活躍促進による経済活性化』行動計画」の策定 

平成24年６⽉、⼥性の活躍によって我が国の経済再⽣を図るため、①男性の意識改⾰、②思い切ったポジテ
ィブ・アクション（積極的改善措置）、③公務員からの率先した取組みの３つを柱とした「『⼥性の活躍促進による
経済活性化』⾏動計画〜働く『なでしこ』⼤作戦〜」が取りまとめられました。 

 

まち・ひと・しごと地方創生総合戦略の策定 

急速な少⼦⾼齢化の進展・⼈⼝減少に⻭⽌めをかけ、東京圏への⼈⼝の過度の集中を是正し、将来にわたっ
て活⼒ある⽇本社会を維持していくため、平成 26 年 11 ⽉に「まち・ひと・しごと創⽣法」が施⾏され、国は、同年
12 ⽉に「まち・ひと・しごと創⽣⻑期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」を策定しました。 

市町村においては、国の総合戦略等を勘案し、「地⽅⼈⼝ビジョン（以下、「⼈⼝ビジョン」）」及び「地⽅版総
合戦略」の策定が求められ、栗東市においても⼈⼝ビジョン・総合戦略の策定を⾏いました。 
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子ども・子育て支援新制度の施行 

⾃公⺠３党合意を踏まえ、幼児期の教育・保育、地域の⼦ども・⼦育て⽀援を総合的に推進することを⽬的に、
⼦ども・⼦育て関連３法（⼦ども・⼦育て⽀援法、認定こども園法の⼀部改正法、⼦ども・⼦育て⽀援法及び認
定こども園法の⼀部改正法の施⾏に伴う関係法律の整備等に関する法律）が成⽴（平成 24 年８⽉）しまし
た。 

新制度は平成 27 年４⽉より本格施⾏され、市町村においては、⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく「⼦ども・⼦育
て⽀援事業計画」が策定され、幼児期の教育・保育、地域の⼦ども・⼦育て⽀援の質・量の拡充が図られていま
す。 

 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の成立 

平成 27 年８⽉ 28 ⽇の衆議院本会議において、⼥性が⾃らの意思によって職業⽣活を営み、または営もうと
することで個性と能⼒が⼗分に発揮されることを⽬的とした「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」が
成⽴しました。国においては⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する施策の基本⽅針を策定し、地⽅公共
団体においてもこれに基づき、推進計画の策定が定められました（努⼒義務）。 

また、国や地⽅公共団体、⺠間事業主（労働者が 300 ⼈以下の⺠間事業主については努⼒義務）におい
ては、平成28 年４⽉１⽇までに、⼥性の活躍に関する状況の把握や定量的な⽬標の設定を含む「事業主⾏動
計画」の策定や、情報公開等を⾏うことが定められました。 

 
「男女共同参画基本計画（第４次）」の策定（進行中・平成27年度中策定予定） 

「男⼥共同参画基本計画（第４次）」の策定に向け、基本的な考え⽅の取りまとめが進められています。現時
点においては、計画全体のターゲットを⽬的別の⼤分類となる３本柱（①あらゆる分野における⼥性の活躍、②
安全・安⼼な暮らしの実現、③男⼥共同参画社会の実現に向けた基盤の整備）を設定し、それぞれの 3 本柱に
「男性」の視点を横断的に位置付けています。また新たに「防災・復興」の独⽴、推進体制への「地域の推進基盤
づくり」の追加等が検討されています。 
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（２）滋賀県の取組み[A4] 
「仕事と子育て両立支援策提言書」の提出 

滋賀県男⼥共同参画審議会における「仕事と⼦育て両⽴⽀援策検討専⾨部会」では、⼦育て期の⽗親、⺟
親に焦点をあて、多様な⽣き⽅を選択でき、仕事と⼦育てを両⽴できる環境づくりに向けて、効果的な施策が展開
できるよう施策の⽅向性が検討され、平成 23 年 4 ⽉に知事に対して提⾔書が提出されました。 
 

「若年者の男女共同参画に関する意識についての検討結果」の提出 

滋賀県男⼥共同参画審議会において、若年者、とくに 20 歳代の男⼥共同参画意識に焦点をあて、若年者が
固定的性別役割分担意識にとらわれず、多様な選択ができる社会に向け、効果的な施策展開ができるよう、意
識に及ぼす要因や対応⽅策などについて検討され、平成 24 年６⽉に検討結果が提出されました。 

 

「『男性にとっての男女共同参画』に関する提言」の提出 

滋賀県男⼥共同参画審議会において、「男は仕事、⼥は家庭」という固定的性別役割分担意識の解消を⽬
指し、男性⾃⾝が、⾃分の⼈⽣にプラスになるものとして男⼥共同参画の意義を理解するために、求められる施策
展開の⽅向性についてとして取りまとめられ、平成 26 年６⽉に知事に対して提⾔が提出されました。 

 

「滋賀県男女共同参画計画」の見直し（進行中・平成27年度中策定予定） 

平成 26 年 10 ⽉、知事から滋賀県男⼥共同参画審議会に対し、滋賀県男⼥共同参画計画の改定について
諮問されました。現在、滋賀県男⼥共同参画計画の改定に向け、素案の検討等が進められています。 
 
 

（３）栗東市の取組み[A5] 
第五次栗東市総合計画後期基本計画の策定 

本市は、平成 22 年度から平成 31 年度を計画期間とする「第五次栗東市総合計画」を策定し、「ひと・まち・
環境 ともに育む 『健やか・にぎわい都市』栗東」を将来都市像に定めまちづくりを進めています。前期基本計画期
間である平成22年度から平成26年度の５年間は「財政健全化推進期間」と位置づけ、あらゆる⾏財政改⾰に
取り組んできました。この前期基本計画の取組みを経て、後半の５年間を迎えることから、平成 27 年度から平成
31 年度を計画期間とする「第五次栗東市総合計画後期基本計画」を策定しました。 
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15歳未満 15～64歳 65歳以上

（人）
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（％）

４ 栗東市における男⼥共同参画を取り巻く状況[A6] 

（１）⼈⼝・⼈⼝動態 

本市の総⼈⼝は平成 22 年現在、63,523 ⼈で平成２年以降増加しています。中でも 65 歳以上⼈⼝割合
が増加しており、15 歳未満⼈⼝割合は横ばい、15〜64 歳⼈⼝割合は減少しています。 

⼈⼝ピラミッドをみると、30 歳代 40 歳代の⼈⼝が多く、20 歳代前半が少ない傾向がみられます。また、80 歳
以上では男性より⼥性が顕著に多くなっています。 

 

■年齢３区分別人口の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（ただし、平成 26 年は住民基本台帳４月１日現在）※総人口には年齢不詳を含む 

 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（ただし、平成 26 年は住民基本台帳４月１日現在） 
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■人口ピラミッド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗東市ＨＰ 人口データ（平成 26 年３月 31 日） 

 

本市の出⽣率は平成18年以降増減を繰り返しながらも減少で推移し、平成25年は14.1となっていますが、
滋賀県、全国を上回って推移しています。 

 

■出生率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：厚生労働省「人口動態調査」、住民基本台帳（各年３月31 日時点） 
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本市の婚姻率は平成 18 年以降減少し、平成 23 年に増加したものの、平成 24 年は再び減少となり、平成
25 年は 7.8 となっていますが、全国、滋賀県を上回りながら推移しています。⼀⽅、離婚率は増減を繰り返しなが
らも減少で推移し、平成25年は2.0となっていますが、婚姻率と同様、滋賀県、全国を上回って推移しています。 

また、平成２年から平成 22 年の本市の未婚率の推移をみると、男性の 35〜39 歳で 13.0％から 22.6％と
9.6 ポイント、⼥性の 25〜29 歳で 26.7％から 43.5％で 16.8 ポイント増加しており、若年⼥性の未婚率の増
加が顕著となっています。各年齢層で⼥性より男性の未婚率が⾼くなっており、⽣涯未婚率は平成 22 年で男性
13.6％、⼥性 5.7％となっています。 

 

■婚姻の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「人口動態調査」、住民基本台帳（各年３月31 日時点） 

■離婚の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：厚生労働省「人口動態調査」、住民基本台帳（各年３月31 日時点） 
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■未婚率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」 

※「生涯未婚率」とは、「45～49 歳」と「50～54 歳」未婚率の平均値から、「50 歳時」の未婚率（結婚したことがない人の割合）

を算出したもの 

 

（２）雇⽤・就労状況 

雇⽤者に占める⼥性割合は全国的に増加傾向にあり、本市では平成２年は 35.6％でしたが平成 22 年には
4.1 ポイント増加して 39.7％となっており、滋賀県、全国を下回って推移しています。 

労働⼒率を年齢別にみると、男性では 20 歳代後半から 50 歳代後半まで 9 割台で推移しているのに対し、⼥
性では 20〜24 歳、45〜49 歳の割合が⾼いＭ字カーブを描いています。また、年々Ｍ字の⾕の部分が浅くなる
傾向がみられる中で、滋賀県、全国に⽐べて若⼲深くなっています。 

さらに、⼥性の労働⼒率には配偶者の有無で⼤きな違いが現れており、有配偶者では労働⼒率が低くなってい
ます。 

 
■女性雇用者割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：総務省「国勢調査」 

※「雇用者」とは、会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど、

会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人（ここでは役員を含んでいる） 
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■労働力率の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（平成 22 年） 
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■女性の労働力率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」 

 

■女性の配偶関係別労働力率の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（平成 22 年） 
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本市の雇⽤者における従業上の地位の状況をみると、⼥性は男性より正規職員の割合が低く、派遣社員やパ
ート・アルバイト等の⾮正規の割合が⾼くなっています。 
 

■従業上の地位の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（平成 22 年） 

 
 

⼦どものいる夫婦の共働き世帯割合を
みると、滋賀県、全国は横ばいであるのに
対し、本市は平成12 年から平成22 年に
かけて減少し、滋賀県、全国を下回って推
移しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」 
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■子どもがいる夫婦の共働き世帯割合の推移 
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（３）健康の保持・増進 

平均寿命※をみると、本市においては、男性⼥性ともに滋賀県を下回っています。健康寿命※をみると、滋賀県
においては、⼥性では全国を下回っています。 

 

■平均寿命と健康寿命 

 栗東市 滋賀県 全国 

平均寿命 
男性 80.0 80.6 79.6

女性 86.1 86.7 86.4

健康寿命 
男性  70.7 70.4

女性  72.4 73.6

 

資料：平均寿命…厚生労働省「市区町村別生命表」（平成 22 年） 

健康寿命…厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する 

研究」（平成 22 年算定結果） 

 

※平均寿命とは、出生時（０歳）の平均余命のこと。 

※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

 

 

 

本市の死因別構成割合の状況をみると、⼥性に⽐べて男性において「悪性新⽣物」による死亡が多くなっていま
す。 

 

■死因別構成割合の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態調査」（平成 25 年）  
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⾃殺者数の推移をみると、死因に占める割合は男性では滋賀県、全国に⽐べてやや⾼く、⼥性はほぼ同率で
推移し、平成20〜24年は男性で4.0％、⼥性で1.5％となっています。また、⼥性より男性で⾃殺者数が多くな
っており、男性の⾃殺者数は平成 20〜24 年で⼥性の約３倍となっています。 

 

■自殺者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」 

 

（４）福祉 

本市の未就学児童の就園状況をみると、保育園・幼児園（中・⻑時間保育）が平成 26 年で 27.4％と、平
成 21 年より 3.8 ポイント増加しています。⼀⽅、幼稚園・幼児園（短時間保育）に通う児童や、家庭などで保
育する児童割合は若⼲の増減があるものの減少で推移しています。 

 

■保育園・幼稚園・幼児園（短・中・長時間保育）利用児童割合の推移状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「栗東市子ども・子育て支援事業計画」健康福祉部幼児課（各年４月１日） 

※全児童数は住民基本台帳０～５歳人口（各年３月 31 日） 
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全国（自殺者割合）

（％）（人） 【女性】
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保育園への⼊所を希望する児童割合は年々増加傾向がみられていますが、毎年待機児童が発⽣している状
況です。 

 

■待機児童数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「栗東市子ども・子育て支援事業計画」健康福祉部幼児課 

 
 

本市の要⽀援・要介護認定者数は、平成18年度から平成25年度にかけて増加しています。認定率は、増減
はあるもののほぼ横ばいとなっており、滋賀県、全国を下回って推移しています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 

※「要支援・要介護認定者」とは、介護サービスを受けようとする人に対して、介護・支援を必要とする状態かどうか、

また、どの程度必要であるか市町村が判定し、認定を受けた人 

※「認定率」とは、第１号被保険者（市町村に在住する 65 歳以上の方）に対する要支援・要介護認定者の割合 

 

 

10 10 12 
6 

1 

24 

61 

43 41 

26 

0

20

40

60

80

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

４月 10月

（人）

1,125 1,155 1,209 1,272 
1,359 

1,470 
1,567 1,624 14.0 13.6 13.5 13.7 14.3 

14.8 14.9 14.6 
15.5 15.6 15.6 15.9 

16.5 16.9 17.2 17.3 

16.4 16.5 16.5 16.8 
17.4 17.8 18.1 18.2 

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

栗東市（認定者数） 栗東市（認定率）

滋賀県（認定率） 全国（認定率）

（％）（人）
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（５）ＤＶ 

DV 相談件数の推移をみると、全国においては増加傾向で推移しています。 

■ＤＶ相談件数の推移 

 栗東市 滋賀県 全国 

平成 18 年度 80 1,245 52,528  

平成 19 年度 78 594 62,078  

平成 20 年度 81 664 68,196  

平成 21 年度 75 715 72,792  

平成 22 年度 82 875 77,334  

平成 23 年度 79 831 82,099  

平成 24 年度 54 948 89,490  

平成 25 年度 76 897 99,961  

            資料：県、全国は配偶者暴力相談センターへの相談件数 

市は「主要な施策の成果及び予算執行の実績報告書」より抜粋 
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５ 第４版における取組みの検証 

（１）庁内における取組みの検証[A7] 
「まちづくり⼥と男の共同参画プラン（第４版）」の６つの重点課題について、構成する事業の進捗状況を庁内

における検証シートにより把握した結果を以下に⽰します。 
 
■第４版プランの重点課題別の評価項目の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※グラフ中の「Ｎ（number of case）」は、施策の評価対象となった各所属課数を指す。 

 
 
 

基本目標１  
男女の人権の 
尊重と意識づくり 

基本目標２  
男女の職業と 
家庭・地域生活 
との両立支援 

基本目標３  
あらゆる分野 
への男女共同 
参画の推進 

重点課題 

4.2 

8.3 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

84.5 

79.2 

78.6 

77.8 

100.0 

83.3 

100.0 

9.9 

12.5 

14.3 

11.1 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

11.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=71）

①男女共同参画の視点に立った

教育･学習の推進（N=24）

②男女間のあらゆる暴力の根絶（N=14）

③働く権利の保障と労働環境の整備（N=9）

④仕事と家庭・地域生活の両立支援（N=12）

⑤政策･方針決定への女性の参画推進（N=6）

⑥地域における男女共同参画の推進（N=6）

A：十分できている B：概ねできている C：あまりできていない

D：まったくできていない 不明・無回答

①男女共同参画の視点に立った教育･学習の

推進（N=24） 

②男女間のあらゆる暴力の根絶（N=14） 

③働く権利の保障と労働環境の整備（N=9） 

④仕事と家庭・地域生活の両立支援（N=12） 

⑤政策･方針決定への女性の参画推進（N=6） 

⑥地域における男女共同参画の推進（N=6） 
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そう思う

15.8%

ややそう思う

38.1%

あまりそう思わ

ない

23.0%

そう思わない

9.0%

わからない

13.0%

不明・無回答

1.1%

（N=730）

18.8 

13.3 

35.0 

41.2 

21.3 

24.9 

10.1 

7.7 

14.3 

11.9 

0.6 

10.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性
N=357

女性
N=362

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない 不明・無回答

【性別】

8.3 

2.5 

7.9 

10.4 

10.2 

19.0 

18.0 

29.5 

41.7 

35.0 

36.8 

31.2 

33.1 

42.9 

40.7 

38.5 

33.3 

25.0 

23.7 

26.0 

32.3 

19.0 

24.0 

10.3 

0.0 

15.0 

10.5 

15.6 

9.4 

8.8 

4.0 

10.3 

16.7 

20.0 

21.1 

16.9 

15.0 

8.8 

12.7 

10.3 

0.0 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0.7 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代
N=12

20歳代
N=40

30歳代
N=38

40歳代
N=77

50歳代
N=127

60歳代
N=205

70歳代
N=150

80歳以上
N=78

【年齢別】

（２）市⺠における施策の評価 

「第五次栗東市総合計画後期基本計画」（平成 27〜31 年）策定の際、本市における施策全体の評価に
ついて市⺠アンケート調査により把握した結果を以下に⽰します。 

■「第５次栗東市総合計画」の施策に対する評価 

（人権意識が高く、差別や偏見のないまちづくりが推進されていると思うか） 

【全体】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※平成 27 年３月「後期基本計画策定のための市民アンケート調査報告書」 

 前期総合計画における施策の「人権を尊重するまちづくり」と「男女共同参画のまちづくり」を合わせた「人権意

識が高く、差別や偏見がないまちづくりが推進されていると思いますか」の項目に対する市民の意識 

※年代別の 10 歳代については回答者数が極めて少ないことに留意が必要 

○男女共同参画を含む人権意識が高く、

差別や偏見のないまちづくりが推進

されているかについては、半数以上が

『そう思う』（「そう思う」と「ややそ

う思う」の合計）と回答しています。

○性別にみると、男性に比べて女性の

『そう思う』が低くなっています。 

○年齢別にみると、20～50 歳代にか

けて『そう思う』が他の年代と比べて

低くなっています。 
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（３）第４版プランの⽬標値の状況 
「まちづくり⼥と男の共同参画プラン（第４版）」において設定した⽬標値の進捗状況を以下に⽰します。 

基本 

目標 

重点 

課題 
施策の方向 項    目 主な担当課 単

位 

平成21年 

実績値 

平成27年 

目標値 

平成26年

実績値
進捗率

Ⅰ 

男
女
の
人
権
の
尊
重
と
意
識
づ
く
り 

① 

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
教
育･

学
習
の
推
進 

1 保育園･幼稚園・幼

児園･学校における

教育・学習の推進 

小・中学校での男女共同参画の副

読本の利用率 

（利用学級数／対象学級数）  

学校教育課 ％ 50.0 70.0 ※１

2 家庭、地域社会

における教育･

学習の推進 

男女共同参画の講演会、セミナー

等の参加人数（参加人数の合計） 

※きらめきRitto含む 

自治振興課 人 452 480 850 177.1%

セミナー等の平均参加人数 人権政策課 人
過去２年平均値 

248 
260 230 88.5%

人権啓発リーダー講座、市民つど

い等の参加人数 
人権教育課 人

過去3年平均値 

447 
470 470 100.0%

地区別懇談会の実施率 

（実施自治会数／全自治会数） 
人権教育課 ％ 97.0 100.0 96.0 96.0%

社会教育事業（男女共同参画に関

わる）講座・教室の参加人数 

生涯学習課

（社会教育事業）
人

過去３年平均値 

28 
35 48 137.1%

3 性の尊重と健

康についての意

識醸成 

「性教育」の授業公開、または授業後の保

護者への啓発率（実施校数／対象校数） 
学校教育課 ％ 70.0 80.0 ※２

乳がん検診の受診者数（当該年度受診者） 健康増進課 人
過去３年平均値 

889 
980 709 72.3%

子宮がん検診の受診者数 健康増進課 人
過去３年平均値 

1,874 
2,060 1,491 72.4%

4 指導者の育成 幼保の就学前教育初任者研修の実

施回数（年間実施回数）  
幼児課 回 7 10 7 70.0%

5 国際的な取組

みとの協調 
多文化共生イベント参加者数 自治振興課 人 250 300 134 44.7%

② 

男
女
間
の
あ
ら

ゆ
る
暴
力
の
根
絶 

1 ドメスティック･バイ

オレンス等に対す

る支援体制の整備

年間DV相談件数 子育て応援課 件 53 67 67 100.0%

Ⅱ
．
男
女
の
職
業
と
家
庭
地
域
生
活
と
の

両
立
支
援 

② 
仕
事
と
家
庭
・地
域
生
活
の
両
立
支
援

1 仕事と育児・介

護両立のため

の支援 

子育て支援センターの相談件数 子育て応援課 件 2,467 2,500 2,284 91.4%

母子・父子・寡婦福祉資金相談件数 子育て応援課 件 128 136 72 52.9%

市男性職員の育児休業取得者数 総務課（市職員対象） 人 0 3 0 0.0%

保育園の待機児童数 

延長保育をしている保育所数 

法人立保育園数 

幼児課 

人

園

園

33 

6 

6 

0 

9 

9 

1

6

6

0.0%

66.7%

66.7%

介護保険などの出前トークの参加者延人数 長寿福祉課 人 1,303 1,400 507 36.2%

2 仕事と地域生

活両立のため

の支援 

「職場」において男女の地位が「平

等である」と答えた人の割合 
経済振興労政課 ％ 23.2 25.0 19.2 76.8%

Ⅲ
．
あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

①

政
策･

方
針
決
定
へ
の

女
性
の
参
画
推
進 

1 審議会や委員

会への女性参

画の促進 

農業組合長の女性就任者数 農林課 人 0 2 0 0.0%

審議会等における女性委員の割合
全課 

(自治振興課）
％ 31.8 35.0 31.1 88.9%

自治会長における女性の割合 
全課 

(自治振興課）
％ 10.7 13.0 16.3 125.4%

栗東市男女共同参画都市宣言の認知率 自治振興課 ％ 38.8 50.0 43.8 87.6%
② 

地
域
に
お
け
る
男

女
共
同
参
画
の
推
進 

1 男女共同参画

による地域づく

りの推進 

障がい者団体事業、県主催スポー

ツ大会への参加人数（参加延人数）
障がい福祉課 人 681 750 658 87.7%

※１ 市内全小学校 5 年生、中学校 2、3 年生で利用または配布している。（学校教育課） 
※２ 社会的背景から積極的な指導は行なわれていない。（学校教育課） 
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項    目 主な担当課 単
位 

平成21年

実績値

平成27年 

目標値 

平成26年 

実績値 
進捗率

｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべき｣という考え方

に同感しない市民意識の割合 

全課 

(自治振興課）
％ 50.6 53.0 55.6 104.9%

社会全体でみて、どちらかの性が優遇されているか

の設問で｢平等｣と思う市民意識の割合 

全課 

(自治振興課）
％ 18.8 22.0 13.3 60.5%

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

○全体では、『「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方に同感しない市民意

識の割合』で目標達成している一方、『社会全体でみて、どちらかの性が優遇されてい

るかの設問で「平等」と思う市民意識の割合』は減少しています。 

 

○分野別では、目標値 25 項目中５項目が目標達成（20.0％）となっています。その内

４項目が「基本目標Ⅰ 男女の人権の尊重と意識づくり」となっています。 

 

○学校や家庭・社会における教育や学習機会に関する取組みが進んでいる状況がうかが

えます。固定的性別役割分担意識に否定的な意見が増加していることからも、男女共

同参画に対する意識の醸成がうかがえます。しかし、社会全体における男女の平等感

については減少しており、依然として生活環境等に関して課題が残る状況です。 
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第２章 計画の基本的な考え⽅ 
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１ 基本理念[A8] 
栗東市では、平成 23 年に策定した「まちづくり⼥と男の共同参画プラン（第４版）」において、「⼥と男が とも

に歩み、ともに輝く社会」を基本理念として定めました。 
本プランでは、平成23 年策定の「まちづくり⼥と男の共同参画プラン（第４版）」の理念を継承し、性別にかか

わりなく、男⼥がそれぞれの個性と能⼒を最⼤限に発揮し、多様性を認め合える男⼥共同参画社会の実現を⽬
指します。 
 

 

■まちづくり女と男の共同参画プラン（第５版）の基本理念 

女
ひと

と男
ひと

が ともに歩み、ともに輝く社会 
 

 

  

２ 基本理念達成に向けた計画のあり⽅ 
基本理念である「⼥(ひと)と男(ひと)が ともに歩み、ともに輝く社会」の実現のためには、市⺠の⼀⼈ひとりが男

⼥共同参画についての意識を持ち、⾏動に移していくことが必要です。加えて、地域や事業者等の様々な主体が
男⼥共同参画を⾝近なものとして捉え、意識を持ちながら実践につなげていくことが求められます。 

さらに、本市では、「第５次栗東市総合計画後期計画」における基本理念の⼀つとして「市⺠主体、市⺠協働
によるまちづくり」が掲げられるなど、市⺠参画と協働によるまちづくりが進められています。本計画においても、市⺠や
事業者、⾏政等が⼀体となって、総合的かつ計画的に推進していきます。 
 
 
■まちづくりの主体ごとの推進イメージ 
 
 
 
 
 
 

●多様な働き方を可能にする 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

の実現への取組み 等 

●学習機会への積極的な参加 

●家庭・地域における男女共同参画の実践 等 

●男女共同参画に係る学習機会や情報提供 

●市民や事業者等への働きかけ 

●男女共同参画を支える環境整備 等 

女
ひと

と男
ひと

が ともに歩み、ともに輝く社会 事業者 行 政 

市

民

 協 働  
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３ 計画の検証・評価 
事業がどれだけ⾏われたか（活動指標）、市⺠にどのような効果が表れたか（成果指標）を数値により把握

することが有効な取組みについては、数値⽬標を設定し、また実施すること⾃体に意味のある取組みや、数値によ
る把握が難しい取組みに関しては事業の施策に対する貢献度等について内部評価を⾏い、計画の進捗管理を⾏
います。 

関係各課が実施する事業の進捗状況については、庁内組織である「男⼥共同参画社会づくり推進委員会」や
庁内検証シート等により把握し、計画の着実な遂⾏をめざします。 

また、国や滋賀県の動向についての情報収集に努め、社会情勢の変化により計画期間途中から新たに実施し
た施策についても、実施状況を把握し、進⾏管理を⾏います。 
 
 

４ 基本⽬標 

基本目標１ 男女の人権の尊重と意識づくり 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 男女の職業と家庭・地域生活との両立支援 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ あらゆる分野への男女共同参画の推進 

 

 

 

 

 

重点課題 

（１）男女共同参画の視点に立った保育・教育、学習の推進 

（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 

重点課題 

（１）働く権利の保障と働く場における男女共同参画の推進 

（２）家庭・地域における男女共同参画の推進 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

重点課題 

（１）政策・方針決定への女性の参画促進 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
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５ 重点課題 

基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 

 （１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 

○「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識については、否定的な意見を

もつ人が増加しており、男女共同参画に関する意識の醸成がうかがえます。しかし、

性別でみると女性に比べて男性において否定的な意見をもつ人が少なくなっているこ

とからも、引き続き、意識啓発が必要となります。 

 

○また、男女の平等感では、特に政治の場や社会通念・慣習、しきたり等の社会全体に

おいて、男性が優遇されているという意識が強くなっています。今後、女性の参画に

課題が残る分野や、社会全体における男女共同参画意識の醸成をさらに図るためにも、

啓発活動や男女共同参画に関する理解を深めるための学習機会の充実等が重要です。

 

○学習の経験については、家庭や地域、職場等で経験した人が少なく、今後、身近な場

所で男女共同参画について話し合ったり、学習したりすることができるよう、あらゆ

る機会を通じた学習機会の提供が求められます。 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
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35.4 
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17.4 
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4.6 

10.1 
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2.9 
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20歳代
N=50

30歳代
N=65

40歳代
N=79

50歳代
N=123

60歳代
N=276

70歳以上
N=298

 
「男は仕事、⼥は家庭」という、固定的な性別役割分担に対する考え⽅について、今回調査では『同感しな

い』（「同感しない」と「どちらかといえば同感しないほうである」の合計 55.6％）が『同感する』（「同感する」
と「どちらかといえば同感するほうである」の合計 39.6％）を上回っており、前回調査と⽐較しても『同感しな
い』が５ポイント上回る結果となっています。性別では、『同感する』で、男性が⼥性を13.2ポイント上回ってい
ます。年代別では、『同感する』で、40 歳代以降、年代が上がるにつれ⾼くなる傾向にあります。 

 
■「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思うか 

《経年比較》 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性  別》       《年代別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

 

 

 

 

 

[A9] 
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28.2 
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27.4 

4.7 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年調査
N=832

今回調査
N=891

同感する どちらかといえば同感するほうである

どちらかといえば同感しないほうである 同感しない

わからない



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
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各分野での男⼥の平等感については、〔③学校教育の場で〕を除き、各項⽬で『男性が優遇』（「男性が
優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）が『⼥性が優遇』（「⼥性が優遇されて
いる」と「どちらかといえば⼥性が優遇されている」の合計）を上回っており、特に割合が⾼いのは〔⑦社会通
念・慣習、しきたりなど〕で80.4％、〔⑤政治の場で〕で75.9％、〔⑧社会全体でみて〕で74.8％となっていま
す。 

 

■各分野での男女の平等感  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

 

 

[A10] 
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⑦社会通念・慣習、

しきたりなど N=844

⑧社会全体でみて
N=857

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
平等である どちらかといえば女性が優遇されている
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①家庭生活で 
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②職場の中で  
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③学校教育の場で 
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④地域活動の場で 

N=851 

⑤政治の場で 

N=853 

⑥法律や制度の上で 

N=842 

⑦社会通念・慣習、 
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⑧社会全体でみて 

N=857 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
 

28 
 

 

男⼥共同参画の学習経験等については、「話しあったり、学習したことはない」が最も⾼く、６割となっていま
す。年代別では、20 歳代では「学校で話したり、学習したりした」、70 歳以上では「地域で話したり、学習した
りした」が他の年代と⽐べて⾼くなっています。 

 

■男女共同参画についての学習経験等について 

《年代別》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
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話しあったり、学習したりしたことはない

地域で話したり、学習したりした

家族で話した

職場で話したり、学習したりした

友人と話した

学校で話したり、学習したりした

全体

N=847

20歳代

N=50

30歳代

N=65

40歳代

N=79
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N=123

60歳代

N=276

70歳以上

N=298

話しあったり、学習したことはない 

地域で話したり、学習したりした 

家族で話した 

職場で話したり、学習したりした 

友人と話した 

学校で話したり、学習したりした 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 
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 （２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクハラの被害経験等については、市⺠へのアンケート調査からは、〔（１）セクシュアル・ハラスメント（以下、
「セクハラ」）〕で「直接経験したことがある」「直接経験したことはないが、⾃分のまわりに経験した（している）⼈が
いる」の合計が⼥性で 18.2％、〔（２）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）〕では 24.0％となっています。 
 

■セクハラの被害経験等（セクハラ、DV、ストーカー） 

《性 別》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
[A12] 

直接経験したことがある

直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した（している）人がいる

一般的な知識として知っている

言葉を聞いたことがある

聞いたことがない

6.3 

2.5 

9.6 

11.5 
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（１）セクシュアル・ハラスメント
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（２）ドメスティック・バイオレンス（DV）
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1.0 
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4.3 

4.3 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
N=882

男性
N=400

女性
N=471

（３）ストーカー行為

○全国の DV 相談件数は増加しています。テレビや新聞等のメディアで DV に関する情

報が取り上げられることが多くなっていることから、周知や認識が進んでいることも

一つの要因として考えられます。 

 

○市民意識調査では、セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンス（DV）

の被害に遭ったことがあるという人は、男性に比べて女性に多くなっています。 

 

○また、被害に遭った際の相談先については、どこ（誰）にも相談しなかった（できな

かった）人や、家族や友人等の身近な人へ相談する人が多くなっています。DV につ

いては、正しい知識に基づく適切な対応を図ることが重要となるため、関係機関との

連携強化や相談体制の充実が求められます。 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶／ 
基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援（１）働く権利の保障と働く場における男⼥共同参画の推進 
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誰かに相談したかについては、男⼥ともに「知⼈、友⼈に相談した」が最も⾼くなっていますが、⼥性では「どこ
（誰）にも相談しなかった（できなかった）」の割合と、あまり差はみられない状況となっています。 

 
■誰かに相談したかについて 
《性 別》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「その他」を除く上位５のみ掲載 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

[A13] 

 

基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援 

 （１）働く権利の保障と働く場における男⼥共同参画の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○女性が仕事を持つことについて、家事・育児に影響しない程度なら仕事を持つほうが

よいと考える女性が増えています。しかし、本市においては、子どもや子育て世代が

多い一方、子育て期に働く女性が少なくなっています。 

 

○女性が仕事を続けるために必要と考えることについては、家族や周囲の理解と協力が

あることが最も多く、短時間勤務等の柔軟な働き方の実現や、育児・介護休業を取り

やすくすることも多くなっています。それぞれのライフスタイルに応じて仕事を持つ

ことができるよう、男女均等な就業機会及び待遇の確保が求められます。 

 

○育児・介護休業を導入する事業所も増えていることから、今後は職場における育児・

介護休業を取りやすい雰囲気づくりや家族等の理解や協力等、職場や家庭の意識改革

も重要となります。 
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基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援 
（１）働く権利の保障と働く場における男⼥共同参画の推進 
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女性は仕事をもたないほうがよい

結婚するまでは、仕事をもつほうがよい
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子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再

び仕事をもつほうがよい

子どもができても、家事・育児に影響しない程

度なら仕事をもつほうがよい

結婚、出産にかかわらず、ずっと仕事を続ける

ほうがよい

その他

わからない

⼥性が仕事をもつことについての考え⽅として、男⼥ともに「⼦どもができても、家事・育児に影響しない程度
なら仕事をもつほうがよい」が最も⾼く、前回調査と⽐較しても割合が増加していることから、⼥性が仕事をもつ
ことに対して肯定的に考えている状況がうかがえます。 

 

■女性が仕事をもつことについての考え方 

《経年比較》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 21、26 年） 

[A14] 

年代別では、「⼦どもができたら仕事をやめ、⼤きくなったら再び仕事をもつほうがよい」について、年代が上が
るにつれ⾼くなる傾向にあります。また、「結婚、出産にかかわらず、ずっと仕事を続けるほうがよい」について、年
代が下がるにつれ⾼くなる傾向にあります。 

 

《年代別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
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【平成21年調査】

1.3 

0.8 

1.5 

4.9 

5.1 

4.8 

3.6 

3.3 

3.7 

24.9 

25.9 

24.3 

47.1 

48.2 

46.5 

11.3 

9.6 

12.6 

3.9 

3.0 

4.3 

3.1 

4.1 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
N=865

男性
N=394

女性
N=460

【今回調査】



基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援 
（１）働く権利の保障と働く場における男⼥共同参画の推進 
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⼥性が仕事を続けるために必要と考えることとして、男⼥ともに「⼥性が働くことに対し、家族や周囲の理解と
協⼒があること」が最も⾼く、特に⼥性は 78.5％と、男性を９ポイント上回っています。 

 

■女性が仕事を続けるために必要と考えること 

《性 別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」を除く上位５のみ掲載 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
 

 

育児・介護を⽀援する制度について、導⼊している事業所はそれぞれ 91.8％、78.6％となっており、前回調査
よりもそれぞれ 6.1 ポイント、7.4 ポイント増加しています。 

 

■育児支援制度、介護支援制度の有無（事業所調査） 
《経年比較》 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート調査（平成 21、26 年） 

※【育児を支援する制度の有無】の選択肢：平成 21 年調査「はい」→今回調査「ある」 

平成 21 年調査「いいえ」→今回調査「ない」 

「無記入」は平成 21 年調査のみ 
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今回調査
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【介護を支援する制度】

はい いいえ 無記入
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39.7 

30.8 
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43.3 

45.0 

37.7 

22.8 
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女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力

が…

育児休業や介護休業を取りやすくすること

育児や介護をする社員が、短時間勤務など

柔軟な働き方ができるようにすること

育児や介護のための施設を充実させること

育児や介護で退職した社員を再雇用する制度を

設けること

全体

N=885

男性

N=406

女性

N=469

女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力が 

あること 

育児休業や介護休業を取りやすくすること 

育児や介護をする社員が、短時間勤務など 

柔軟な働き方ができるようにすること 

育児や介護のための施設を充実させること 

育児や介護で退職した社員を再雇用する制度を 

設けること 
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[A15]
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 （２）家庭・地域における男⼥共同参画の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○家庭の仕事の役割については、ほとんどが女性の役割となっています。特に食事のし

たく等をはじめとする家事全般や、幼い子どもの世話等が特に高くなっています。一

方、男性の役割については、生活費をかせぐことや地域活動等が高くなっています。 

 

○家庭における仕事のほとんどを女性が担っている状況から、夫婦がお互いを尊重し合

いながら、分担できるものについては協力して取り組むことができるよう啓発を行う

とともに、男性が家事や育児に参加することができるきっかけづくり等に取り組むこ

とが重要です。 

 

○地域活動等についても女性の参画を促進し、女性の視点を地域に反映させていくこと

で、地域の担い手が増え活動の活性化が見込まれるとともに、防災等女性の視点が取

り入れられてこなかった分野についての男女共同参画の推進が期待されます。 

 

○地域においては、単身世帯やひとり親世帯の増加等家族の変容、非正規労働者やニー

ト・ひきこもりの増加等雇用・就業をめぐる変化、定住外国人の増加等にみられるグ

ローバル化等により、生活上の困難に直面する人たちが増えています。また、こうし

た人たちは、性別の違いにより生じる複合的な困難を抱えていることも多くなってい

ます。 

 

○本市においても母子世帯数及び割合は増加しており、全国・滋賀県と比べても高くな

っています。 

 

○今後、これらの困難に直面する人たちの問題を男女共同参画の視点からも解決すべき

問題として認識し、取り組むことが重要です。また、行政や関係機関・地域・NPO 等

による総合的なセーフティネットの構築が求められます。 
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市⺠アンケート調査結果から家庭の仕事の役割をみると、〔①⽣活費をかせぐ〕を『男性の役割』（「主とし
て男性の役割」と「どちらかといえば男性の役割」の合計）と捉える割合が約８割となっています。また、〔⑦介
護の必要な⾼齢者・病⼈の世話〕〔⑧⼦どもの教育・しつけ〕〔⑩地域活動（⾃治会活動など）〕などを「両⽅
同じ程度の役割」と捉える割合が６割以上となっているものの、それ以外の項⽬の役割に関しては『⼥性の役
割』（「主として⼥性の役割」と「どちらかといえば⼥性の役割」の合計）と捉えている割合が５割以上となって
おり、⼥性への負担がまだまだ⼤きい状況がうかがえます。 

 
■家庭の仕事の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
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3.0 
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①生活費をかせぐ
N=869

②日々の家計の管理
N=868

③食事のしたく
N=870

④食事の後かたづけ
N=869

⑤掃除・洗濯
N=870

⑥日常の買い物
N=868

⑦介護の必要な高齢者・病人の世話
N=864

⑧子どもの教育・しつけ
N=865

⑨育児（乳幼児の世話）
N=864

⑩地域活動（自治会活動など）
N=872

主として男性の役割 どちらかといえば男性の役割

両方同じ程度の役割 どちらかといえば女性の役割

主として女性の役割 わからない

①生活費をかせぐ 
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②日々の家計の管理 
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③食事のしたく 
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④食事の後かたづけ 
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⑥日常の買い物 
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⑦介護の必要な高齢者・病人の世話 
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⑧子どもの教育・しつけ 
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⑨育児（乳幼児の世話） 

N=864 

⑩地域活動（自治会活動など） 
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本市のひとり親世帯数は、平成 22 年で⺟⼦世帯は 430 世帯、⽗⼦世帯は 52 世帯となっています。⼀
般世帯に占める割合では、⺟⼦世帯は滋賀県、全国を上回っており、⽗⼦世帯も平成17年を除いて、滋賀
県、全国を上回って推移しています。⽗⼦世帯に⽐べて⺟⼦世帯が多く、平成 22 年では約８倍となっていま
す。 
 

■ひとり親世帯数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」 

[A16] 
 

 （３）仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○男性においては「仕事」、女性においては「家庭生活」を優先しており、男性・女性と

もに、仕事と家庭の両立への希望が叶っていない状況です。 

 

○男女共同参画の実現のために市が力を入れるべき事項についても、仕事と家庭生活や

地域活動が両立できる環境づくりが求められていることから、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の希望がかなえられるよう環境の整備が求められます。 

 

○ワーク・ライフ・バランスに対する考え方については、若い年代ほど肯定的な意見が

多いことからも、子育て世代等にとって特に重要な視点となっています。 

 

○本市においては、積極体な企業誘致を進めている背景からも、事業者をはじめとする

さまざまな主体を巻き込んだワーク・ライフ・バランスの推進が重要となります。現

在の事業者に対する働きかけに加え、ワーク・ライフ・バランスの推進によるメリッ

トの周知や創出を図るなど、今後さらなる事業者の巻き込みを拡大していくことが重

要です。 
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同感する
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わからない

 
⽣活の中における優先度では、【希望】として「仕事と家庭」を優先したい割合が男⼥ともに最も⾼いのに対

して、【現実】では男性で「仕事」、⼥性で「家庭⽣活」が最も⾼い結果となっています。 
 

■生活の中における優先度 

《性 別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

[A17] 

 

多様な働き⽅ができ、仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれるという考え⽅については、『同
感する』が８割弱を占めています。年代別では、年代が下がるにつれ「同感する」が⾼くなる傾向にあります。 

 

■多様な働き方ができ、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれるという考え方について 

《年代別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

[A18] 
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男⼥共同参画社会の実現のために市が⼒をいれるべきことでは、男⼥ともに「男⼥がともに働きやすい労働
環境をつくる」が最も⾼く、次いで「仕事と家庭⽣活や地域活動が両⽴できる環境づくりを進める」となっていま
すが、割合は⼥性が男性を若⼲上回る結果となっています。 

 

■男女共同参画社会の実現のために市が力を入れるべきこと 

《性 別》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」を除く上位５のみ掲載 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 
[A19] 
 

基本⽬標３ あらゆる分野への男⼥共同参画の推進 

 （１）政策・⽅針決定への⼥性の参画促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○本市の職員に占める女性管理職の割合や自治会長に占める女性割合については、全

国・滋賀県と比べて高くなっていますが、審議会等における女性割合については目標

値を下回っており、女性の政策・方針決定への参画が十分に進んでいない状況となっ

ています。 

 

○重要な方針を決定する立場に女性が少ない原因については、男性優位とする組織や制

度、固定的性別役割分担意識が残っているからという意見が多くなっています。今後

も、委員の選出等にあたっては女性の登用を働きかけるなど、女性参画に向けた積極

的な働きかけが重要となります。 

 

○また、事業所調査からは、女性管理職が少ない理由について、女性の勤続年数や家庭

との両立の関係、また女性自身が管理職に就くことを希望しない等の理由が増加して

います。市内事業所のモデルとなれるよう庁内における女性管理職の登用促進に向け

た取組みが求められます。 
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全体
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学校における教育・学習を推進する 

家庭・地域における教育・学習を推進する 

地域における活動の支援や地域のリーダーとなる 
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■重要な方針を決定する立場に女性が少ない原因 

《性 別》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する市民アンケート調査（平成 26 年） 

[A20] 

 

⼥性管理職が少ない理由（事業所調査）として、「⼥性従業員が少ない、またはいない」が 50.7％と最
も⾼く、前回調査と⽐較すると 10.7 ポイント減少しており、⼥性の雇⽤が進んでいる状況にあっても、⼥性管
理職が少ない現状は変わっていないことがうかがえます。 

 

■女性管理職が少ない理由（事業所調査） 
《経年比較》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「その他」を除く上位５のみ掲載 
 

資料：栗東市男女共同参画社会づくりに関する事業所アンケート調査（平成 21、26 年）[A21]
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（％）

栗東市目標値35％

 

第１次計画で定めた審議会等における⼥性割合の⽬標 35％に対し、下回りながら推移しており、平成
25 年度は 32.2％となっています。 

 
■目標設定に基づく審議会等における女性割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

 

 

地⽅⾃治法に基づく審議会等における⼥性割合の推移をみると、平成23 年度以降減少傾向で推移して
おり、平成 25 年度には 26.8%となっています。 

 

■地方自治法（第 202 条の３）に基づく審議会等における女性割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 
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基本⽬標３ あらゆる分野への男⼥共同参画の推進 
（１）政策・⽅針決定への⼥性の参画促進 
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職員に占める⼥性管理職割合をみると、平成18年度以降ほぼ横ばいとなっていましたが、平成22年度に
減少し、平成 23 年度は増加に転じたものの、再び横ばいとなり、平成 26 年度は 20.4％となっています。し
かし、全国都道府県平均を上回っており、県内市町平均も平成22年度を除いて、上回って推移しています。 

 

■職員に占める女性管理職割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

 
⾃治会⻑に占める⼥性割合をみると、平成 18 年度から平成 22 年度にかけて増加していましたが、平成

23 年度以降は減少となり、平成 26 年度は再び増加し 17.1%となっています。また、県内市町平均、全国
都道府県平均を上回って推移しています。 

 

■自治会長に占める女性割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 
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６ 施策体系[A23] 
基本 

目標 
重点課題 施策の方向 

 
  

１ 

男
女
の
人
権
の
尊
重
と
意
識

づ
く
り 

（１）男女共同参画の視点に立った 

保育・教育、学習の推進 

① 保育園・幼稚園・幼児園・学校における保育・教育、学習の

推進 

② 家庭、地域社会における教育、学習の推進 

③ 性の尊重と健康についての意識の醸成 

④ 国際的な取組みとの協調 

（２）男女間のあらゆる暴力の根絶 
① ドメスティック・バイオレンス（DV）等に対する支援体制の整備 

② メディアにおける暴力の防止 

   

２ 

男
女
の
職
業
と
家
庭
・地
域
生
活
と
の

両
立
支
援 

（１）働く権利の保障と働く場における

男女共同参画の推進 

① 男女が対等に働く機会の提供 

② 女性の就業支援 

③ 働きやすい職場環境の整備 

（２）家庭・地域における男女共同 

参画の推進 

① 男女共同参画による地域づくりの推進 

② 男女共同参画を推進するリーダーの育成・活用 

③ 困難を抱える人々への支援 

（３）仕事と生活の調和 

（ワーク・ライフ・バランス）の推進

① 仕事と育児・介護等との両立のための支援 

② 男性の家事・育児・介護等への参加促進 

   

３ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

（１）政策・方針決定への女性の参画

促進 

① 審議会や委員会への女性参画の促進 

② 庁内における男女共同参画の推進 
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第３章 計画の内容 
 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 
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基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 

市⺠⼀⼈ひとりが性別にとらわれることなく、互いの個性を尊重し、認めあい、男⼥平等の意識を育みます。
固定的な性別役割分担意識や差別意識を解消し、すべての⼈が参画しやすい社会環境づくりに向けて、
様々な機会を通じて男⼥共同参画に関する啓発を⾏います。 

また、男⼥間のあらゆる暴⼒を根絶するため、暴⼒の未然防⽌や、家庭・地域・職場等の様々な場⾯にお
いて暴⼒を許さない意識づくりに取り組みます。 
 
  重点課題 

（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 

    施策の⽅向 

① 保育園・幼稚園・幼児園・学校における保育・教育、学習の推進 
保育園・幼稚園・幼児園や学校において、男⼥共同参画への理解を深めるための学習機会や、男

⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習環境を提供することで、⼦どもの男⼥共同参画に対する
意識づくりを推進します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 

保育園･幼稚園･
幼児園・学校にお
ける男⼥共同参
画の視点に⽴った
教育・学習の推進 

○各園において、男⼥共同参画および男⼥平等の視点にたち、
性別に関係なく⼀⼈ひとりの個性や能⼒が発揮される環境となる
よう、栗東市⼈権・同和教育基準年間指導計画に基づき、保
育教育内容の充実に努めます。 

幼児課 
保育園･幼稚
園・幼児園 

○⼩・中学校において、男⼥共同参画社会づくり副読本等の活
⽤による、⼦どもの頃からの男⼥共同参画への理解を深める教
育活動を実践します。 
○栗東市⼈権・同和教育基準年間指導計画に基づき、男⼥
共同参画および男⼥平等の視点に⽴った教育活動を実践しま
す。 

学校教育課 
⼩学校･中学校

２ 
保育・教育者等の
男⼥共同参画に
対する意識の向上

○保育職員や教職員に対して、男⼥共同参画に関する研修を
実施するとともに、男⼥共同参画に関する指導について、教材研
究や⾃⼰研修を⾏います。 

学校教育課 
幼児課 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
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    施策の⽅向 

   ② 家庭、地域社会における教育、学習の推進 
「男性は仕事、⼥性は家庭」という家庭や地域における固定的な性別役割分担意識を解消し、家庭

⽣活や地域社会を男⼥がともに担っていくことの重要性が理解される意識づくりを推進します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
男⼥共同参画の
視点に⽴った⽣涯
学習と啓発の推進

○ライフステージに応じた男⼥共同参画に関する学習機会の提
供や、広報による啓発に取り組みます。 

⾃治振興課 

○市⺠に対して⼈権尊重の⼤切さなど、⼈権意識の⾼揚を図る
ための啓発活動を推進します。 
○地区別懇談会や講演会等を⾏い、男⼥共同参画や⼥性の
⼈権などについて学ぶ機会を設け、意識の⾼揚に努めます。 

⼈権政策課 
⼈権教育課 

○コミュニティセンターでの社会教育事業において、男⼥共同参
画に関わる講座を実施し、家庭や地域における男⼥共同参画
への意識を⾼めます。 

⽣涯学習課 

 
    施策の⽅向 

   ③ 性の尊重と健康についての意識の醸成 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※のもつ意味を広く浸透させるとともに、男⼥が互いの性を尊重する意

識の醸成を図ります。また、男⼥がともに⽣涯を通じた⼼⾝の健康が保持される環境づくりを進めます。 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
性の尊重について
の理解促進 

○「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」のもつ意味について、広報等
を通じた周知・啓発に努めます。 

⾃治振興課 

２ 
性の尊重について
の教育の推進 

○⼩・中学校において、男⼥が互いの性についての理解を深める
ことができるよう、年間指導計画に基づき、各教科の学習や特別
活動において性に関する指導を適正に⾏います。 
○教職員に対しては、性的指向や性同⼀性障害等に係る児童
⽣徒へのきめ細やかな対応について、理解の促進を図ります。 

学校教育課 

３ 
性差に応じた健康
⽀援の提供 

○男⼥の異なる健康上の課題に対する健康づくりを推進するとと
もに、特に⼥性においては、妊娠届出時の妊婦健康診査受診
勧奨や保健指導等、安⼼して妊娠・出産期を過ごせるよう⽀援
を⾏います。 

健康増進課 

○健康相談、窓⼝業務、電話相談等で性差に応じた適切な対
応と情報提供を⾏います。 

健康増進課 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（１）男⼥共同参画の視点に⽴った保育・教育、学習の推進 
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NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

４ 
性感染症に関する
理解と啓発 

○⼩・中学校において、性感染症に関する正しい知識を⾝につ
けることができるよう、各校の年間計画に基づき、各教科の学習
や特別活動において指導を⾏います。 

学校教育課 

○エイズや性感染症の予防に関する正しい知識について、ポスタ
ー等を通じた普及・啓発に努めます。 

健康増進課 

 
※リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と⽣殖に関する健康と権利） 

⼈々が⽣涯にわたって、主体的に⾃らの⾝体と健康の保持増進と⾃⼰決定を図ることと、そのための⾝体的・精
神的・社会的な諸権利が基本的⼈権として保障されていることをいいます。 

⼦どもを持つか、持つならいつ、何⼈持つかを性的関係とともに⾃らの意思で主体的に選択する⾃由や、思春期、
妊娠・出産期、更年期等⽣涯にわたる良好な健康の管理が含まれます。またそのために必要な⾃らの⾝体や健康
について正確な知識や情報を持つこと、性的暴⼒や差別、強制を受けないこと等も幅広く含まれます。 

⼥性に限られるものではなく、男性のニーズ・役割・責任に対しても配慮されるものです。 
 
 
    施策の⽅向 

   ④ 国際的な取組みとの協調 
男⼥平等の実現や⼥性の地位向上のために採択された国際⼈権規範や新たな国際的な潮流等を

踏まえるとともに、多⽂化共⽣社会※を通じた男⼥共同参画の推進に向け、国際交流を推進します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
国際社会における
男⼥共同参画へ
の理解と協調 

○⾃⼰啓発や職場研修に役⽴つよう、関係機関の協⼒のもと、
国際社会等における男⼥共同参画をテーマにした図書や情報を
収集し、充実を図ります。 

図書館 

２ 

多⽂化共⽣のまち
づくりを通じた男⼥
共同参画の推進 

○多⾔語による⽣活関連情報の提供や相談体制の整備による
外国籍市⺠の社会参加の促進、市⺠相互の交流機会の提
供、男⼥共同参画等の視点を持って国際交流事業を推進しま
す。 

⾃治振興課 

 
※多⽂化共⽣社会 

地域社会を構成する⼀員として、国籍、⺠族、⽂化などの違いを尊重し、互いから学びあい、ともに⽣活できる
社会を意味します。 
 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 
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  重点課題 

（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 

    施策の⽅向 

   ① ドメスティック・バイオレンス（DV）等に対する⽀援体制の整備 
男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶に向け、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント、ストーカ

ー被害等の相談窓⼝のさらなる周知と相談体制の充実、関係機関と連携強化に努めることで、被害者
の早期発⾒につなげ、⼀⼈で悩み孤⽴することのない環境づくりを⽬指します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
ＤＶ防⽌対策の
推進 

○DV 被害の潜在化を防ぐため、DV 相談窓⼝に関するパンフレ
ットの設置やホームページ等での啓発を⾏うなど、DV 相談窓⼝
の周知を図ります。 

⼦育て応援課 

○DV に関する学習機会の提供やホームページ等における啓発
など、暴⼒を容認しない社会をつくるための啓発を⾏います。 

⾃治振興課 

２ 
セクハラ防⽌対策
の推進 

○就労の場におけるセクハラを防⽌するため、関係機関等のチラ
シの設置やポスターの掲⽰により、啓発を⾏います。 

経済振興労政課

○セクハラに関する市⺠意識の向上を図るため、広報やホームペ
ージ等を通じた啓発を⾏います。 

⾃治振興課 

３ 
DV やセクハラ等
被害者への⽀援
対策 

○⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援員の配置による DV 相談を実施するとと
もに、関係機関との連携を図りながら、DV 被害者の保護・避難
を⽀援します。 

⼦育て応援課 

○健康相談、乳幼児健診、電話相談等の実施の際、DV に関
する相談があった場合、関係機関との連携を図りながら、専⾨機
関へとつなぎます。 

健康増進課 

○⼈権擁護委員による「⼈権いろいろ相談」を開設し、広報や
掲⽰板を通じて広く周知することで、重⼤な⼈権侵害である
DV、セクハラ等の相談機会を充実します。 

⼈権政策課 

○就労相談において DV 等に関する情報があった場合に、関係
機関との連携を図りながら、専⾨機関へとつなぎます。 

経済振興労政課

○研修や調査を通じて県や市内における各種相談における実
態の把握を⾏い、関係機関との連携を図ります。 

⾃治振興課 

 



基本⽬標１ 男⼥の⼈権の尊重と意識づくり 
（２）男⼥間のあらゆる暴⼒の根絶 
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    施策の⽅向 

   ② メディアにおける暴⼒の防⽌ 
メディア（新聞やテレビなどの情報媒体）による様々な情報の中には、男⼥の画⼀的な表現や性差

別的な表現も含まれ、情報の受け⼿側も、男⼥共同参画の視点から必要な情報を解釈・判断する能
⼒を⾝に付けることが重要になります。各種メディアにおける⼈権侵害を防⽌し、広く⼈権や男⼥共同参
画の視点に配慮した表現の浸透を⽬指します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 

⼥性の⼈権を尊
重した市の情報発
信 

○広報やホームページ等における記事掲載、その他啓発資料の
作成の際、⼥性差別等の表現による⼈権侵害の防⽌・点検の
徹底を推進します。 

全課 
（⾃治振興課）

○⾏政職員に対する、研修機会等を通じた⼥性差別等の表現
による⼈権侵害の防⽌・点検に関する周知・啓発を図ります。 

総務課 

メディアリテラシー※

の向上 

○「議会だより」においてメディアによる⼈権侵害等、社会の進展
に応じた⼈権問題啓発標語などを掲載し、⼈権侵害防⽌の意
識向上を図ります。 

議会事務局 

○インターネット等のメディアを通じた情報発信における⼈権侵害
の防⽌について、市⺠意識の向上を図るため、広報やホームペー
ジ等による啓発を図ります。 

⾃治振興課 

○メディアによる⼈権侵害等、市⺠のメディアリテラシーの向上に
資する図書の収集に努め、利⽤の促進を図ります。 

図書館 

※メディアリテラシー 
メディア（新聞、テレビ、インターネット等の情報媒体）識字、あるいはメディア読解能⼒ともいい、メディアからの

情報を主体的に選択し、内容を分析・読解して活⽤できる能⼒や、メディアを適切に選択して発信する能⼒を⾝に
つけることを意味します。 
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基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援 
男⼥⼀⼈ひとりが希望するバランスで仕事と家庭⽣活との調和が図られるよう、就労の場における⽀援の

充実や情報提供の充実を図ります。また、仕事と⼦育て、介護、地域⽣活との両⽴⽀援に向けた各種制度
やサービスの周知を図るとともに、活動しやすい環境づくりを進めます。 

さらに、主に重点課題（１）（３）において「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」第６
条第２項に規定される「市町村推進計画」に関する施策を整理し、⼥性が⾃らの意思によって職業⽣活を
営み、または営もうとすることで個性と能⼒が⼗分発揮されるよう、⼥性の職業⽣活における活躍を推進しま
す。 

  重点課題 

（１）働く権利の保障と働く場における男⼥共同参画の推進 

    施策の⽅向 

   ① 男⼥が対等に働く機会の提供 
男⼥の均等な就労機会と待遇が確保されるよう、情報提供や相談、啓発活動等を⾏い、あらゆる職

域における男⼥共同参画を推進します。 
さらに、性別にとらわれず、本⼈の選択を尊重した職業選択ができるよう若年層からのキャリア教育を

進めます。 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
労働相談窓⼝に
関する情報提供 

○労働に関する相談があった際、国や県の相談窓⼝との連携を
図り適切な⽀援につなげるなど、労働相談窓⼝に関する情報提
供を⾏います。 
○広報を通じて相談業務の案内を掲載し、周知を図ります 

経済振興労政課
ひだまりの家 

２ 
あらゆる職域にお
ける男⼥共同参
画の推進 

○あらゆる職域において男⼥共同参画の推進が図られるよう、
市や県内における先進的な取組みの動向の把握に努め、情報
発信を図ります。 

⾃治振興課 
経済振興労政課

○市や県内における家族経営協定※の締結の動きや農業委
員、指導農業⼠、林業技⼠等の農業における⼥性活躍の状況
等について、動向の把握及び情報発信を図ります。 

農林課 
農業委員会 

３ 
多様な選択が可
能なキャリア教育
の推進 

○性別にとらわれず、本⼈の選択を尊重した進路指導を推進す
るため、年間計画に基づき各教科の学習や特別活動においてキ
ャリア教育を進めます。 

学校教育課 

※家族経営協定 
⼥性や若い農業者がそれぞれ個⼈として尊重され、経営のパートナーとして位置づけられることが重要であり、そ

れを実現するため、家族農業経営における家族相互のルールを家族みんなで話しあい、取り決めることを意味しま
す。 
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    施策の⽅向 

   ② ⼥性の就業⽀援 
⼥性の能⼒開発、再就職や起業等に関する情報提供や相談、学習機会の提供等就業に関する⽀

援を充実させ、労働意欲の向上や働く場における⼥性のエンパワメント※を推進します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
⼥性の職業能⼒
の開発に関する情
報提供 

○⼥性の主体的な能⼒開発につながるよう、新たな技能・資格
を取得するための⼿当や訓練等の助成、関係機関が開催する
講座等の情報提供を⾏います。 

経済振興労政課
ひだまりの家 

２ 
⼥性の起業・創業
のための⽀援 

○⼥性の起業・創業につながるよう、創業⽀援事業計画に基づ
き、創業⽀援事業者（商⼯会）や地域⾦融機関等との連携
のもと、学習機会等の提供に努めます。 

商⼯観光課 

３ 
⼥性の再就職⽀
援 

○出産・育児、介護等で退職し、再就職を希望する⼈を対象と
した能⼒開発に関する研修会や学習機会の情報提供を⾏いま
す。 

経済振興労政課

 
※⼥性のエンパワメント 

⼥性の経済・社会的地位の向上を⽬指して、個々の⼥性が経済活動や社会に参画するために必要な知識や
能⼒を⾝につけ、⾃分たちのことは⾃分たちで決め、⾏動できる⼒をつけ、様々な意思決定の過程に関わる⼒をつ
けていくことを意味します。 
 
 
    施策の⽅向 

   ③ 働きやすい職場環境の整備 
雇⽤管理の責任者である経営者の意識改⾰や、職場における処遇や評価における男⼥差の是正を

啓発し、男⼥がともに働きやすい職場環境を⽬指します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
企業等における男
⼥共同参画の気
運の醸成 

○企業等に対し、啓発や学習機会の提供等の働きかけを⾏い、
男⼥共同参画の気運の醸成を図ります。 
○⼥性活躍推進企業認証制度※における認定企業やワーク・ラ
イフ・バランス推進企業に登録した企業の周知を⾏うなど、企業
の⾃主的な取組みを促進します。 

経済振興労政課
⾃治振興課 

２ 
職場における妊
娠・出産・⼦育て
への理解の促進 

○妊娠・出産、育児休業等の取得を理由とする不利益な扱い
をなくすため、事業者に対しパンフレットの配布等による啓発を⾏
い、職場における理解促進を図ります。 

経済振興労政課
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NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

３ 
多様な就業環境
整備に向けた事業
者への働きかけ 

○労働者⼀⼈ひとりのワーク・ライフ・バランスを実現することで、
優秀な⼈材の確保・定着が図れるよう、多様で柔軟な働き⽅や
雇⽤の在り⽅について、事業者に啓発資料等により情報提供を
⾏います。 

経済振興労政課

 
※⼥性活躍推進企業認証制度 

「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」が定める「事業主⾏動計画」（本計画５ページ参照）
を策定した企業の内、⼥性の活躍推進に関する取組みの実施状況等が優良な企業が、都道府県労働局への申
請により、厚⽣労働⼤⾂の認定を受けることができる制度です。また、滋賀県でも⼥性の活躍推進に取り組む企
業を応援するため「滋賀県⼥性活躍推進企業制度」を平成 27 年６⽉ 30 ⽇から始めています。 
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  重点課題 

（２）家庭・地域における男⼥共同参画の推進 

    施策の⽅向 

    ① 男⼥共同参画による地域づくりの推進 
「男性は仕事、⼥性は家庭」といった固定的性別役割分担意識に基づく考え⽅や習慣が、地域社会

の様々な活動における⽀障とならないよう、これらを⾒直すための地域における活動や学習機会の充実
を図ります。また、男⼥共同参画の視点を持った地域の担い⼿づくりについて、⼦どもの頃から取り組みま
す。 

防災等の分野について、⼥性の参画や男⼥のニーズに配慮した取組みの推進、情報提供等の男⼥
共同参画の推進を図ります。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
地域における男⼥
共同参画に関する
取組みの推進 

○地域における男⼥共同参画に取り組む市⺠活動団体への学
習の機会や情報提供等の⽀援や、各種団体・グループの交流を
促し、情報交換や活動を促進します。 
また、それらの団体との連携・協働による男⼥共同参画推進に
向けた取組みを進めます。 

⾃治振興課 

２ 

地域における男⼥
共同参画の視点
を持った⼦どもの育
成 

○様々な年代・性別の⼦どもたちが交流を通じて、⼈権意識やリ
ーダーシップを学ぶことができるよう、⾃然体験や研修の機会を提
供し、男⼥共同参画の視点を持った地域を担うリーダーの育成を
図ります。 

⽣涯学習課 

３ 
地域における意識
づくりの場の充実 

○⾃治会等における地区別懇談会や出前講座を実施し、地域
における男⼥共同参画の意識の醸成を図ります。 
また実施にあたっては、新たな層が参加できるよう時間・場所、テ
ーマ・内容等ニーズに応じた⼯夫に取り組みます。 

⼈権教育課 

４ 
防災対策等におけ
る男⼥共同参画
の推進 

○防災に関する政策・⽅針決定過程及び防災の現場における
⼥性の参画の拡⼤を図り、男⼥共同参画の視点を取り⼊れた
防災体制の充実に努めます。 
○⾃主防災組織等における⼥性の参画の促進など、防災対策
において男⼥共同参画の推進に努めます。 

危機管理課 

５ 
男⼥のニーズの違
いに配慮した防災
知識等の普及 

○男⼥のニーズの違いに配慮した防災対策・災害復旧に関する
広報啓発を⾏います。 危機管理課 
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    施策の⽅向 

   ② 男⼥共同参画を推進するリーダーの育成・活⽤ 
⼥性のあらゆる分野への進出を推進するリーダーの育成と活⽤を図り、社会的・経済的な意思決定

に⼗分にかかわることができるよう、⼥性のエンパワメントを推進します。また、⼥性活動団体への育成や
交流等、男⼥共同参画を推進する市⺠の⾃主的な活動を促進します。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 

男⼥共同参画の
推進における活動
のリーダーとなる⼈
材の育成・活⽤ 

○⾏政や地域団体、ボランティア、ＮＰＯ団体等あらゆる分野
における男⼥共同参画のリーダーを育成するため、情報共有や
課題解決のための研修会等の情報提供を⾏い、参加を促しま
す。 
○⼈材の紹介や交流を⾏うなど情報提供を⾏い、活動に対する
意欲、能⼒を持つ⼈材の活⽤に努めます。 

全課 
（⾃治振興課）

２ 
⼥性活動団体の
育成や活動⽀援
の促進 

○⼥性活動団体の育成や活動⽀援を⾏います 
○広域的な地域間交流の促進等、⼥性団体の交流や連携を
⽀援します 

⾃治振興課 

 
 
    施策の⽅向 

   ③ 困難を抱える⼈々への⽀援 
⽣活上の困難に陥りやすいひとり親家庭や、性的指向や性同⼀障害を理由として困難な状況に置

かれている⼈、⾼齢者、障がい者、外国⼈等であることによる課題に加え、性別によって複合的に困難
な状況に置かれている⼈等が安⼼して暮らすことができるよう、⾃⽴⽀援や相談⽀援の充実、交流促
進等、環境の整備を進めます。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
⺟⼦・⽗⼦家庭の
実状に応じた⾃⽴
⽀援の推進 

○⺟⼦・⽗⼦それぞれの家庭の実状に応じた⽀援を⾏います。 
⼦育て応援課 

２ 
困難を抱える⼈々
に対する相談の充
実 

○乳幼児健康相談、乳幼児健診等の事業を通じて、細やかな
配慮による相談に応じ、必要に応じて家庭訪問を⾏います。 

健康増進課 

○性別による役割分担意識から⽣じる負担等の困難な状況を
抱える⼈に対して、解決に向けた相談体制の充実を図るととも
に、必要な⽀援へとつなぎます。 

健康増進課 
⼦育て応援課 
⻑寿福祉課 
障がい福祉課 
社会福祉課 
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NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

３ 

男⼥共同参画の
視点による⾼齢
者･障がい者等の
社会参加の促進 

○取組みの企画段階における男⼥共同参画の視点の反映や、
⽼⼈クラブ等への⼥性⾼齢者の参画促進、男性のひとり暮らし
⾼齢者を対象とした料理教室の開催等、男⼥共同参画の視点
に⽴った⾼齢者の社会参加を促進します。 

⻑寿福祉課 

○障がいの特性に加え性別によるニーズに応じたスポーツ活動等
の取組みを推進することで、障がいのある⼈の社会参加を促進し
ます。 

障がい福祉課 
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  重点課題 

（３）仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

    施策の⽅向 

①  仕事と育児・介護等との両⽴のための⽀援 
男⼥がともに⼦育てや介護をしながらも働き続けることができるよう、育児・介護休業制度をはじめ

様々な⽀援制度の普及啓発を図るとともに、仕事と育児や介護の両⽴を事業者や地域社会で⽀える
環境づくりを推進します。 

また、市⺠のワーク・ライフ・バランスへの意識の醸成を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスを推進する
上で重要な主体となる事業者に対する啓発に努めます。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 

多様なライフスタイ
ル に 対応し た 保
育・⼦育て⽀援サ
ービスの充実 

○⼦ども・⼦育て⽀援事業計画に基づき、保護者の多様化する
勤務形態や勤務時間、地域の⼦育てニーズに対応できるよう、
⻑時間保育や預かり保育、⼀時預かり保育等の様々な保育サ
ービスの充実を図ります。 
○相談や健診、講座、交流の場の提供等の様々な⼦育て⽀援
サービスにおいては、時間帯や乳幼児⼀時預かり等、だれもが参
加しやすいよう配慮した実施に努めます。 

⼦育て応援課 
幼児課 
健康増進課 

２ 
家族の在宅介護
の負担の軽減 

○栗東市⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び栗東
市障がい者基本計画・障がい福祉計画に基づき、家族介護者
の負担軽減を図るため、介護保険サービスや障がい福祉サービ
スの周知啓発に努めます。 
○周知啓発にあたっては⾝近な地域での出前講座の実施等、
参加しやすい⼯夫に努めます。 

⻑寿福祉課 
障がい福祉課 

３ 
育児・介護休業を
取得しやすい環境
づくりの推進 

○安⼼して育児・介護休業が取得できるよう、育児・介護休業
中に必要な⽣活資⾦の貸付を受けることができる制度の周知を
図るなど、情報提供を⾏います。 

経済振興労政課

４ 

仕事と⽣活の調和
（ワーク・ライフ・バ
ランス）の理解促
進 

○ワーク・ライフ・バランスを推進することの事業者にとってのメリット
や重要性について、企業訪問時にリーフレットを配布するなど、啓
発を⾏います。 

経済振興労政課

○市⺠のワーク・ライフ・バランスに対する理解を深めるため、広報
やホームページ、パンフレット等を通じた情報提供を⾏い、⼀⼈ひ
とりが仕事と⽣活の調和について考える機会を創出します。 

⾃治振興課 

 



基本⽬標２ 男⼥の職業と家庭・地域⽣活との両⽴⽀援 
（３）仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
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    施策の⽅向 

   ② 男性の家事・育児・介護等への参加促進 
⼥性の仕事と⼦育て・介護等による過重な負担の軽減や、男性の⻑時間労働による⼦育てに参加

したくても参加できない状況等、男⼥がともに希望するワーク・ライフ・バランスを実現するために、男性が
家事・育児・介護等に参加しやすい環境づくりを進めます。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
男性の育児参加
のための情報提供 

○男性が育児に必要な知識や技術を⾝につけることができるよ
う、妊娠届出時に⽗⼦⼿帳の発⾏を⾏うなど、様々な機会を通
じて情報提供を⾏います。 

健康増進課 

２ 
男性にとっての男
⼥共同参画の意
識の向上 

○男⼥共同参画が、男性の多様な⽣き⽅や豊かな⼈⽣につな
がるものであるという意識の醸成に向け、様々な教育、学習事業
を通じて啓発を⾏います。 
○事業の実施にあたっては、就労する保護者が参加しやすいよう
⽇時等の⼯夫を⾏います。 

⾃治振興課 
⼈権政策課 
⼈権教育課 
⽣涯学習課 

３ 
男性の働き⽅の⾒
直しの働きかけ 

○男性の⻑時間労働等の働き⽅の⾒直しや、⼦育て・介護に
携わる⼈のための休暇制度の取得促進に向け、事業者に働きか
けを⾏います。 

経済振興労政課



基本⽬標３ あらゆる分野への男⼥共同参画の推進 
（１）政策・⽅針決定への⼥性の参画促進 
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基本⽬標３ あらゆる分野への男⼥共同参画の推進 
市の審議会や委員会をはじめ、地域団体や事業者等にける⼥性の参画を促進するとともに、⾏政が男⼥

共同参画を推進する上で率先することができるよう、庁内における職員の意識啓発・資質の向上、職場環境
の整備・改善、⼥性職員の能⼒の発揮のための積極的な促進等、環境の整備を進めます。 
 
  重点課題 

（１）政策・⽅針決定への⼥性の参画促進 

    施策の⽅向 

   ① 審議会や委員会への⼥性参画の促進 
⼥性が市政や議会等の政策・⽅針決定への参画に関⼼を深める機会を増やすとともに、審議会や委

員会等へ⼥性の登⽤を働きかけ、⼥性が政策・⽅針決定の場において参画しやすい環境づくりを進めま
す。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
各種審議会や委
員会等への⼥性の
参画促進 

○審議会委員等の選出において、⼥性委員を拡⼤するなど、男
⼥双⽅の意⾒が反映されるよう、⼥性委員⽐率の向上を⽬指し
啓発、推進します。 

全課 
（⾃治振興課）

２ 

事業者･団体等に
おける⽅針決定過
程への⼥性の参加
促進 

○事業者や団体、⾃治会等に対し、⽅針決定過程への⼥性の
参画について働きかけを⾏います。 

全課 
（経済振興労政課

⾃治振興課） 

 
 



基本⽬標３ あらゆる分野への男⼥共同参画の推進 
（１）政策・⽅針決定への⼥性の参画促進 
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    施策の⽅向 

   ② 庁内における男⼥共同参画の推進 
⾏政が事業者に対して男⼥共同参画のモデルとしての職場となることができるよう、職員の男⼥共同

参画に対する意識啓発や資質の向上、職場環境の整備・改善、⼥性職員の能⼒の発揮の積極的な
促進等、庁内における男⼥共同参画を推進します。 

また本市では、地⽅公共団体の機関等の特定事業主として、実施すべき⼥性の職業⽣活における
活躍の推進に関する取組みや数値⽬標等の詳細を定めた「特定事業主⾏動計画」を策定し、本計画
と整合を図りながら取組みを推進していきます。 
 

NO. 具体的な施策 取組み内容 主な担当課 

１ 
⾏政職員の男⼥
共同参画に対する
意識の向上 

○職員に対して、県等が開催するセミナーや研修会への参加を
促すなど、あらゆる機会を通じて男⼥共同参画への意識啓発及
び資質の向上に努めます。 

全課 
（総務課） 

２ 
男⼥共同参画の
視点に⽴った職場
づくり 

○育児・介護関連の制度をまとめたハンドブック等による情報提
供を⾏い、特に男性職員の育児・介護休業や育児参加にかかる
特別休暇制度等を取得しやすい体制づくりに努めます。 

総務課 

３ 
安⼼して働くことが
できる職場づくり 

○セクハラ等に関する苦情処理委員会や苦情相談窓⼝を設置
し、庁内において安⼼して働くことができる職場環境の整備を推
進します。 

総務課 

４ 
市の⼥性職員の
職域拡⼤と⼥性の
管理職の登⽤ 

○⽇常業務や研修を通じて職員の能⼒開発を⾏い、職業能⼒
の向上を図ります。また、意思決定の場に参画できるよう⼥性の
積極的な管理職への登⽤を働きかけます。 

全課 
（総務課） 
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第４章 計画関連指標 
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「まちづくり⼥と男の共同参画プラン（第５版）」において設定する⽬標値を以下に⽰します。 
基本 

目標 

重点 

課題 
項    目 データの出典 単

位 

平成26年 

実績値 

平成31年

目標値

１ 

男
女
の
人
権
の
尊
重
と
意
識
づ
く
り 

（１）
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
保
育
・教
育
、
学
習
の
推
進 

人権意識が高く、差別や偏見のないまちづくりが推

進されていると思う市民の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 53.8 60

｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべき｣という考え方

に同感しない市民意識の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 55.6 70

男女共同参画について話し合ったり、学習したり

したことはない市民の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 60.9 45.0

市や県主催の男女共同参画セミナーや講演会に参

加したことがある人の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 11.8 15.0

栗東市男女共同参画都市宣言の認知率 
栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 43.8 60.0

小・中学校での男女共同参画の副読本の利用率

（利用学校数/市内12学校） 
学校教育課調べ ％ 100.0 100.0

男女共同参画の講演会、セミナー等（きらめき

Ritto含む）の参加延べ人数 
自治振興課調べ 人850 380

じんけんセミナー等の平均参加人数 人権政策課調べ 人230 280

人権啓発リーダー講座、市民のつどい等の参加

延べ人数 
人権教育課調べ 人470 520

社会教育事業（男女共同参画に関わる）講座・教

室の参加延べ人数 
生涯学習課調べ 人48 55

多文化共生イベント参加者数 自治振興課調べ 人134 350

（２
）男
女
間
の
あ
ら
ゆ
る

暴
力
の
根
絶 

ＤＶを経験したことがある女性の割合 
栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％10.4 減少

セクハラを経験したことがある女性の割合 
栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％9.6 減少
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基本 

目標 

重点 

課題 
項    目 データの出典 単

位 

平成26年 

実績値 

平成31年

目標値

２ 

男
女
の
職
業
と
家
庭
・地
域
生
活
と
の
両
立 

（１）
働
く
権
利
の
保
障
と
働
く
場
に
お
け
る 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

職場の中でみて、どちらかの性が優遇されてい

るかの設問で｢平等｣と思う市民意識の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％ 19.2 24

栗東市における女性（25～44歳）の就業率 国勢調査 ％ 59.6 73

管理的職業従事者に占める女性の割合 
栗東市男女共同参画 

事業所アンケート調査 
％ 6 18

ポジティブ・アクションに取り組んでいる事業所の

割合 

栗東市男女共同参画 

事業所アンケート調査 
％ 49 60

女性における新規創業の実現件数 商工観光課調べ 件 ― 6

女性における新規創業の相談件数 商工観光課調べ 件 ― 1

（２）
家
庭
・地
域
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
推
進 

地域で実施している男女共同参画事業に参加し

たことがある人の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％14.6 20.0

家庭生活の中でみて、どちらかの性が優遇され

ているかの設問で｢平等｣と思う市民意識の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％32.1 38

地域活動の中でみて、どちらかの性が優遇され

ているかの設問で｢平等｣と思う市民意識の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％34.9 40

障がい者団体事業、県主催スポーツ大会への参

加人数（参加延人数） 
障がい福祉課調べ 人658 720

地区別懇談会への参加人数（参加延人数） 人権教育課調べ 人2,823 3,000

（３）
仕
事
と
生
活
の
調
和
（ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
） 

の
推
進 

保育園の待機児童数 幼児課調べ 人1 0

介護を支援する制度がある事業所の割合 
栗東市男女共同参画 

事業所アンケート調査 
％79.0 90

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）につ

いて言葉も内容も知っている事業所の割合 

栗東市男女共同参画 

事業所アンケート調査 
％ 45.9 60

男性の育児休業の取得状況 
栗東市男女共同参画 

事業所アンケート調査 
％ 1.2 5

父母ともに子育てを主体的に行っている市民の

割合（就学前児童） 

栗東市子ども・子育て 

支援ニーズ調査 
％ 43.7 50

生活の中における優先度で希望と現実が異なっ

ている人の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％57.0 36

地域子育て支援拠点箇所数 子育て応援課調べ か
所3 6

延長保育をしている保育所数 幼児課調べ 園6 9

法人立保育園数（移管件数を含む） 幼児課調べ 園6 9

介護保険などの出前トークの参加者延人数 長寿福祉課調べ 人507 1,500

３ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
へ
の 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

（１）
政
策
・方
針
決
定
へ
の 

女
性
の
参
画
促
進 

社会全体でみて、どちらかの性が優遇されてい

るかの設問で｢平等｣と思う市民意識の割合 

栗東市男女共同参画 

アンケート調査 
％13.3 18

審議会等における女性委員の割合 総務課調べ ％31.1 40.0

自治会長における女性の割合 自治振興課調べ ％16.3 30.0

農業組合長の女性就任者数 農林課調べ 人0 4

市男性職員の育児休業取得者数 総務課調べ 人0 5
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第５章 推進体制 
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男⼥共同参画社会の実現には、あらゆる分野での取組みを推進することが重要であり、「第３章 計画の内

容」に掲げている取組みについて、総合的かつ計画的に推進することが必要です。 
また、市が直接⾏う施策だけでなく、市⺠、事業者、地域等がそれぞれの⽴場で本計画の⽬的を理解し、主体

的な取組みを進めることが期待されます。 
本市における男⼥共同参画に関する施策を着実に推進するために、その基盤となる推進体制のより⼀層の充

実を図ります。 
 

（１）庁内推進体制の充実 

男⼥共同参画を進める上で⾏政の果たす役割は⼤きく、その取組み内容は幅広い分野にまたがっているた
め、すべての市職員が男⼥共同参画社会の形成をめざすという共通認識を持つことが⼤切です。 

庁内組織である「男⼥共同参画社会づくり推進委員会」を中⼼に関係部局との連携強化を図り、取組みを
進めて⾏きます。 

 

（２）市⺠・地域等との連携 

市⺠⾃らが家庭や地域、職場などにおいて男⼥共同参画社会づくりに向けた⾃発的な⾏動をとることができ
るよう、わかりやすい広報・啓発活動を⾏います。また、男⼥共同参画に関する活動を⾏う団体との連携を図り
ながら、施策を推進します。 

 

（３）国・滋賀県等関係機関との連携 

本計画の推進にあたり、国・滋賀県や近隣⾃治体等との連携を図るとともに、本市からの情報発信を積極
的に⾏います。 

 
■計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

協働 

情報提供 

協働 

情報提供 

協働 

情報提供 

 栗東市役所 

連携 

・報告 
総合調整 

・推進 

全 所 属 
●まちづくり女と男の共同参画プラン推進 

●ＤＶ防止法基計画の推進 

●職場研修の充実 

●男女共同参画都市宣言の具現化 

●職場研修の充実 

●施策の点検・見直し 

男女共同参画社会づくり 

推進委員会 

●本部会 ●幹事会 ●専門部会 

自治振興課 
●男女共同参画社会づくりの推進 

進捗状況 

方向 

情報提供 

栗東市 
男女共同参画 
推進協議会 

●委員17 名以内

（有識者、事業所代

表、関係団体代表、

その他） 

栗東市 
女性団体 

連絡協議会 

国・滋賀県 
等関係機関 

市 民 
地域等 
（事業所 
NPO 等） 

検証 

意見表明 

意見 
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指定管理者候補者の選定結果について 
 
平成２８年度から５年間における下記施設の指定管理者の選定を行う選定委員会を開催し、指定管理者の候補者を決定しました。 
今後この結果を踏まえて、市議会の議決を経て指定管理者の指定を行います。 
 

１． 対象施設 

 施 設 名 指定管理者の候補者 担 当 課 

① 栗東芸術文化会館（さきら） 

東京都港区虎ノ門二丁目２番５号 

株式会社ケイミックス 

代表取締役 橋本 鉄司 

教育部 

スポーツ・文化振興課 

（TEL）077-551-0318 

（FAX）077-552-5544 ② 体育施設等（栗東市民体育館ほか８施設） 

栗東市川辺３９０番地１ 

公益財団法人栗東市体育協会 

 会長 小林 芳夫 

③ 栗東農畜産物処理加工施設（道の駅アグリの郷栗東） 

栗東市出庭９６１番地１ 

アグリの郷栗東 株式会社 

代表取締役社長 武村 賞 

環境経済部 農林課 

（TEL）077-551-0124 

（FAX）077-551-0148 
④ 

栗東農畜産物処理加工施設（道の駅アグリの郷栗東） 

栗東市立農林業技術センター 

栗東市立自然活用総合管理棟（道の駅こんぜの里りっとう） 

こんぜの里バンガロー村 

栗東市立森林体験交流センター（森遊館） 

栗東市立自然体験学習センター（森の未来館） 

 大津市瀬田神領町番戸谷４０－１ 

 滋賀南部森林組合 

 代表理事組合長 相井 忠良 

⑤ 栗東シルバーワークプラザ 

 栗東市小野４５２－１ 

 公益社団法人 栗東市シルバー人材

センター 

 理事長 西村 千代治 

環境経済部 

経済振興労政課 

（TEL）077-551-0104 

（FAX）077-551-0148 

 













































 

おうみ自治体クラウド協議会災害協定について 

 

1. 目的等 

住民情報や税情報を中心とした基幹システムは、地方自治体の基本的な機能

を果たすうえで必要不可欠です。そのため災害に強い基幹システムの構築は、

自治体クラウドの目的の一つとされています。 

今般、本市を含む５市が共同で基幹システムを利用するにあたり、５市及び

今回、内定した基幹システム事業者（データセンター）が互いの情報システム

を補完できる基幹システムを構築しようとするものです。 

 

２. 協定内容 

被災した市の以下の復旧対応を想定して、被災市の一刻も早い復旧と事業継

続を目指すものとします。 

 

○被災市以外の市の情報システムで、被災市の情報システムを稼働させるこ

と。 

○いずれの市も被災市である場合には、共同利用するデータセンターにおい

て情報システムを稼働させること。 

○被災市が代替施設を用意した場合は、情報システムやネットワーク回線な

どを可能な限り迅速に用意すること。 

 

３. 協定調印式 

  ① 日時   平成２７年１１月２６日（木） 午後３時から 

② 場所   草津市役所 

  ③ 出席者  おうみ自治体クラウド協議会会長 草津市長  

基幹システム担当事業者 

   データセンター担当事業者 
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